
,---=———_—＿ー，
：： 56., 

． 
， 
ぽ岡， ， 
,. :' 
: : ： | 
: : ： i ， ， ,, ,: 
: : :＇ 
, l :: 

［説，
こニー一――~-2

「
相
当
の
注
意
」

は
じ
め
に

第
一
章
国
際
法
上
の
「
国
家
」
と
「
過
失
」

一
伝
統
的
な
過
失
責
任
論

ニ
客
観
責
任
論

三
機
関
の
過
失
を
根
拠
と
す
る
過
失
責
任
論

四
客
観
的
な
過
失
概
念
を
根
拠
と
す
る
過
失
責
任
論

五
国
家
の
「
擬
人
化
」
に
基
づ
く
過
失
責
任
論

六
小
括
（
以
上
本
号
）

第
二
章
国
際
義
務
の
分
類
論
と
「
相
当
の
注
意
」

第
三
章
領
域
使
用
の
管
理
責
任
と
「
相
当
の
注
意
」

第
四
章
一
般
的
考
察

国
際
法
上
の
国
家
責
任
に
お
け
る

「
過
失
」
及
び

、‘日
｛笏

山

三
七

智

に
関
す
る
考
察
口

之
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て
そ
れ
に
よ
っ
て
国
家
責
任
の
性
格
は

す
な
わ
ち
、
国
家
の
国
際
義
務
違
反
か
ら
生
じ
る
責
任
は
、
国
家
の

問
題
の
所
在
と
概
観

（
広
義
の
）
「
過
失
」
を
本
質
的
要
素
と
す
る
の
か
否
か
、
そ
し

本
稿
は
、
国
際
法
上
の
国
家
責
任
法
に
お
け
る
「
過
失

(fault
ま
た
は
c
u
l
p
a
)
」
と
「
相
当
の
注
意

(
d
u
e
diligence)
」
の
妥
当
範
囲

及
び
機
能
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
主
体
の
心
理
状
態
を
意
味
す
る
「
過
失
」
と
客
観
的
な
行
為
義
務
を
意
味
す
る
も

の
と
一
般
に
理
解
さ
れ
る
「
相
当
の
注
意
」
と
は
異
な
る
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
と
も
に
違
法
性
（
義
務
違
反
）
と
は
区
別
さ

れ
た
責
任
の
要
素
（
い
わ
ゆ
る
「
帰
責
事
由
」
）
と
し
て
作
用
す
る
の
で
、
両
者
を
同
時
に
論
じ
る
の
が
適
切
で
あ
る
。

伝
統
的
に
「
国
家
責
任

(State
responsibility)
」
と
呼
ば
れ
る
国
際
法
の
一
分
野
は
一
九
世
紀
以
来
の
仲
裁
裁
判
例
の
蓄
積
に
よ
り

形
成
さ
れ
、
ま
た
先
年
法
典
化
作
業
を
完
了
し
た
国
連
国
際
法
委
員
会

(
I
L
C
)
に
よ
る
「
国
家
責
任
条
文
草
案
」
（
以
下
、

I
L
C

(
2
)

（

3
)
 

草
案
）
の
起
草
作
業
に
よ
り
理
論
的
整
備
の
進
ん
だ
分
野
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
だ
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
問
題
も
多
い
。

そ
の
中
で
も
「
過
失
」
の
問
題
は
こ
の
分
野
に
お
け
る
大
き
な
争
点
の
一
っ
で
あ
る
。

（
帰
属
及
び
）
義
務
違
反
を
要
素
と
す
る
「
客
観
責
任
」
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
義
務
違
反
に

加
え
て
「
過
失
」
を
要
素
と
す
る
「
過
失
責
任
」
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
こ
で
こ
の
問
題
に
関
す
る
議
論
を
概
観
す
る
な
ら
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

G
r
o
t
i
u
s
以
来
、
国
際
法
に
お
い
て
も
国
内
法
の
過
失

責
任
の
原
則
（
民
事
及
び
刑
事
責
任
に
お
い
て
過
失
が
要
素
で
あ
る
）
が
妥
当
す
る
も
の
と
さ
れ
、
「
過
失
」
に
代
表
さ
れ
る
心
理
的
・

主
観
的
要
素
が
国
家
責
任
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
と
す
る
過
失
責
任
論
が
通
説
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

Anzilotti
が
国
際
義
務
違
反
を

は
じ
め
に

三
八
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国際法上の国家責任における「過失」及び「相当の注意Jに関する考察（一）（湯山）

第
四
は
、

に
作
為
に
よ
る
責
任
の
場
合
な
ど
）

三
九

一
定
の
場
合
（
私
人
の
行
為
に
よ
る
責
任
、
不
作
為
に
よ
る
責
任
、
逆

に
限
っ
て
過
失
責
任
を
認
め
る
折
衷
的
見
解
も
主
張
さ
れ
た
。
こ
の

Anzilotti
説
は
大
き
な
影
響

(
4
)
 

力
を
持
ち
、
現
在
で
は
客
観
責
任
が
多
数
説
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

客
観
責
任
説
と
過
失
責
任
説
の
論
争
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
論
点
が
存
在
す
る
。
第
一
は
、
抽
象
的
な
い
し
は
集
合
的
実
体
で
あ
っ

て
、
そ
の
機
構
が
複
雑
化
し
た
近
代
国
家
に
自
然
人
の
有
す
る
過
失
を
帰
す
こ
と
の
困
難
で
あ
る
。
過
失
責
任
説
の
難
点
で
も
あ
る
が
、

過
失
責
任
を
維
持
す
る
た
め
に
、
過
失
責
任
説
の
側
か
ら
こ
の
点
を
克
服
す
る
た
め
の
様
々
な
主
張
が
な
さ
れ
て
き
た
。

第
二
は
過
失
概
念
の
内
容
で
あ
る
。
「
過
失
」
と
は
不
注
意
と
い
う
心
理
的
状
態
を
意
味
す
る
が
、
過
失
責
任
説
の
中
に
は
過
失
を
国

際
義
務
違
反
と
同
一
視
す
る
客
観
的
過
失
概
念
を
唱
え
る
論
者
も
い
る
。
特
に
問
題
と
な
る
の
は

A
l
a
b
a
m
a
号
事
件
以
来
国
際
法
に
導

人
さ
れ
、
外
国
人
の
待
遇
に
関
す
る
多
数
の
仲
裁
判
例
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
き
た
「
相
当
の
注
意
」

の
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
を
客
観
責

任
論
者
は
客
観
的
な
行
為
義
務
と
と
ら
え
る
の
に
対
し
、
過
失
責
任
論
者
は
（
主
観
的
か
客
観
的
か
の
差
異
は
あ
る
が
）
過
失
と
解
す
る
(
)

第
三
は
、
多
数
の
判
例
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
で
あ
り
、
特
に
大
き
な
論
争
を
呼
ん
だ
の
は
国
際
司
法
裁
判
所
の
コ
ル
フ
海
峡
事

件
判
決
の
解
釈
で
あ
る
。
ア
ル
バ
ニ
ア
領
海
で
あ
る
コ
ル
フ
海
峡
を
通
航
す
る
英
国
艦
隊
の
軍
艦
が
触
雷
し
た
事
件
で
裁
判
所
は
ア
ル
バ

ニ
ア
の
責
任
を
認
定
し
た
が
、
果
た
し
て
そ
れ
が
客
観
責
任
に
基
づ
く
の
か
そ
れ
と
も
過
失
責
任
に
甚
づ
い
た
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

(

8

)

(

9

)

 

に
よ
り
解
釈
が
分
か
れ
る
。
判
例
は
ど
の
よ
う
な
統
一
的
説
明
も
受
け
入
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

-10) 

一
九
七
三
年
に
採
択
さ
れ
た

I
L
C
草
案
（
第
一
読
）
三
条
で
あ
る
。
同
条
は
国
家
責
任
の
要
素
と
し
て
、
行
為
の
国
家
へ

の
帰
属
と
行
為
の
国
際
義
務
違
反
の
二
つ
の
み
を
列
挙
し
過
失
に
言
及
し
な
か
っ
た
。
外
国
人
の
待
遇
と
し
て
の
国
家
責
任
の
法
典
化
作

業
が
国
際
標
準
主
義
と
国
内
標
準
主
義
の
対
立
で
挫
折
し
た
あ
と
、
草
案
の
対
象
を
国
家
の
国
際
法
違
反
に
関
す
る
一
般
規
則
と
す
る
ア

プ
ロ
ー
チ
に
変
更
し
た
結
果
、
採
択
さ
れ
た
条
文
で
あ
る
。
条
文
草
案
は
客
観
責
任
主
義
を
採
用
し
た
と
の
理
解
も
あ
る
が
、
義
務
違
反

主
た
る
要
素
と
す
る
客
観
責
任
論
を
主
張
し
た
。
そ
れ
以
外
に
、

22-2 -129 (香法 2002)



の
違
法
性
阻
却
事
由
で
あ
る
「
不
可
抗
力
（
及
び
偶
発
事
態
）
」

(12) 

る
と
い
う
見
解
も
あ
る
。

の
存
在
に
よ
り
、
消
極
的
な
形
で
過
失
責
任
の
原
則
が
維
持
さ
れ
て
い

(13) 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
も
多
数
の
先
行
研
究
が
存
在
す
る
。
過
失
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
基
礎
と
な
る
概
念
か
ら
演
繹
し
て

い
く
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
国
家
実
行
（
特
に
仲
裁
判
例
）
を
検
討
し
て
ゆ
く
実
証
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

実
行
が
統
一
的
説
明
を
許
す
も
の
で
は
な
く
、
過
失
の
問
題
は
国
家
責
任
の
体
系
の
基
礎
的
な
問
題
、
ひ
い
て
は
法
の
違
反
や
責
任
と
い

う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
は
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
、
必
要
に
応
じ
て

概
念
の
整
理

「
過
失
」
は
広
義
の
「
過
失
」
と
狭
義
の
「
過
失
」
が
あ
り
、
広
義
の
「
過
失
」
は
「
故
意
」
を
も
含
ん
だ
概
念
で
あ
る
。
故
意
は
い

う
ま
で
も
な
く
、
狭
義
の
過
失
も
主
体
の
不
注
意
と
し
て
心
理
状
態
を
意
味
す
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
過
失
概
念
に
は
、
「
客
観
的
過

な
お
、
こ
こ
で
国
内
法
に
お
け
る
過
失
概
念
に
つ
い
て
も
参
照
し
て
お
き
た
い
。
国
際
法
学
者
が
過
失
を
論
じ
る
際
、
国
内
法
に
お
け

(14) 

る
過
失
概
念
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

国
内
法
（
大
陸
法
）
に
お
け
る
狭
義
の
過
失
は
心
理
状
態
で
あ
っ
て
、
「
意
思
の
緊
張
を
欠
い
た
状
態
」
を
さ
す
。
も
と
も
と
ロ
ー
マ

法
に
お
け
る
c
u
l
p
a
は
外
形
的
行
為
ま
た
は
事
象
か
ら
評
価
さ
れ
る
客
観
的
概
念
で
あ
っ
た
が
、
三
世
紀
以
降
キ
リ
ス
ト
教
や
ヘ
レ
ニ
ズ

ム
哲
学
の
影
響
に
よ
り
、
行
為
者
の
道
徳
的
品
性
へ
の
倫
理
的
非
難
（
注
意
diligentia
の
違
反
ま
た
は
不
注
意
negligentia)

と
い
う
主

観
的
意
味
に
再
構
成
さ
れ
、
故
意

(dolus)

と
並
ぶ
不
法
行
為
の
帰
責
事
由
と
な
る
に
い
た
り
、
こ
の
心
理
的
過
失
と
し
て
の
c
u
l
p
a
が

失
」
（
「
規
範
的
過
失
」
と
も
い
う
）
概
念
も
存
在
す
る
。

実
行
を
参
照
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

四
0

22-2 -130 (香法 2002)



国際法上の国家責任における「過失」及び「相当の注意」に関する考察H(湯山）

familias
」
ま
た
は

こ。t
 

四

中
世
に
継
受
さ
れ
た
。
近
代
に
お
い
て
も
、
主
体
の
意
思
の
自
由
を
保
障
し
意
思
の
発
現
と
し
て
の
行
為
の
み
を
帰
責
の
対
象
と
す
る
個

人
主
義
思
想
や
、
そ
の
後
の
自
立
し
た
個
人
の
行
動
の
自
由
を
童
視
す
る
経
済
的
自
由
主
義
に
よ
っ
て
心
理
的
過
失
概
念
は
維
持
さ
れ

(negligence, 
不
注
意
）

と
さ
れ
る
も
の
の
、
合
理
人
を
標
準
と
し
て
、
所
与
の
状
況
下
で
予
見
可
能
な
他
人
の
利
益
に
注
意
を
払
う
義
務
（
注
意
義
務
d
u
t
y
o
f
 

(15) 

c
a
r
e
)

を
負
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
該
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
責
任
あ
り
と
さ
れ
る
も
の
で
、
客
観
的
な
責
任
で
あ
る
。
大
陸

法
、
特
に
ド
イ
ツ
の
不
法
行
為
責
任
は
こ
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
責
任
の
影
響
を
受
け
て
過
失
の
客
観
化
を
進
め
、
過
失
を
具
体
的
な
行
為

義
務
（
予
見
可
能
性
に
基
づ
く
結
果
回
避
義
務
）
と
い
う
意
味
で
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た

は
、
心
理
的
状
態
で
あ
る

（
客
観
的
過
失
概
念
）
。
ま
た
、

で
過
失
に
あ
た
る
フ
ォ
ー
ト

(faute,

非
行
）
も
学
説
に
お
い
て
客
観
化
が
進
め
ら
れ
、
通
説
で
は

(16) 

と
し
、
義
務
違
反
と
心
理
的
要
素
の
両
方
を
含
む
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
法

こ
の
よ
う
に
過
失
概
念
に
は
「
主
観
的
・
心
理
的
」
で
あ
る
か
「
客
観
的
」
で
あ
る
か
と
い
う
区
別
が
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
別
に
「
抽

象
的
」
「
具
体
的
」
と
い
う
区
別
も
あ
る
。
「
抽
象
的
過
失
」
と
は
、
過
失
の
判
断
に
お
い
て
通
常
人
、

た
も
の
を
観
念
し
そ
れ
を
範
型
と
し
て
行
為
者
の
行
為
を
評
価
す
る

（
い
わ
ゆ
る
「
善
良
な
家
父
の
注
意
diligentia
b
o
n
i
 patris 

(18) 

「
注
意
深
き
家
長
の
注
意
diligentia
diligentis patris 
familias
」)

が
国
際
標
準
主
義
、
「
自
己
の
物
に
お
け
る
と
同
等
の
注
意
」

他
方
で
、
英
米
法
に
お
い
て
は
、

一
般
的
不
法
行
為
で
あ
る
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス

体
的
事
情
を
考
慮
に
入
れ
て
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
（
い
わ
ゆ
る
「
人
が
わ
が
事
に
お
い
て
示
す
勤
勉
diligentia

q
u
a
m
 

in 
suis
」
。
以

下
「
自
己
の
物
に
お
け
る
と
同
等
の
注
意
」
と
訳
す
）
。
定
義
上
、
「
自
己
の
物
に
お
け
る
と
同
等
の
注
意
」
は
加
害
者
の
態
様
に
応
じ
て

(20) 

過
失
の
程
度
が
軽
く
な
る
こ
と
も
重
く
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
な
お
、
国
際
法
に
お
い
て
は

の
程
度
の
注
意

(21) 

の
程
度
の
注
意
が
国
内
標
準
主
義
に
相
当
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。

「
善
良
な
家
父
の
注
意
」

の
に
対
し
、
「
具
体
的
過
失
」
は
、
行
為
者
の
具

一
般
人
ま
た
は
合
理
的
人
間
と
い
っ

「
先
存
す
る
義
務
の
違
反
」
を
中
核

22-2 -131 (香法 2002)



そ
う
い
う
わ
け
で
、
過
失
の
内
容
も
国
、
時
代
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
従
っ
て
「
過
失
」
と
い
っ
て

も
、
ど
の
過
失
概
念
に
基
づ
い
て
議
論
し
て
い
る
の
か
を
押
さ
え
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
明
確
に
す
る
た
め
必
要
に

応
じ
て
「
心
理
的
（
主
観
的
）
」
「
客
観
的
」
「
抽
象
的
」
「
具
体
的
」

ま
た
「
過
失
」
と
は
別
に
「
相
当
の
注
意
」
と
い
う
概
念
も
あ
る
。
こ
れ
も
国
内
法
に
起
源
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
英
米
法
の
ネ
グ
リ

ジ
ェ
ン
ス
責
任
に
お
い
て
、
注
意
の
基
準
を
示
す
語
で
、
通
常
の
注
意
、
す
な
わ
ち
所
与
の
状
況
に
お
い
て
合
理
的
人
間
が
通
常
払
う
注

(22) 

意
を
示
す
用
語
で
あ
る
。

こ
の
概
念
が
国
際
法
に
導
入
さ
れ
た
の
は
A
l
a
b
a
m
a

号
事
件
英
米
仲
裁
裁
判
所
判
決
(
-
八
七
二
年
）

A
l
a
b
a
m
a
号
事
件
は
、
米
国
で
の
南
北
戦
争
に
中
立
を
宣
言
し
て
い
た
英
国
国
内
で
南
軍
向
け
の
軍
艦
が
建
造
さ
れ
出
港
し
、
米
国
に
被

害
を
与
え
た
事
例
で
あ
る
が
、
英
米
両
国
間
で
結
ば
れ
た
付
託
合
意
で
あ
る
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
裁
判
準
則
（
い
わ

ゆ
る
ワ
シ
ン
ト
ン
三
原
則
）

の
語
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
い
。

「
厳
格

(24) 

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
中
立
国
政
府
は
そ
の
領
域
内
に
お
い
て
中
立
義
務
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
防

(25) 

止
す
る
た
め
に
相
当
の
注
意
を
払
う
義
務
が
あ
る
と
さ
れ
、
判
決
は
英
国
政
府
が
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
と
認
定
し
た
。
そ
の
後
相
当
の

(27) 

注
意
が
（
特
に
私
人
に
よ
る
行
為
か
ら
の
）
外
国
人
の
保
護
に
関
す
る
仲
裁
判
例
や
法
典
化
案
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
。
こ
の
相
当
の
注

(28) 

意
に
関
し
て
、
そ
の
程
度
が
「
善
良
な
家
父
の
注
意
」
か
「
自
己
の
物
に
お
け
る
と
同
等
の
注
意
」
か
、
判
例
・
学
説
は
分
か
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
「
過
失
責
任

(fault

responsibility)
」
に
対
置
さ
れ
る
「
客
観
責
任

(
o
b
j
e
c
t
i
v
e

responsibility)
」
に
も
注
釈
が
必
要
で
あ

る
。
こ
れ
は
責
任
の
成
立
の
た
め
に
は
過
失
は
必
要
な
く
義
務
違
反
（
と
行
為
の
国
家
へ
の
帰
属
）
に
よ
り
生
じ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
客
観
責
任
」
は
、
責
任
の
正
当
化
事
由
（
加
害
者
に
そ
の
挙
証
責
任
が
あ
る
）
が
認
め
ら
れ
る
点
で
英
米
法
の

(29) 

責
任

(strict
liability)
」
が
こ
れ
に
近
い
と
さ
れ
、
正
当
化
事
由
を
認
め
な
い
「
絶
対
責
任
（
危
険
責
任
）
」
と
は
異
な
る
責
任
で
あ
る

(30) 

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
客
観
責
任
論
に
お
い
て
も
「
過
失
」
ま
た
は
「
相
当
の
注
意
」
の
役
割
を
認
め
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
そ

四
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国際法上の国家責任における「過失J及び「相当の注意」に関する考察（→ (湯山）

こ
と
と
し
た
い
。

不
可
抗
力
の
立
証
に
よ
り
違
法
性
を
阻
却
さ
れ
る
点
で
、
国
家
責
任
は
「
相
対
的
に
客
観
的
な
責
任
」

の
よ
う
な
要
素
は
義
務
の
内
容
を
構
成
す
る
と
さ
れ
、
あ
く
ま
で
「
義
務
違
反
」
に
付
随
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
客
観
責
任
論

の
一
貰
性
を
維
持
し
て
い
と
い
。
な
お
、
不
可
抗
力
（
義
務
履
行
の
不
可
能
性
）
を
過
失
の
不
存
在
と
い
う
主
観
的
事
由
で
あ
る
と
理
解
し
、

(32) 

で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

本
稿
の
構
成

本
稿
で
は
、
国
家
責
任
の
客
観
的
要
素
た
る
「
義
務
違
反
」
に
付
加
さ
れ
る
要
素
と
し
て
の

四

の
妥
当
範
囲
と
機
能
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
最
終
的
に
国
家
責
任
が
「
過
失
責
任
」

で
あ
る
か
「
客
観
責
任
」

で
あ

第
一
章
で
は
、
国
家
の
よ
う
な
抽
象
的
実
体
ま
た
は
組
織
体
に
心
理
的
過
失
が
妥
当
す
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
の
下
に
主
要
な
学
説

の
内
容
を
分
析
す
る
。
こ
こ
で
過
失
が
妥
当
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
国
際
法
に
お
い
て
過
失
を
語
る
必
要
は
な
く
な
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
こ
で
抽
象
的
実
体
に
心
理
的
過
失
が
妥
当
し
な
い
と
い
う
批
判
に
過
失
責
任
説
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
か
を
検
討
し
た
い
。

第
二
章
で
は
、
、
E
と
し
て
、
国
際
義
務
（
一
次
義
務
）
を
分
類
し
、
義
務
の
内
容
に
応
じ
て

能
す
る
と
い
う
説
を
検
討
し
、
相
当
の
注
意
を
払
う
義
務
の
妥
当
範
囲
と
機
能
を
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

第
三
章
で
は
、
国
家
は
領
域
主
権
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
相
当
の
注
意
を
払
っ
て
領
域
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
領
域

使
用
の
管
理
責
任
」
と
い
う
観
念
が
あ
り
、
こ
の
概
念
を
検
討
し
て
「
相
当
の
注
意
」
の
妥
当
範
囲
と
機
能
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

以
上
の
順
序
に
沿
っ
て
検
討
を
進
め
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
第
四
章
で
は
本
稿
の
間
題
に
対
す
る
一
般
的
な
考
察
を
行
う

る
か
の
問
題
も
考
察
し
た
い
。

「
相
当
の
注
意
」
が
帰
責
事
由
と
し
て
機

「
過
失
」
ま
た
は
「
相
当
の
注
意
」
概
念

22-2 -133 (香法 2002)



(
5
)
 

(
2
)
 

国
際
法
上
心
理
的
概
念
と
し
て
の
「
過
失
」
は
妥
当
せ
ず
、
客
観
的
な
「
相
当
の
注
意
」
が
妥
当
す
る
と
い
っ
た
見
解
や
、
「
相
当
の
注
意
」
も
主
観
的

な
概
念
で
あ
っ
て
「
過
失
」
概
念
と
同
義
で
あ
る
と
い
っ
た
見
解
も
あ
る
。

最
終
的
な
正
式
名
称
は
「
国
際
違
法
行
為
に
対
す
る
国
の
責
任

(Responsibility
o
f
 States 
for 
Internationally 
W
r
o
n
g
f
u
l
 Acts)
」
に
関
す
る
条
文
草

案。

U
N
,
G
A
O
R
,
 5
6
t
h
 
Sess., 
S
u
p
p
.
l
O
(
N
5
6
/
1
0
)
(
2
0
0
1
)
 ｀
 
p.59, 
reprinted 
in 
J. 
C
r
a
w
f
o
r
d
 `
 
T
h
e
 International L
a
w
 C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
'
s
 Articles 
o
f
 State 

Responsibility(2002). 

(
3
)

「
国
家
責
任
」
は
伝
統
的
に
は
外
国
人
の
待
遇
に
関
す
る
国
際
法
規
則
を
意
味
し
た
が
、

I
L
C
の
法
典
化
作
業
の
方
針
転
換
の
影
響
に
よ
り
、
国
家
の

国
際
法
違
反
の
結
果
一
般
へ
と
拡
大
し
て
い
る
（
そ
の
こ
と
自
体
の
妥
当
性
に
も
議
論
が
あ
る
）
。
た
だ
し
、
国
際
法
の
違
反
の
結
果
は
「
責
任
」
（
事
後
の

賠
償
reparation
な
ど
）
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
ま
た
、
国
家
以
外
の
国
際
法
主
体
性
の
承
認
と
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
国
際
組
織
の
責
任
の
ほ
か
、

国
家
以
外
の
主
体
が
責
任
を
負
う
法
現
象
（
個
人
の
国
際
刑
事
責
任
の
発
達
）
、
国
家
以
外
の
主
体
が
国
家
の
責
任
を
追
求
す
る
法
現
象
（
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ

ン
違
反
な
ど
に
関
す
る
私
企
業
に
よ
る
受
入
国
の
責
任
追
及
や
国
際
人
権
条
約
の
履
行
確
保
機
関
に
お
け
る
人
権
侵
害
に
対
す
る
個
人
に
よ
る
責
任
の
追
及

な
ど
）
な
ど
、
「
責
任
」
の
あ
り
方
は
多
様
化
し
て
い
る
。
「
国
際
責
任

(international
responsibility)
」
と
い
う
場
合
、
従
来
型
の
国
家
対
国
家
の
責
任

を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
国
際
法
違
反
に
よ
る
責
任
全
般
を
意
味
す
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
少
な
く
と
も
責
任
主
体
が
国
家
の
場
合
に
限
定
す

る
と
い
う
意
味
で
「
国
家
責
任
」
の
名
称
を
用
い
る
。
な
お
、
「
国
家
責
任
」
に
対
す
る
最
近
の
原
理
的
な
検
討
・
批
判
と
し
て
、
兼
原
敦
子
「
法
実
証
主

義
の
国
家
責
任
法
論
の
基
本
原
理
再
考
」
立
教
法
学
五
九
号
（
二
0
0
-
）
一
五
九
頁
、
小
畑
郁
「
国
際
責
任
論
に
お
け
る
規
範
主
義
と
国
家
間
処
理
モ
デ

ル
」
国
際
法
外
交
雑
誌
一

0

一
巻
一
号
（
二
0

0
二
）
一
六
頁
。

(
4
)

学
説
の
整
理
及
び
過
失
責
任
論
・
客
観
責
任
論
の
論
者
の
主
要
な
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、

U
.N. 
Secretariat, 
"
F
o
r
c
e
 m
a
j
e
u
r
e
"
 a
n
d
 "fortuitous event" 

as 
circumstances precluding wrongfulness: 
survey o
f
 State 
practice, 
international judicial 
decisions 
a
n
d
 doctrine, 
/
L
C
 Y
e
a
r
b
o
o
k
,
 
1978, 
vol.2, 

p
目
I,
p.188, 
para.488; 
R. 
Pisillo ,
M
e
 zeschi, 
T
h
e
 D
u
e
 Diligence 
R
u
l
e
 a
n
d
 the 
N
a
t
u
r
e
 
o
f
 the 
International 
Responsibility 
o
f
 States, 
G
Y
I
L
,
 

vol.35(1992), 
p.9. 

ま
た
、
以
下
を
参
照
、
田
畑
茂
二
郎
「
国
際
責
任
に
お
け
る
過
失
の
問
題
」
「
横
田
先
生
還
暦
祝
賀
・
現
代
国
際
法
の
課
題
」
(
-
九

五
八
）
三
四
七
頁
、
波
多
野
里
望
「
現
代
国
際
法
に
お
け
る
過
失
の
本
質
」
（
三
・
完
）
国
際
法
外
交
雑
誌
五
九
巻
―
二
号
一
頁
(
-
九
六
0
)

六
号
二
六
頁
・
六
0
巻
一
号
七
一
頁
(
-
九
六
一
）
。

U
.
N
.
 
Secretariat, 
op.cit., 
p.199, 
para.507. 
な
お
、

と
し
て

P.
D
e
 Sena, C
o
n
d
o
t
t
a
 di 
singoli organi e
 condotta dell'apparato statale 
in t
e
m
a
 di 
colpa nell'illecito intemazionale, R
D
I
,
 vol.71(1988), 

p.536. 

(
l
)
 

こ
の
客
観
的
過
失
概
念
に
英
米
法
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス

(

-

）

 

（二）

(negligence)

概
念
の
影
響
を
見
る
も
の

四
四

22-2 -134 （香法 2002)
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縄
は

0
;
 ャ
サ
'

-
A. Gattini, L

a
 notion de faute a

 la 
lum1ere d

u
 projet de convention 

de la 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 d
u
 Droit International sur la 

responsab1hte mtemationale, EJIL, vol.3(1992), p.257 ;
 -1: 如

墓
・
淀
翠
縄
以

1110
ギ

ご

（臼）
Gattini, op.cit., 

pp.280-281. 

（臼）
妥
圏
要
「
正
藝
迅
は
案

:!:'r-0
回
｛
州
如
縄
」

(
I
-
R
i
l
l
<
)
1(1(

賦
”
王
豆
.

~ 忌
翠
縄
紹
涎
唸
盆
・
浣
蕊
認
唇
や
く
＇
ヨ
埓
菱

I
I
『
回
経
サ
塁
母

:!:'r-0
逆
進

転
出
叫
紺
J

(I 
-
R
<
I
 I)

判
ii
寓
＇
崇
函
溢
出
「
回
配
認

tt:
霜
転
出
は
母
亡
心
嘲

tt<~
縣
器
」
回
経
迅
苓
忍
町
年
」
（
姻
（
口
如

(
1
-
R
-
R
<
)

I
~

-

｛
拍
盤
.

~ 碑
縄
以
ぐ
勾

~~r-0
゜

(~
) 
忌
辺
ざ

Zannas
士
記
唸
置
認
脳
料
和
心

J心
如
圧
蔚
炉
咋
,
.
~

菜
竺

I'If'¥
,

¥
疇

訃
←

ー
土

盛
俎

や
埒

心
0P.A. Zannas, L

a
 responsabilite 
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回
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二
五
0
頁。

i
n
t
e
m
a
t
i
o
n
a
l
e
 d
e
s
£
t
a
t
s
 p
o
u
r
 les actes d

e
 n
e
g
l
i
g
e
n
c
e
(
l
 952), p.47. 

(15)

望
月
礼
二
郎
「
英
米
法
（
改
訂
第
二
版
）
』
一
四
三
頁
。

(
1
6
)平
井
宜
雄
「
損
害
賠
償
法
の
理
論
』
(
-
九
七
一
）
三
二
四
頁
、
同
「
責
任
の
沿
革
的
・
比
較
法
的
考
察
ー
~
不
法
行
為
責
任
を
中
心
と
し
て
」
『
基
本

法
学
5

責
任
』
(
-
九
八
四
）
三
頁
、
潮
見
佳
男
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
過
失
責
任
原
則
の
変
遷
」
『
民
事
過
失
の
帰
責
構
造
』
(
-
九
九
五
）
―
―
一
頁
、

向
田
正
巳
「
過
失
責
任
に
お
け
る
有
責
性
原
理
」
一
橋
研
究
二
三
巻
―
一
号
(
-
九
九
八
）
一
頁
。

(17)

ゲ
オ
ル
ク
・
ク
リ
ン
ゲ
ン
ベ
ル
ク
（
瀧
澤
訳
）
「
ロ
ー
マ
債
権
法
講
義
』
(
―
I
O
O
 I) 
(G. K
l
i
n
g
e
n
b
e
r
g
,
 O
b
l
i
g
a
t
i
o
n
e
n
r
e
c
h
t
(
1
9
8
7
)
)

九
一
頁
。
「
主
観

的
／
客
観
的
」
の
区
別
と
「
抽
象
的
／
具
体
的
」
の
区
別
は
文
献
に
よ
っ
て
は
逆
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
分
析
の
た
め
便
宜
的
に
こ
の
よ
う
な
用

語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

一
般
的
に
は
客
観
的
過
失
の
存
在
を
証
明
す
る
よ
り
も
主
観
的
過
失
の
存
在
を
立
証
す
る
方
が
原
告
の
負
担
が
重
く
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
前
述
の
c
u
l
p
a

も
、
「
善
良
な
家
父
の
注
意
」
及
び
「
予
見
可
能
性
」
を
標
準
に
判
断
し
て
い
た
の
で
、
一
般
に
理
解
さ
れ
る
ほ
ど
具
体
的
・
主
観
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と

に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
他
方
で
、
現
在
の
客
観
化
さ
れ
た
過
失
概
念
も
行
為
義
務
に
還
元
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
行
為
者
の
具
体
的
事
情
を
考
慮
す

る
点
で
主
観
的
な
面
を
残
し
て
い
る
。

(18) 
c
u
l
p
a
の
内
容
と
し
て
古
典
期
に
成
立
し
た
概
念
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
善
管
注
意
義
務
で
あ
る
。

(19)

日
本
の
民
法
で
は
「
自
己
ノ
財
産
二
於
ケ
ル
ト
同
一
ノ
注
意
」
（
六
九
五
条
）
、
「
自
己
の
た
め
に
す
る
と
同
一
の
注
意
」
（
八
―
一
七
条
）
、
「
そ
の
固
有
財

産
に
お
け
る
と
同
一
の
注
意
」
（
九
四
四
条
）
と
し
て
参
照
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

(20)

ク
リ
ン
ゲ
ン
ベ
ル
ク
・
前
掲
書
九
一
頁
。

(21)

著
名
な
例
が
一
九
三
0
年
の
国
際
連
盟
ハ
ー
グ
法
典
化
会
議
で
の
国
家
責
任
に
関
す
る
条
約
案
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。
準
備
委
員
会
が
一
九
―
一
九
年

に
提
出
し
た
議
論
の
基
礎
第
一
七
及
び
第
一
八
は
私
人
の
行
為
に
よ
る
外
国
人
の
保
護
に
つ
い
て
「
文
明
国
か
ら
期
待
し
う
る
…
…
注
意
」
を
払
わ
な
か
っ

た
場
合
に
責
任
を
負
う
と
し
た
が
、
国
内
標
準
を
主
張
す
る
途
上
国
の
反
対
が
強
く
、
英
米
仏
な
ど
の
「
防
止
、
救
済
、
処
罰
の
た
め
状
況
に
お
い
て
合
理

的
に
期
待
さ
れ
う
る
措
置
」
を
と
ら
な
か
っ
た
な
ら
責
任
を
負
う
と
い
う
修
正
案
を
さ
ら
に
修
正
し
た
「
防
止
、
除
去
、
処
罰
の
た
め
状
況
に
お
い
て
通
常

と
る
べ
き
措
置
」
が
可
決
さ
れ
た
も
の
の
、
全
体
と
し
て
の
条
約
が
成
立
し
な
か
っ
た
。
松
原
一
雄
「
国
際
法
典
編
纂
会
議
に
於
け
る
国
家
責
任
問
題
」
国

際
法
外
交
雑
誌
三
0
巻
二
号
(
-
九
一
―
1
0
)

(22) 
d
u
e
 c
農
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
care
ま
た
は
o
r
d
i
n
a
r
y
care
と
も
い
う
。

B
l
a
c
k
'
s

law D
i
c
t
i
o
n
a
r
y
,
 
6th ed.(1990), 
p.457. な
お
、
国
際
法
上
の
相
当
の
注
意
概

念
に
関
し
て
、
小
畑
郁
「
国
際
責
任
の
法
制
度
に
お
け
る
「
相
当
な
注
意
」
概
念
の
再
検
討
」
桐
山
・
杉
島
・
船
尾
編
「
石
本
泰
雄
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
・

四
六

22-2-136 （香法 2002)



国際法上の国家責任における 「過失」及び「相当の注意」に関する考察（—→ （湯山）

(31) 

(32) 

(
2
3
)
M
C
 ore, 
op.cit.

，

vol. I, 
p
p
.
6
5
3
 ,
 
6
5
9
.
 

(24) 
H. B
l
o
m
e
y
e
r
 ,
 
Bartenstein, D
u
e
 Diligence, in 
E
n
c
y
c
l
o
p
e
d
i
a
 o
f
 P
u
b
l
i
c
 International L
a
w
,
 v
o
l
.
1
0
(
1
9
8
7
)
,
 p.138. 

(25)

中
立
国
政
府
は
、
「
そ
の
管
轄
内
に
お
い
て
、
平
和
的
関
係
に
あ
る
国
家
に
巡
洋
し
ま
た
は
戦
争
を
実
行
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
信
じ
る
合
理
的

理
由
を
有
す
る
い
か
な
る
船
舶
の
艤
装
、
武
装
ま
た
は
装
備
を
防
止
す
る
た
め
相
当
の
注
意
を
用
い
る
こ
と
、
及
び
管
轄
内
に
お
い
て
、
全
体
ま
た
は
一
部

に
お
い
て
特
別
に
適
合
さ
れ
、
ヒ
述
し
た
巡
洋
し
ま
た
は
戦
争
を
実
行
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
い
か
な
る
船
舶
の
そ
の
管
轄
か
ら
の
出
港
を
防
止
す
る
た
め

同
様
の
注
意
を
用
い
る
こ
と
」
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
（
第

1

原
則
）
。
さ
ら
に
、
「
自
身
の
港
ま
た
は
領
海
に
お
い
て
及
び
そ
の
管
轄
内
に
あ
る
す
べ
て
の
者

に
関
し
て
、
前
述
す
る
義
務
の
い
か
な
る
違
反
も
防
止
す
る
た
め
相
当
の
注
意
を
払
う
こ
と
」
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
（
第
：
・
-
原
則
）
0
 

M
o
o
r
e
,
 op.l ,il.，
5
-
.
l
.
 

p
.
5
5
0
.
 
な
お
英
国
政
府
は
こ
れ
ら
の
原
則
が
実
定
国
際
法
規
則
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
た
。

(26)

「
相
当
の
注
意
」
の
用
語
が
用
い
ら
れ
た
―

1
0
世
紀
初
頭
の
判
例
（
い
ず
れ
も
反
乱
・
革
命
に
よ
る
損
害
の
事
例
で
あ
る
）
と
し
て
、

A
r
o
a
鉱
山
事
件
英

国
・
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
混
合
請
求
委
員
会
判
決
、

R
I
A
A
,
vol.9, 
p.441; 
S
a
m
b
i
a
g
g
i
o
 tJ:+, 件
イ
タ
リ
ア
・
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
混
合
請
求
委
員
会
判
決
、

ibid.
,
 vol.10, 

p
.
5
2
4
.
 

(
2
7
)
-
J
L
-
-
J
L
年
の
ハ
ー
ハ
ー
ド
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
「
外
国
人
の
被
害
に
対
す
る
国
家
の
国
際
責
任
に
関
す
る
条
約
案
」
一

0
条
で
は
、
「
国
家
は
、
外
国

人
に
対
す
る
被
害
が
、
当
該
被
害
を
防
止
す
る
た
め
相
甘
の
注
意
を
払
う
こ
と
の
欠
如
か
ら
牛
じ
た
場
合
に
、
国
内
的
救
済
が
当
該
欠
如
に
対
す
る
適
切
な

救
済
な
し
に
尽
く
さ
れ
た
場
合
責
任
を
負
う
」
と
規
定
す
る
。

A
J
I
L
,
v
o
l
.
2
3
(
1
9
2
9
)
,
 s
u
p
p
l
e
m
e
n
t
,
 p.187. 

(28) 
A
l
a
b
a
m
a
号
事
件
で
の
清
事
国
及
び
裁
判
所
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
山
本
・
前
掲
書
一

1

一
頁
。
＞
他
方
で
、
明
示
的
に
「
自
己
の
物
に
お
け
る
と
同
等
の

注
意
」
に
言
及
す
る
例
と
し
て
「
ス
ペ
イ
ン
領
モ
ロ
ソ
コ
に
お
け
る
英
囚
人
財
産
事
件
」
仲
裁
判
決
（
：
几
一
五
）
、

R
I
A
A
,
vol.2, 
p
.
6
3
9
.
 

(29)

望
月
・
前
掲
書
二
五
0
頁
参
照
。

(30) 
B
r
o
w
n
l
i
e
は
．
」
加
の
責
任

(
p
r
i
m
a
f
a
c
i
e
 
responsibility)

と
呼
ん
で
い
る
。

B
r
o
w
n
l
i
e
,
op.cit ；
 p.44. 
英
米
法
に
お
け
る
契
約
責
任
も
「
厳
格
な
」
責

任
で
あ
る
が
、
「
絶
対
責
任
」
「
危
険
責
仔
」
で
あ
れ
、
お
よ
そ
国
内
法
L
の
責
任
に
お
い
て
不
可
抗
力
な
ど
免
責
事
由
の
認
め
ら
れ
な
い
責
任
は
ま
れ
で
あ

る
。
「
客
観
責
任
」
と
「
危
険
責
任
」
の
差
異
は
責
任
の
趣
旨
（
義
務
違
反
の
み
を
要
素
と
す
る
責
任
か
危
険
に
対
す
る
保
障
責
任
か
）

わ
れ
る
。

一
章
の

Anzilotti
の
見
解
。

C
o
n
f
o
r
t
i
は
英
米
法
の
厳
格
責
任
や
イ
タ
リ
ア
法
の
契
約
責
任
も
同
様
に
「
相
対
的
に
客
観
的
な
責
任
」

転
換
期
国
際
法
の
構
追
と
機
能
』

(: 
:oool
五
五
頁
。

四
七

で
あ
る
と
い
う
。

B
.Conforti• 

Diritto 

に
あ
る
よ
う
に
思

22-2 -137 (香法 2002)



言
m
a
z
i
o
n
a
l
e
,
4
t
h
 rev. 
ed.(1995), 
p
.
3
4
5
 ,
 
3
4
8
;
 

De S
e
n
a
,
 
op.cit., 
p
.
5
2
5
.
 
{:;!, 
お
、
不
ー
可
抗
力
が
主
卸
呼
的
な
概
今
心
か
客
罪
t

的
な
概
念
か
は
や
は
り
過
失
責

任
論
者
と
客
観
責
任
論
者
で
異
な
る
。
U
•N. Secretariat, 0
 ,p.cit ;
 p
.
2
0
1
,
 p
a
r
a
.
5
1
2
.
 

国
際
法
上
の
「
国
家
」
と
「
過
失
」

こ
の
章
で
は
、
自
然
人
に
特
有
の
心
理
的
過
失
が
抽
象
的
実
体
・
組
織
体
で
あ
る
国
際
法
上
の
国
家
に
妥
当
す
る
の
か
否
か
と
い
う
観

点
か
ら
学
説
を
概
観
す
る
。

Grotius
に
始
ま
る
伝
統
的
な
過
失
責
任
論
に
対
し
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
批
判
を
加
え
た
の
が
客
観
責

任
論
の
立
場
に
立
つ

Anzilotti
で
あ
る
。
こ
の

Anzilotti
の
批
判
を
克
服
す
べ
く
、
過
失
責
任
主
義
の
立
場
か
ら
様
々
な
反
論
が
な
さ

れ
た
。
第
一
は
国
家
の
機
関
と
し
て
行
動
す
る
個
人
の
過
失
を
も
っ
て
国
家
の
過
失
で
あ
る
と
す
る
A
g
o
の
見
解
で
あ
る
。
第
二
は
過

失
概
念
を
客
観
的
な
も
の
と
観
念
す
る
こ
と
で
抽
象
的
実
体
へ
の
過
失
概
念
適
用
の
問
題
を
回
避
し
よ
う
と
す
る

Sperduti
ら
の
見
解
、

第
三
は
国
家
を
「
擬
人
化
」
す
る
こ
と
で
心
理
的
過
失
を
妥
当
さ
せ
よ
う
と
す
る

A
r
a
n
g
i
o
,
 
R
u
i
z
ら
の
見
解
で
あ
る
。

伝
統
的
な
過
失
責
任
論

国
際
法
の
父
Grotius
は
、
国
際
法
上
の
責
任
に
ロ
ー
マ
法
の
過
失
責
任
の
原
則
を
導
入
し
た
だ
け
で
な
く
、
近
代
私
法
体
系
に
お
い

(
2
)
 

て
過
失
責
任
主
義
を
確
立
し
た
学
者
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
命
題
は
「
過
失

(culpa)

は
損
害
賠
償
の
義
務
を
生
じ
る
」
と
い
う
言

葉
で
表
さ
れ
る
。
「
不
法
行
為
と
は
、
作
為
で
あ
る
と
不
作
為
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
人
間
が
一
般
に
ま
た
は
特
別
の
性
質
の
理
性
に
従
っ

て
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
矛
盾
す
る
あ
ら
ゆ
る
過
失
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
過
失
か
ら
も
し
損
害
が
生
じ
た
場
合
は
、
自

第
一
章

四
八

22-2-138 (香法 2002)



国際法上の国家責任における「過失J及び「相‘りの注意」に関する考察(:.,(湯IlJ) 

然
法
上
賠
償
す
べ
き
義
務
が
生
じ
る
」
。
不
法
行
為
は
過
失
に
よ
っ
て
法
的
義
務
に
反
す
る
こ
と
で
あ
り
、
本
人
の
過
失
な
し
に
そ
の
所

有
す
る
動
物
、
船
舶
、
使
用
人
の
行
為
に
責
任
を
負
う
の
は
国
家
法
に
お
い
て
特
別
の
理
由
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
自
然
法

及
び
諸
国
民
の
法
の
原
則
で
は
な
い
と
言
明
す
る
。

の
責
任
に
つ
い
て
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
官
吏
の
行
為
に
つ
い
て
、
「
国
王
及
び
統
治
者
は
そ
の
陸
兵
ま

た
は
水
兵
が
命
令
に
反
し
て
友
を
害
し
て
も
責
任
を
負
わ
な
い
。
自
己
の
過
失
な
し
に
そ
の
使
用
人
の
行
為
に
対
し
て
責
任
を
負
う
の

(
6
)
 

は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
が
解
決
さ
れ
る
諸
国
民
の
法
で
は
な
く
、
国
家
法
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
官
吏
の
行

為
に
つ
い
て
主
権
者
が
他
の
主
権
者
に
対
し
て
責
任
を
負
う
た
め
に
は
心
理
的
過
失
の
存
在
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
臣
下
の
行
為
を
防

止
ま
た
は
処
罰
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
な
る
。

ま
た
、
私
人
の
行
為
に
つ
い
て
は
著
名
な
「
加
担
理
論
」
を
主
張
す
る
。
「
国
家
共
同
体
は
、
他
の
い
か
な
る
共
同
体
と
同
様
に
、
自

ら
の
作
為
ま
た
は
不
注
意
な
し
に
個
人
の
行
為
に
責
任
を
負
わ
な
い
」

四
九

の
で
あ
る
が
、
「
共
同
体
ま
た
は
そ
の
支
配
者
は
、
そ
の
臣
民
の

犯
罪
を
知
っ
て
い
て
、
並
び
に
そ
れ
を
防
止
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
及
び
防
止
す
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
防
止
し
な
い
な
ら

ば
当
該
犯
罪
に
責
任
を
負
う
」
と
い
う
。
支
配
者
は
特
に
「
容
認

(patientia)
」
と
「
庇
護

(
r
e
c
e
p
t
u
s
)
」
に
よ
っ
て
私
人
の
犯
罪
に
加

こ
の
原
則
は
国
家
（
君
主
）

つ
ま
り
、
君
主
は
私
人
の
行
為
に
直
接
に
責
任
を
負
わ
な
い
が
、
防
止
及
び
処

担
（
共
謀
）
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
patientia
と
は
、
犯
罪
を
知
り
防
止
が
可
能
で
あ
る
の
に
防
止
し
な
か
っ
た
場
合
で
あ
り
、
r
e
c
e
p
t
u
s

と
は
、
支
配
者
が
犯
罪
人
を
処
罰
し
な
い
場
合
で
あ
る
。

罰
を
怠
る
こ
と
で
私
人
の
行
為
へ
の
加
担
と
な
る
よ
う
な
心
理
的
過
失
を
有
す
る
場
合
に
責
任
あ
り
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

G
r
o
t
i
u
s
は
ロ
ー
マ
法
の
過
失
責
任
原
則
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
彼
の
考
え
た
自
然
秩
序
に
合
致
す
る
限
り
で
採
用
さ
れ
て
い

(9) 

る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る

C

そ
れ
は
、
啓
蒙
期
自
然
法
の
、
自
由
で
理
性
を
持
っ
た
主
体
の
意
思
の
自
由
を
保
障
す
る
考
え
方
で

(10) 

あ
る
。
人
は
理
性
に
従
っ
て
自
由
に
意
思
を
発
現
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
よ
う
な
意
思
の
発
現
と
し
て
の
行
為
ま
た
は
意
思
に
瑕
疵
あ
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る
行
為
に
限
り
責
任
を
負
う
と
い
う
個
人
主
義
思
想
が
過
失
責
任
原
則
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え

方
を
貫
徹
さ
せ
た
た
め
に
、
官
吏
や
私
人
の
行
為
に
対
す
る
責
任
に
つ
い
て
も
、
使
用
者
責
任
の
よ
う
な
「
他
人
の
所
為
に
よ
る
責
任
」

ま
た
は
代
位
責
任
で
は
な
く
、
君
主
の
自
己
責
任
と
い
う
構
成
が
採
用
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

G
r
o
t
i
u
s
の
時
代
は
抽
象
的
な
法
人
と
し
て
の
国
家
が
法
理
論
に
登
場
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
で
あ
り
、
君
主
の
人
格
を
前

(12) 

提
と
し
て
議
論
す
る
以
上
そ
の
国
家
責
任
論
は
当
然
過
失
責
任
主
義
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

G
r
o
t
i
u
s
の
伝
統
的
な
過
失
責
任
論
は
現
代

(13) 

の
複
雑
化
し
た
国
際
法
主
体
に
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
る
根
拠
を
失
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
よ
う
な
G
r
o
t
i
u
s
の
過
失
責
任
論
、
特
に
そ
の
加
担
が
な
い
限
り
国
家
は
私
人
の
行
為
に
責
任
を
負
わ
な
い
と
す

(14) 

る
理
論
は
後
代
の
国
際
法
学
者
に
も
継
承
さ
れ
た
。
例
え
ば
、

Vattel
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
市
民
の
違
法
な
行
為
を
国
家
ま
た

は
主
権
者
に
帰
す
の
は
不
当
で
あ
る
が
、
国
家
が
当
該
行
為
を
支
持
ま
た
は
承
認
す
る
な
ら
ば
当
該
国
家
を
真
の
加
害
者
と
み
な
す
こ
と

が
で
き
る
。
主
権
者
は
、
そ
の
国
民
が
他
国
の
国
民
を
害
す
る
こ
と
を
許
容
す
べ
き
で
は
な
く
、
可
能
な
場
合
に
は
加
害
者
に
そ
の
損
害

を
賠
償
さ
せ
、
加
害
者
を
処
罰
し
、
事
例
の
性
質
及
び
状
況
に
よ
っ
て
は
被
害
国
が
処
罰
で
き
る
よ
う
引
渡
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、

(15) 

当
該
王
権
者
が
こ
れ
ら
を
拒
否
す
る
な
ら
ば
、
加
担
し
た
こ
と
に
な
り
責
任
を
負
う
と
い
う
。

客
観
責
任
論

伝
統
的
な
過
失
責
任
論
を
批
判
し
た
最
初
の
論
者
は
Triepel
で
あ
る
。

Triepel
は
、
伝
統
的
学
説
、
特
に
receptus
に
お
け
る
加
担

理
論
を
批
判
し
て
、
国
家
が
私
人
を
処
罰
し
な
い
こ
と
は
加
担
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
処
罰
の
欠
如
は
国
家
の

許
容
を
意
味
し
な
い
こ
と
、
第
二
に
個
人
は
国
際
法
秩
序
の
下
に
は
な
い
の
で
国
際
法
違
反
を
な
し
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
国
家
は
自
ら

の
行
為
に
責
任
を
負
う
の
で
あ
っ
て
、
処
罰
の
欠
如
が
違
法
と
な
る
の
は
そ
の
よ
う
に
義
務
づ
け
る
国
際
法
（
領
域
内
に
お
い
て
外
国
に

五
〇
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国際法上の国家責任における「過失」及び「相当の注意」に関する考察H(湯 LlJ)

対
す
る
犯
罪
行
為
を
処
罰
す
る
義
務
）
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

Triepel
は
国
家
の
負
う
責
任
に
は
二
つ
の
様
態
が
あ
る
と
い
う
。
第
一

は
、
私
人
の
加
害
行
為
を
防
止
で
き
た
の
に
し
な
か
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
国
家
に
帰
し
う
る
不
作
為
の
過
失
（
ワ
シ
ン
ト
ン
三
原
則
に

い
う
相
当
の
注
意
の
欠
如
）

に
よ
り
賠
償
を
付
与
す
る
責
任
で
あ
る
。
第
一
一
は
、
サ
テ
ィ
ス
フ
ァ
ク
シ
ョ
ン

も
の
で
あ
り
、
領
域
主
権
の
帰
結
と
し
て
、
外
国
が
保
護
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
領
域
国
内
に
お
い
て
侵
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
当
該
外

国
の
感
情
の
慰
撫
を
理
由
と
し
て
課
せ
ら
れ
る
責
任
で
あ
る
。
こ
の
責
任
は
国
家
の
過
失
に
関
係
の
な
い
純
粋
に
客
観
的
な
責
任
で
あ
る

と
い
う
。

Triepel
の
理
論
は
、
個
人
は
国
際
法
に
違
反
し
え
な
い
こ
と
、
及
び
国
家
は
自
ら
の
行
為
に
の
み
責
任
を
負
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

処
罰
義
務
違
反
の
場
合
に
の
み
で
あ
る
が
過
失
の
介
在
を
否
定
す
る
よ
り
客
観
的
な
責
任
の
理
論
を
構
築
し
た
と
こ
ろ
に
独
自
性
が
あ

る
。
し
か
し
、
処
罰
義
務
違
反
に
よ
る
責
任
も
実
質
的
に
個
人
の
行
為
か
ら
責
任
が
生
じ
て
い
る
と
し
て
批
判
さ
れ
、
防
止
義
務
の
違
反

か
ら
処
罰
の
義
務
が
生
じ
る
と
い
う
観
念
も
後
の
学
説
で
は
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
。

次
に
、
客
観
責
任
主
義
を
明
確
に
打
ち
出
し
後
の
学
説
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
Anzilotti
の
見
解
を
み
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

Anzilotti
は
、
責
任
は
客
観
的
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
ま
ず
、
責
任
の
本
質
は
国
家
の
同
意
し
た
義
務
の
不
履
行
で
あ
る
と
述
べ
、

(19) 

で
あ
る
と
定
義
す
る
。

責
任
と
は
義
務
の
不
履
行
に
よ
っ
て
発
生
す
る
新
た
な
法
的
関
係
（
賠
償
の
義
務
）

と
定
義
さ
れ
る
帰
属

(imputabilite;
imputabilita) 

Anzilotti
は
、
責
任
の
要
素
を
他
国
の
権
利
侵
害
す
な
わ
ち
国
際
法
規
範
に
反
す
る
行
為
、
及
び
違
反
と
国
家
の
行
為
と
の
因
果
関
係

の
二
つ
で
あ
る
と
し
た
。
帰
属
に
関
し
て
彼
は
Jellinek
や
Triepel
の
理
論
を
援

用
し
て
、
国
家
の
み
が
国
際
法
規
範
の
名
宛
人
で
あ
り
国
家
の
み
が
責
任
を
負
う
と
述
べ
、

G
r
o
t
i
u
s
の
加
担
理
論
や
Anzilotti
以
前
の

通
説
に
お
け
る
「
国
家
の
間
接
責
任
」

付
与
す
る
義
務
（
犯
罪
者
の
処
罰
の
義
務
）

五

(
G
e
n
u
g
t
u
n
g
,
 

の
違
反
か
ら
生
じ
る
責
任
で
あ
る
。
後
者
の
責
任
は
、
前
者
の
責
任
か
ら
生
じ
る
二
次
的
な

の
よ
う
な
、
個
人
の
行
為
が
国
際
法
違
反
と
な
る
こ
と
を
認
め
る
学
説
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
、

満
足
）
を
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違
反
と
な
る
具
体
的
行
為
が
個
人
や
公
務
員
の
行
為
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
国
家
の
行
為
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
国
家
に
結
合
さ
れ
る
関

(20) 

係
の
有
無
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

Anzilotti
は
そ
こ
で
、
帰
属
の
要
素
に
国
家
の
故
意

(dol;
dolo) 

・
過
失

(faute;
colpa)

が
含
ま
れ
る
か
と
い
う
問
題
を
検
討
す

る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
の
活
動
と
国
際
法
違
反
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
れ
ば
十
分
な
の
か
、
そ
れ
と
も
違
法
行
為
が
直
接
ま
た
は
間
接

に
国
家
に
よ
っ
て
意
思
さ
れ
た
こ
と
が
必
要
な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

Anzilotti
は
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
受
け
た
過
失
責
任
主
義
が

(21) 

通
説
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
が
、
そ
れ
は
否
定
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

こ
こ
で
特
徴
的
な
の
は
、

Anzilotti
は
「
過
失
」
を
国
家
の
意
思
で
は
な
く
個
人
の
意
思
と
解
す
る
点
で
あ
る
。
故
意
過
失
と
は
自
然

(22) 

人
の
心
理
的
態
度
・
精
神
状
態

(
a
n
i
m
u
s
)

と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
、
国
家
は
そ
の
よ
う
な
故
意
過
失
を
持
た
な
い
と
い
う
。
「
そ
の

語
の
心
理
的
意
味
に
お
い
て
、
国
家
の
固
有
の
意
思
は
存
在
し
な
い
。
集
団
の
目
的
の
実
現
を
め
ざ
す
個
人
の
意
思
が
存
在
す
る
の
み
で

あ
る
。
そ
れ
は
国
家
の
法
的
組
織
を
通
し
て
そ
の
意
思
を
代
表
す
る
意
思
で
あ
る
。
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
、
国
際
法
に
反
す
る
行

為
が
国
家
に
帰
属
す
る
た
め
に
、
当
該
行
為
が
…
…
〔
国
家
の
〕
意
思
を
形
成
ま
た
は
表
明
す
る
権
限
を
有
す
る
個
人
の
故
意
ま
た
は
過

(23) 

失
か
ら
生
じ
る
か
ど
う
か
を
探
求
す
る
こ
と
に
な
る
」
。

そ
こ
で
Anzilotti
は
、
違
法
行
為
の
帰
属
の
た
め
に
そ
れ
が
国
家
の
機
関
た
る
個
人
（
官
吏
）

の
過
失
の
結
果
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
を
検
討
す
る
。
「
個
人
の
意
思
及
び
行
動
は
、
意
思
を
表
明
し
行
動
を
発
現
す
る
権
能
を
個
人
に
付
与
す
る
、
共
同
体
に
妥
当
す
る

(24) 

法
に
よ
っ
て
国
家
の
意
思
及
び
行
動
と
な
る
」
。
つ
ま
り
、
国
家
は
国
内
法
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
法
人
で
あ
り
、
国
家
へ
の
帰
属
は
、

(25) 

公
務
員
を
組
織
し
そ
の
権
限
を
決
定
す
る
当
該
国
家
の
国
内
法
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
彼
が
検
討
す
る
の
は
、
著
名
な
設
例
で
あ
る
が
、
国
家
の
機
関
た
る
個
人
の
行
為
が
国
内
法
に
も
国
際
法
に
も
違
反
す
る
場
合
、

(26) 

及
び
国
内
法
に
合
致
す
る
が
国
際
法
に
は
違
反
す
る
場
合
で
あ
る
。
第
一
の
場
合
、
す
な
わ
ち
公
務
員
が
国
内
法
の
命
令
に
違
反
し
ま
た

五
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国際法上の国家責任における「過失」及び「相当の注意」に関する考察H(湯山）

最
後
に
彼
は
、

は
国
内
法
上
の
権
限
を
逸
脱
し
つ
つ
同
時
に
国
際
法
に
も
違
反
し
た
場
合
、
そ
の
行
為
は
国
内
法
に
反
す
る
の
で
あ
る
か
ら
国
家
に
帰
屈

し
な
い
。
そ
れ
は
私
人
の
行
為
に
過
ぎ
な
い
。

五

ゆ
え
に
、
当
該
公
務
員
の
過
失
は
そ
の
行
為
を
国
家
の
行
為
と
み
な
さ
せ
な
い
と
い
う
結

し
か
し
、
実
定
国
際
法
は
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
国
家
に
国
際
責
任
を
負
わ
せ
て
い
る
。
外
国
は
公
務
員
の
行
為
が
権
限
踏
越
で
あ
る

か
否
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
国
家
が
当
該
行
為
を
国
内
法
が
命
じ
て
い
な
い
こ
と
ま
た
は
授
権
し
て
い
な
い
こ
と
を
主
張
し

て
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
国
際
法
の
実
現
が
確
保
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
国
際
法
は
国
家
の
活
動
範
囲
か
ら

(27) 

生
じ
た
不
正
な
被
害
に
保
障
す
る
よ
う
に
義
務
づ
け
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
場
合
の
責
任
は
客
観
的
で
あ
る
と
い
う
。

第
二
の
場
合
、
す
な
わ
ち
公
務
員
が
国
内
法
に
合
致
し
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
行
為
す
る
が
国
際
法
に
は
違
反
す
る
場
合
、
当
該
公
務

員
は
国
内
法
を
遵
守
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
て
そ
の
義
務
を
履
行
し
た
の
で
あ
る
か
ら
過
失
は
存
在
し
な
い
と
い
う
。
こ
の
場
合
、
上
位

機
関
（
国
際
法
違
反
を
許
容
ま
た
は
命
令
し
た
立
法
者
ま
た
は
憲
法
制
定
者
）

の
過
失
が
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
よ
う

な
探
求
は
困
難
か
つ
不
可
能
で
あ
り
、
立
法
や
国
内
組
織
の
瑕
疵
は
予
見
や
注
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
じ
う
る
か
ら
違
法
行
為
の
発
生
に

無
関
係
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
国
際
義
務
の
履
行
を
確
保
す
る
国
内
組
織
を
持
た
な
い
こ
と
の
過
失
、
「
そ
れ
自
体
に
内
在
す
る
過
失
(
c
u
l
p
a

q
u
i
 
inest 
in 
re 
ipsa)
」
と
い
う
概
念
を
立
て
た
と
し
て
も
事
実
に
合
わ
な
い
抽
象
的
概
念
で
し
か
な
い
。
ゆ
え
に
こ
の
場
合
の
責
任
は

(28) 

客
観
的
で
あ
る
と
い
う
。

一
定
の
国
際
義
務
の
内
容
と
伝
統
的
な
国
内
私
法
の
過
失
概
念
（
一
定
の
行
為
か
ら
生
じ
る
結
果
の
予
見
の
欠
如
）
と

(29) 

の
類
似
性
に
言
及
し
て
い
る
。
学
説
に
は
私
人
の
行
為
に
関
す
る
責
任
の
場
合
に
過
失
が
要
件
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
が
あ
る
が
こ
れ

(30) 

は
国
際
義
務
の
解
釈
の
誤
り
で
あ
り
、
国
家
の
不
作
為
に
よ
る
責
任
に
つ
い
て
過
失
が
要
件
で
あ
る
と
す
る
説
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る

(31) 

と
い
う

果
に
な
る
。
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う
な
規
定
を
持
っ
て
い
る

bien 
実
行
に
お
い
て
は
、

（
例
え
ば
、
公
務
員
の
権
限
躁

一
部
の
規
範
は
そ
の
よ

一
定
の
国
際
義
務
は
国
家
に
、
そ
の
権
力
下
に
あ
る
個
人
に
対
し
て
自
ら
に
付
与
さ
れ
た
機
能
及
び
権
限
に
対
応
す
る
注
意
を
払
う
よ

う
義
務
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
は
一
定
の
個
人
の
行
為
の
実
現
を
絶
対
的
に
防
止
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
防
止
の
た

め
監
視
し
一
定
の
措
置
を
と
る
と
い
う
相
対
的
な
性
格
の
義
務
で
あ
る
。
ゆ
え
に
個
人
の
行
為
が
発
生
し
た
こ
と
で
責
任
が
発
生
す
る
の

で
は
な
く
、
行
為
が
生
じ
な
い
よ
う
必
要
な
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
で
発
生
す
る
。
こ
れ
は
過
失
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
義
務
の

(32) 

違
反
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

条
約
」
（
ハ
ー
グ
第
一
三
条
約
）

一
八
七
一
年
の
ワ
シ
ン
ト
ン
三
原
則
や
一
九
0
七
年
の
「
海
戦
ノ
場
合
二
於
ケ
ル
中
立
国
ノ
権
利
義
務
二
関
ス
ル

八
条
に
規
定
す
る
中
立
国
の
注
意
義
務
や
、
外
国
人
に
対
す
る
民
衆
暴
動
か
ら
当
該
外
国
人
を
保
護
す

る
義
務
の
例
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
注
意
義
務
に
は
、
国
家
が
自
身
の
事
項
に
用
い
る
相
当
の
注
意
及
び
善
良
に
統
治
さ
れ
た
国
家
(Etat

o
r
d
o
n
n
e
)

が
用
い
る
相
当
の
注
意
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
国
内
私
法
の
「
自
己
の
物
に
お
け
る
と
同
等
の
注
意
」
及
び
「
注
意
深
き

家
長
の
注
意
」
が
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
便
宜
的
な
類
推
に
と
ど
ま
り
、
「
そ
の
特
別
の
内
容
が
一
定
の
事
態
の
発
生
を
防

止
す
る
た
め
の
監
視

(surveillance)

を
す
る
こ
と
に
あ
る
義
務
の
不
履
行
の
事
例
|
|
＇
そ
れ
ら
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
定
義
で
き
な
い
ー

(33) 

の
全
体
を
総
合
的
に
表
現
す
る
た
め
に
の
み
国
家
の
過
失
を
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」
。
従
っ
て
、

Anzilotti
は
責
任
は
客
観
的
で
あ

り
、
官
吏
の
精
神
状
態
は
無
関
係
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。

な
お
、

Anzilotti
が
の
ち
に
執
筆
し
た
概
説
書
で
は
、
行
為
の
国
家
へ
の
帰
属
は
国
際
法
規
範
に
よ
る
が
国
内
法
に
「
反
致
」
さ
れ
る

(34) 

と
し
て
従
来
の
見
解
は
変
更
さ
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
過
失
の
論
じ
方
も
修
正
さ
れ
て
い
る
。
帰
属
の
条
件
と
し
て
国
家
の
機
関
た
る

(35) 

個
人
の
過
失
が
必
要
で
あ
る
か
否
か
は
国
際
法
規
範
が
規
定
し
て
お
り
、
当
該
法
規
範
の
解
釈
の
問
題
で
あ
る
。

（
例
え
ば
純
粋
に
客
観
的
な
責
任
を
規
定
す
る
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
三
条
）
。
し
か
し
、
大
部
分
の
場
合
は
そ
う

で
な
く
法
の
一
般
原
則
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
前
述
し
た
推
論
に
若
干
の
修
正
を
加
え
て

五
四
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国際法上の国家責任における「過失」及び「相当の注意」に関する衿寮 -1 (湯山）

越
の
行
為
は
国
家
に
帰
属
し
な
い
が
保
障
に
よ
り
責
任
を
負
う
と
い
う
見
解
は
も
は
や
見
ら
れ
な
い
）
過
失
の
責
任
の
要
件
性
が
否
定
さ

(36) 

れ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

以
上
が

Anzilotti
の
客
観
責
任
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
第
一
に
、
国
際
責
任
は
違
法
行
為
か
ら
の

み
生
じ
る
。
第
一
に
、
国
際
法
に
違
反
し
う
る
の
は
国
家
の
行
為
の
み
で
あ
る
。
第
一
―
一
に
、
心
理
的
事
実
で
あ
る
過
失
は
自
然
人
に
固
有

の
現
象
で
あ
る
。
第
四
に
、
法
的
実
体
と
し
て
の
国
家
は
心
理
的
過
失
を
有
さ
な
い
。
第
五
に
心
理
的
過
失
は
一
般
的
な
責
任
の
要
素
で

祁）

は
な
く
、
特
定
の
規
範
の
内
容
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

Anzilotti
の
見
解
は
、
後
の
国
際
法
学
者
に
も
広
く
支
持
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
特
に
、
第
四
の
点
を
支
持
す
る
見
解
、

す
な
わ
ち
抽
象
的
ま
た
は
集
合
的
実
体
で
あ
る
国
家
な
い
し
そ
の
機
関
（
例
え
ば
立
法
機
関
）
に
は
心
理
的
概
念
で
あ
る
過
失
は
存
在
し

え
な
い
、
ま
た
は
立
証
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
多
い
。
ま
た
、
第
五
の
、
過
失
は
特
定
の
国
際
義
務
の
内
容
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い

と
い
う
主
張
（
正
確
に
は

Anzilotti
は
過
失
に
類
似
し
て
い
る
と
し
た
の
で
あ
る
が
）
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
過
失
は
心
理

的
過
失
で
は
な
く
「
相
当
の
注
意
」
と
い
う
客
観
的
基
準
へ
と
修
正
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
帰
属
の
決
定
が
国
内
法
（
ま
た
は
国
内
法

へ
の
反
致
）
に
よ
る
と
い
う
見
解
は

A
g
o
ら
の
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
。

な
お
、

Anzilotti
の
客
観
責
任
論
に
お
い
て
は
彼
の
実
証
主
義
（
意
思
主
義
）

Anzilotti
は
国
際
法
の
妥
当
根
拠
を
国
家
の
意
思
に
求
め
、
国
際
義
務
の
違
反
を
責
任
の
基
礎
に
据
え
た
。
国
家
が
す
で
に
同
意
し
た
こ

と
に
違
背
す
れ
ば
、
過
失
と
い
っ
た
帰
責
事
由
が
な
く
と
も
そ
れ
だ
け
で
責
任
が
発
生
す
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

Anzilotti

が
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
ホ
ル
ジ
ョ
ウ
工
場
事
件
判
決
（
管
轄
権
）

五
五

4
)
 

:
4
 

の
立
場
の
ウ
ェ
イ
ト
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

の
一
節
「
約
定
違
反
は
適
切
な
形
式
に
よ
る
賠
償

(
r
e
p
a
r
e
r
)

義
務
を
伴
う
と
い
う
の
が
国
際
法
の
原
則
で
あ
る
。
ゆ
え
に
賠
償
は
条
約
の
適
用
違
反
を
不
可
欠
に
補
完
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が

(45) 

当
該
条
約
中
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
」
を
引
用
し
て
、
国
際
義
務
の
違
反
は
つ
ね
に
責
任
を
発
生
さ
せ
る
と
し
て
い
る
こ の

22-2 -145 (香法 2002)



機
関
の
過
失
を
根
拠
と
す
る
過
失
責
任
論

こ
こ
で
は

A
g
o
の
議
論
を
取
り
上
げ
る
。

A
g
o
の
過
失
責
任
論
は
国
家
の
過
失
は
そ
の
機
関
の
過
失
に
等
し
い
こ
と
、
機
関
た
る
個

人
の
過
失
が
国
家
に
帰
し
う
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
主
観
的
過
失
が
国
家
責
任
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ

対
比
に
お
け
る
違
法
な
行
為
で
あ
り
、
後
者
は
当
該
行
為
の
国
際
法
主
体
へ
の
婦
属

(imputation)

A
g
o
は
国
家
責
任
を
二
つ
の
基
本
的
要
素
に
区
別
す
る
。
す
な
わ
ち
、
客
観
的
要
素
と
主
観
的
要
素
で
あ
る
。
前
者
は
国
際
義
務
と
の

(47) 

で
あ
る
。
帰
属
は
自
然
の
創
設
し

た
関
係

(lien)

で
は
な
く
、
法
規
則
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
「
論
理
的
作
用
」
す
な
わ
ち
法
的
作
用
の
結
果
で
あ
り
、
法
が
違
法
行
為
と

（
岱
）

所
与
の
主
体
と
の
間
に
創
設
す
る
法
的
関
係
で
あ
る
と
い
う
。

A
g
o
は
帰
属
に
つ
い
て
、
そ
の
条
件
は
法
秩
序
及
び
そ
の
主
体
の
性
格
に
応
じ
て
様
々
で
あ
る
が
、
主
体
が
す
べ
て
抽
象
的
実
体
で
あ

は
不
作
為
）

る
国
際
法
に
お
け
る
帰
属
の
条
件
は
、
①
能
力
を
有
す
る
主
体
の
存
在
、
②
当
該
主
体
の
機
関
の
行
為
（
国
際
義
務
に
反
す
る
作
為
ま
た

(49) 

の
具
体
的
実
現
、
③
当
該
行
為
を
行
っ
た
機
関
の
広
義
の
「
過
失

(faute)
」
で
あ
る
と
す
る
。

こ
の
「
法
的
帰
属
」
は
帰
属
の
対
象
と
な
る
主
体
が
自
然
人
の
場
合
は
難
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
法
人
の
場
合
事
情
は
異
な
る
。
特

に
国
際
法
は
そ
の
主
体
が
も
っ
と
も
典
型
的
で
完
全
な
法
人
で
あ
る
国
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
法
人
に
違
法
行
為
を

帰
属
さ
せ
う
る
の
か
、
次
に
帰
属
さ
せ
う
る
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
場
合
に
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
と
い
う
。

前
者
の
問
題
（
法
人
へ
の
帰
属
の
可
否
）
に
つ
い
て

A
g
o
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
法
人
は
法
秩
序
で
あ
り
、
機
関
の
資
格
を
有
す

る
自
然
人
の
行
う
権
利
義
務
を
実
現
す
る
行
為
が
そ
こ
に
結
び
付
け
ら
れ
る
。
あ
る
法
秩
序
が
そ
の
法
に
反
す
る
行
為
を
自
ら
の
法
秩
序

る。

(46) 

と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

五
六
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国際法上の国家責任における「過失」及び「相当の注意」に関する考察日（湯山）

国
家
の

五
七

(au n
o
m
 d
e
 l'Etat)

実
効
的
に

に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
違
法
行
為
を
行
う
機
関
は
当
該
法
秩
序
の
機
関
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
全
体
の
法

秩
序
（
国
際
法
）

に
反
す
る
部
分
的
法
秩
序
（
国
家
）

の
機
関
の
行
為
を
後
者
の
秩
序
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
推
論
に
よ
り
A
g
o
は
こ
の
問
題
に
肯
定
的
回
答
を
与
え
て
い
る
。
な
お
こ
こ
で
、
法
的
作
用
で
あ
る
帰
属
は
法
秩
序
に
お
い
て
当
該

(50) 

法
秩
序
の
規
則
の
効
果
と
し
て
行
わ
れ
る
か
ら
、
国
際
違
法
行
為
の
帰
属
は
国
際
法
秩
序
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
付
言
し
て
い
る
。

後
者
の
問
題
、
す
な
わ
ち
ど
の
よ
う
な
場
合
に
法
人
へ
の
帰
属
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
帰
属
の
条
件
に
関
し
て

A
g
o
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
法
人
は
外
部
世
界
に
お
い
て
は
そ
の
機
関
で
あ
る
自
然
人
の
活
動
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
。
帰
属
の
対
象
と
な
る
の
は

機
関
と
し
て
現
れ
る
自
然
人
の
具
体
的
な
行
為
（
国
際
義
務
に
反
す
る
作
為
ま
た
は
不
作
為
）

で
あ
る
。
こ
こ
で
、
機
関
は
ど
の
よ
う
に

し
て
決
定
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
国
家
の
み
が
そ
の
内
部
の
秩
序
に
お
い
て
、
そ
の
組
織
を
設
立
し
そ
の
機
関
を
決
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
決
定
は
外
部
の
法
秩
序
で
あ
る
国
際
法
に
お
い
て
同
等
の
法
的
価
値
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
国

際
法
は
国
家
の
「
内
的
組
織

(organisation
inteme)
」
及
び
国
家
が
機
関
に
付
与
し
た
権
限
を
「
事
実
の
デ
ー
タ

(
d
o
n
n
e
e
s
d
e
 fait)
」、

(51) 

掃
属
に
「
必
要
な
事
実
の
条
件

(condition
d
e
 fait 
necessaire)
」
と
し
て
参
照
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
。

v

「
内
的
組
織
」
が
必
要
条
件
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
の
か
。

A
g
o
は
第
一
に
帰
属
の
対
象
と
な
る
機
関
に
区
別

が
あ
る
か
、
第
二
に
機
関
の
す
べ
て
の
行
為
が
帰
属
す
る
か
を
検
討
す
る
。
第
一
の
問
題
に
関
し
て
は
、
立
法
・
行
政
・
司
法
機
関
や
自

律
性
を
有
す
る
機
関
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
を
検
討
し
て
、
国
際
法
は
機
関
を
区
別
せ
ず
、
機
関
の
す
べ
て
の
行
為
を
国
家
に
帰
属
さ
せ

て
い
る
と
い
う
。
第
二
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
国
内
法
に
反
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
権
限
に
お
い
て
及
び
権
限
を
利
用
し

て
行
わ
れ
た
行
為
が
帰
属
し
、
そ
の
基
準
は
実
効
性
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
国
家
を
代
表
し
て

(52) 

行
わ
れ
た
行
為
が
帰
属
す
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

な
お
、
私
人
の
行
為
に
つ
い
て
は

Anzilotti
と
同
様
に

Grotius
説
を
批
判
し
て
、
私
人
の
行
為
は
国
家
に
帰
属
せ
ず
、
国
家
の
違
法

22-2 -147 (香法 2002)



に
の
せ
て
そ
の
難
点
を
二
つ
指
摘
す
る
。

者
と
の
間
の
心
理
的
関
係
」
を
採
用
す
る
。

行
為
に
と
っ
て
の
「
外
在
的
事
態

(
e
v
e
n
e
m
e
n
t
exterieur)
」
で
あ
っ
て
、
違
法
行
為
を
構
成
す
る
の
は
機
関
の
不
作
為
（
防
止
義
務
ま

(53) 

で
あ
る
と
し
た
。

た
は
処
罰
義
務
の
違
反
）

こ
こ
で

A
g
o
は
、
「
過
失
」
が
帰
属
の
第
三
の
要
件
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
議
論
す
る
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
議
論
の
前
提
を
明
ら
か

に
す
る
。
ま
ず
、
「
過
失
」

の
意
味
内
容
で
あ
る
。
す
べ
て
の
法
領
域
に
お
い
て
「
過
失
」
の
概
念
は
同
じ
で
あ
る
べ
き
と
し
、
私
法
の

通
説
に
お
け
る
過
失
（
広
義
の
過
失
。
故
意
を
含
む
）

制
裁
）

の
定
義
、
す
な
わ
ち
「
他
人
の
主
観
的
権
利
の
具
体
的
被
害
と
当
該
被
害
の
加
害

次
に
、
こ
の
過
失
の
概
念
、
及
び
国
家
の
行
為
と
意
思
は
そ
の
機
関
の
行
為
と
意
思
に
等
し
い
と
い
う
前
提
に
よ
り
、
「
国
家
の
過
失
」

と
は
、
故
意
な
い
し
（
狭
義
の
）
過
失
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
「
国
家
の
国
際
法
の
義
務
に
反
す
る
行
為
と
そ
れ
を
行
っ
た
機

(54) 

関
の
人
格
と
の
間
に
」
存
在
す
る
「
心
理
的
関
係
」
で
あ
る
と
い
う
。
最
後
に
、
過
失
の
問
題
は
違
法
行
為
の
法
的
結
果
（
賠
償
ま
た
は

(55) 

の
主
体
へ
の
帰
属
の
問
題
で
は
な
く
、
違
法
行
為
の
主
体
へ
の
帰
属
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
。

こ
う
し
て
過
失
の
議
論
の
前
提
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、

A
g
o
は
本
論
に
入
る
。
実
行
の
解
釈
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
、
過
失
を
否
定
す

る
論
理
的
根
拠
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。

ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
受
け
た
国
際
法
に
お
い
て
、
学
説
の
一
部
が
主
張
す
る
よ
う
に
、

過
失
の
要
素
を
排
除
し
た
体
系
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
は
奇
異
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は

Anzilotti
の
客
観
責
任
理
論
を
俎
上

第
一
点
は
、
機
関
の
行
為
を
国
家
に
帰
属
さ
せ
る
た
め
に
国
内
法
に
依
拠
す
る
こ
と
の
誤
り
で
あ
る
。

Anzilotti
は
、
こ
の
こ
と
を
前

提
に
、
国
際
法
に
も
国
内
法
に
も
反
す
る
機
関
の
行
為
は
国
家
に
帰
属
せ
ず
、
国
際
法
に
反
す
る
が
国
内
法
を
遵
守
し
て
行
動
し
た
機
関

に
は
過
失
あ
り
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
し
か
し
、

A
g
o
は
帰
属
を
決
定
す
る
の
は
国
際
法
で
あ
り
、
国
内
法
に
反
す
る
機

関
の
行
為
も
国
家
に
帰
属
す
る
の
だ
か
ら
、
「
国
際
法
秩
序
が
、
国
家
の
国
際
違
法
行
為
の
存
在
の
確
認
を
条
件
づ
け
る
た
め
に
、
機
関

五
八
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国際法上の国家責任における「過失」及び「相酋の注意Jに関する考察（一）（湯山）

五
九

の
行
っ
た
違
反
の
意
思
的
性
格
を
考
慮
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
機
関
の
故
意
ま
た
は
過
失
に
法
的
価
値
を
付
与
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
い
か

第
二
の
難
点
は
、
国
家
と
機
関
が
人
格
に
お
い
て
分
離
さ
れ
、
前
者
は
国
際
法
に
従
い
後
者
は
国
内
法
に
従
う
と
い
う

Anzilotti
の

（
意
識
せ
ざ
る
）
前
提
で
あ
る
。

A
g
o
は
、
機
関
は
国
家
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
の
前
提
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
(
)
機
関
が
国
内
法
上

適
法
に
行
動
し
た
と
し
て
も
、
国
際
法
は
独
自
に
機
関
の
過
失
の
有
無
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
か
ら
、

A
g
o
は
客
観
説
の
理

(56) 

論
的
根
拠
は
一
貰
し
な
い
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、

A
g
o
は
過
失
が
帰
属
の
必
要
条
件
で
あ
る
か
否
か
に
対
す
る
答
え
は
抽
象
的
基
準
で
は
な
く
慣
習
法
に
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
し
て
実
行
の
分
析
に
移
る
。
ま
ず
、
争
い
が
な
い
の
は
私
人
の
行
為
に
よ
る
責
任
と
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
場
合
、
正
確

に
は
そ
の
国
民
に
よ
る
不
正
な
被
害
か
ら
外
国
及
び
外
国
国
民
を
保
護
す
る
国
家
の
一
般
的
義
務
の
違
反
に
よ
る
責
任
の
場
合
で
あ
る
。

実
行
は
こ
の
場
合
、
国
際
違
法
行
為
が
存
在
す
る
た
め
に
は
国
家
機
関
の
過
失
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
。

次
に
、
実
行
は
機
関
の
作
為
に
よ
る
責
任
の
事
例
に
お
い
て
も
過
失
を
帰
属
の
要
件
と
し
て
い
る
と
い
う
。
機
関
の
作
為
に
よ
る
責
任

の
事
例
に
お
い
て
非
意
図
的
行
為
に
よ
る
違
反
の
発
生
は
ま
れ
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
違
反
は
特
に
戦
時
法
の
分
野
で
し
ば
し
ば
見
出
さ

れ
る
と
い
う
。

A
g
o
は
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
る
。
濃
霧
の
た
め
あ
ら
ゆ
る
予
防
措
置
を
と
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
特
別
の
徴
章
を
見
る

こ
と
が
で
き
な
い
で
行
っ
た
病
院
、
教
会
ま
た
は
中
立
国
大
使
館
へ
の
砲
爆
撃
、
停
戦
協
定
締
結
後
に
山
中
に
迷
っ
た
砲
兵
隊
が
通
儒
の

切
断
で
新
事
実
を
知
ら
ず
に
行
っ
た
敵
陣
地
へ
の
砲
撃
、
税
関
当
局
が
過
失
な
し
に
完
全
に
そ
の
資
格
を
知
ら
な
い
で
行
っ
た
外
交
官
の

鞄
の
捜
索
、
他
国
に
返
還
す
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
た
物
が
過
失
な
く
損
壊
し
た
事
例
、
稼
動
さ
せ
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
灯
台
の
落
雷

に
よ
る
破
壊
と
い
っ
た
事
例
で
は
、
義
務
の
要
求
す
る
行
為
ま
た
は
結
果
は
実
現
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
機
関
の
故
意
過
失

が
存
在
し
な
い
が
ゆ
え
に
違
法
行
為
及
び
貢
任
が
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

な
る
論
理
的
理
山
も
存
在
し
な
い
」
と
い
う
。
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な
お
、

A
g
o
は
I
L
C
に
お
い
て
、

G
a
r
c
i
a

そ
し
て
彼
は
錯
誤
、
偶
発
事
態
、
不
可
抗
力
と
い
っ
た
理
由
に
よ
り
責
任
の
存
在
が
否
定
さ
れ
た
実
行
を
参
照
す
る
。
そ
の
多
く
は
や

は
り
戦
時
法
に
関
す
る
も
の
で
、
天
候
や
機
械
の
故
障
に
よ
る
中
立
国
の
領
空
侵
犯
の
事
例
や
、
目
標
の
誤
認
に
よ
る
砲
爆
撃
で
第
三
国

(58)

（

59) 

に
被
害
が
生
じ
た
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
自
ら
の
主
張
が
裏
付
け
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

最
後
に
、

A
g
o
は
過
失
の
程
度
（
い
わ
ゆ
る
国
内
標
準
か
国
際
標
準
か
の
問
題
）
に
つ
い
て
議
論
す
る
。
実
行
は
明
確
な
基
準
を
与
え

て
い
な
い
が
、
外
国
及
び
外
国
人
を
私
人
の
被
害
か
ら
保
護
す
る
義
務
の
違
反
に
よ
る
責
任
の
場
合
は
最
軽
過
失

(culpa
levissima) 

を
否
定
す
る
、
す
な
わ
ち
通
常
要
求
さ
れ
る
注
意
を
支
持
す
る
傾
向
が
あ
り
、
機
関
の
行
為
に
よ
る
責
任
の
場
合
は
最
軽
過
失
で
十
分
で

あ
る
と
し
て
い
る
と
い
う
。
国
際
法
で
は
国
内
法
と
異
な
り
注
意
の
程
度
は
事
例
の
具
体
的
状
況
に
応
じ
て
様
々
で
あ
り
、
そ
れ
は
賠
償

(60) 

の
範
囲
の
問
題
に
考
慮
を
要
す
る
と
指
摘
す
る
。

A
m
a
d
o
r
に
代
わ
っ
て
一
九
六
三
年
か
ら
七
九
年
ま
で
国
家
責
任
条
文
草
案
の
特
別
報
告

者
と
し
て
精
力
的
に
法
典
化
作
業
を
推
進
し
た
。
こ
の
作
業
に
お
い
て
も
過
失
を
違
法
行
為
の
本
質
的
要
素
と
す
る
彼
の
見
解
は
維
持
さ

(61) 

れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

A
g
o
の
提
案
し
た
草
案
の
中
に
は
明
示
的
に
過
失
に
言
及
し
た
条
文
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、

A
g
o
が

過
失
の
消
極
的
限
界
と
観
念
し
て
い
た
偶
発
事
態
及
び
不
可
抗
力
に
つ
い
て
—
ー
＇
最
終
的
に
帰
属
の
条
件
で
は
な
く
違
法
性
阻
却
事
由
と

(62)

（

63) 

し
て
提
案
し
た
が
|
|
＇
当
初
は
こ
の
二
つ
の
事
由
を
違
法
性
阻
却
事
由
と
し
て
提
案
す
る
予
定
が
な
か
っ
た
こ
と
や
想
定
さ
れ
た
具
体
例

(64) 

か
ら
、
過
失
の
消
極
的
限
界
と
い
う
性
格
は
維
持
さ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
偶
発
事
態
及
び
不
可
抗
力
の
原
案
は
国

(65) 

際
違
法
行
為
の
行
為
者
個
人
（
国
家
の
機
関
ま
た
は
公
務
員
）
に
と
っ
て
の
実
行
可
能
性
及
び
認
識
の
欠
如
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
た
。

以
上
が
A
g
o
の
過
失
責
任
論
で
あ
る
が
、
国
家
が
法
人
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
上
で
過
失
責
任
主
義
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

A
g
o
の
理
論
は
、

Anzilotti
の
提
示
し
た
命
題
の
い
く
つ
か
ー
国
家
責
任
は
国
際
義
務
の
違
反
か
ら
生
じ
る
、
国
家
は
そ
の

行
為
に
つ
い
て
の
み
責
任
を
負
う
、
国
家
の
行
為
は
機
関
の
行
為
と
し
て
把
握
さ
れ
る
、
及
び
「
過
失
」
は
主
観
的
・
心
理
的
概
念
で
あ

六
0
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国際法上の国家責任における「過失J及び「相喝の注意」に関する考察(--)(湯Ill)

た
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
と
い
う
主
張
は
特
筆
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

l 

ノ‘

る
を
継
承
し
、
帰
属
は
国
内
法
に
よ
る
と
い
う
命
題
に
つ
い
て
は
否
定
し
た
。
総
体
と
し
て
の
国
家
に
主
観
的
過
失
は
妥
当
し
な
い

も
の
の
、
機
関
と
し
て
行
為
す
る
自
然
人
に
「
過
失
」
を
帰
し
、
こ
の
機
関
の
「
過
失
」
が
国
家
の
「
過
失
」
と
み
な
さ
れ
る
と
主
張
し

(66) 

た
。
さ
ら
に
、
過
失
は
不
可
抗
力
な
ど
「
過
失
の
欠
如
」
が
あ
れ
ば
違
法
で
は
な
い
と
い
う
逆
（
裏
）
の
形
で
過
失
が
責
任
の
本
質
条
件

(67) 

―
つ
は
実
行
の
分
析
に
関
す
る
も
の
で
、
実
行
は
主
観
的
過
失
を
要
件
と
し
て
い
な
い
こ
と
、
並

び
に
「
相
当
の
注
意
」
を
主
観
的
概
念
と
し
た
こ
と
及
び
錯
誤
や
不
可
抗
力
が
「
過
失
の
欠
如
」
を
意
味
す
る
こ
と
は
実
行
の
分
析
と
し

(68) 

て
い
る
が
実
際
に
は
理
論
的
前
提
に
基
づ
く
実
行
の
解
釈
に
過
ぎ
な
い
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、

A
g
o
の
過
失
概
念
に
関
し
て
、
実
質

的
に
は
不
可
抗
力
の
よ
う
な
事
由
が
存
在
し
な
い
限
り
つ
ね
に
存
在
す
る
と
観
念
さ
れ
る
の
で
精
神
状
態

(animus)

に
等
し
い
内
容
の

空
虚
な
概
念
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
国
家
と
は
別
個
の
存
在
で
あ
る
は
ず
の
機
関
の
過
失
を
国
家
の
過
失
に
一
致
さ
せ
る
の
は
非
合
理

的
で
あ
る
こ
と
、
”
機
関
が
過
失
の
状
態
に
あ
っ
た
“
と
の
認
定
は
単
に
”
違
法
行
為
が
機
関
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
＂
こ
と
を
意
味
す
る

(69) 

に
過
ぎ
な
い
と
の
批
判
が
あ
る
。
な
お
、

I
L
C
草
案
は
、
不
可
抗
力
（
偶
発
事
態
を
含
む
）
を
違
法
性
阻
却
事
由
と
把
握
し
、
公
務
員

(70) 

の
過
失
を
含
意
し
た

A
g
o
の
原
案
を
修
正
し
て
国
家
の
立
場
か
ら
の
予
見
可
能
性
及
び
抵
抗
可
能
性
と
い
う
客
観
的
な
定
式
を
採
用
し
た
。

こ
の
よ
う
な

A
g
o
の
理
論
は
、
後
の
学
説
に
よ
り
い
く
つ
か
の
修
正
が
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
修
正
は
、
個
人
の
心
理
的

過
失
を
国
家
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
の
困
難
を
克
服
す
る
た
め
過
失
の
問
題
の
生
ず
る
論
理
的
契
機
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二

は
、
過
失
を
機
関
と
し
て
行
為
す
る
個
人
の
過
失
で
は
な
く
、
集
合
体
と
し
て
の
国
家
の
過
失
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
は
、
実
行
に

(72) 

適
合
さ
せ
る
た
め
に
過
失
の
推
定
・
過
失
の
挙
証
責
任
の
転
換
と
い
う
構
成
を
採
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
第
一
一
点
に
関
し
て
、
心

(73) 

理
的
過
失
が
機
関
た
る
個
人
で
は
な
く
国
家
に
帰
属
す
る
と
す
る
見
解
は
多
い
。
ま
た
、
不
可
抗
力
な
ど
逆
の
形
で
過
失
は
責
任
の
要
素

(74) 

で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
と
の
A
g
o
の
見
解
も
支
持
す
る
論
者
が
多
い
。

他
方
で
い
く
つ
か
の
批
判
が
あ
る
。
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客
観
的
な
過
失
概
念
を
根
拠
と
す
る
過
失
責
任
論

こ
こ
で
は
抽
象
的
実
体
と
し
て
の
国
家
に
過
失
が
帰
属
す
る
こ
と
の
不
都
合
を
回
避
す
る
た
め
に
「
過
失
」
を
客
観
的
概
念
と
し
て
把

握
し
よ
う
と
す
る
説
を
検
討
す
る
。
そ
れ
は
S
p
e
r
d
u
t
i
ら
の
見
解
で
あ
る
。

S
p
e
r
d
u
t
i
は
ま
ず
、
過
失
の
問
題
の
本
質
に
つ
い
て
「
抽
象
的
実
体
の
特
質
か
ら
生
じ
る
国
際
法
主
体
の
本
来
的
性
質
が
…
…
責
任
の

条
件
と
し
て
の
過
失
の
問
題
に
つ
い
て
の
検
討
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
り
基
本
的
な
与
件
で
あ
る
」
と
言
明
す
る
。

近
年
の
学
説
は
国
際
法
主
体
（
国
家
）
が
そ
の
組
織
を
通
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
過
失
の
問
題
に
影
響
す
る
か
否
か
、
ど
の
よ
う
に
影
響

す
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
こ
と
で
一
致
し
て
い
る
。
過
失
の
問
題
は
（
国
家
の
）
組
織
の
問
題
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。

Anzilotti
の
理
論
は
過
失
責
任
論
に
不
利
に
な
る
有
効
な
主
張
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
過
失
の
問
題
と
組
織
の
問
題
が
結
び
付
く
と
い
う

こ
と
自
体
を
問
題
に
す
べ
き
で
あ
る
。
む
し
ろ
過
失
の
問
題
は
法
的
義
務
の
本
質
そ
の
も
の
に
関
す
る
前
提
に
結
び
付
け
ら
れ
る
べ
き
で

(75) 

あ
る
と
い
う
。

S
p
e
r
d
u
t
i
は
Anzilotti
説
を
分
析
す
る
。

Anzilotti
の
説
で
も
っ
と
も
基
本
的
な
こ
と
は
、
過
失
は

（
国
家
機
関
と
し
て
活
動
す
る
）

個
人
に
つ
い
て
の
み
語
る
こ
と
が
で
き
、
国
家
は
機
関
た
る
個
人
以
外
に
心
理
的
活
動
・
態
度
を
持
た
な
い
、
そ
し
て
個
人
は
機
関
と
し

て
の
職
務
に
関
し
て
の
み
過
失
あ
り
と
さ
れ
る
（
国
家
の
国
際
義
務
に
関
し
て
過
失
あ
り
と
は
さ
れ
な
い
）
と
い
う
点
で
あ
る
。

Anzilotti

の
理
論
は
過
失
の
倫
理
的
概
念
を
前
提
と
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
過
失
は
自
然
人
に
の
み
関
係
す
る
心
理
現
象
と
な
っ
て
、
抽
象
的
実
体

に
は
参
照
し
え
ず
個
人
に
の
み
結
び
付
け
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
個
人
は
国
際
法
と
は
別
の
法
体
系
（
つ
ま
り
国
法
秩
序
）
の
下
に
あ
る
の

(76) 

で
、
個
人
の
動
機
は
国
家
責
任
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
指
摘
す
る
。

さ
ら
に
、
彼
は
客
観
理
論
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
国
際
法
主
体
が
抽
象
的
実
体
で
あ
る
が
ゆ
え
に
過
失
を
否
定
す
る
こ
と

の
帰
結
は
、
責
任
に
は
精
神
状
態
を
と
も
な
わ
な
く
て
も
違
法
な
行
為
だ
け
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
客
観
理
論
と
な
る
。
法
的
義
務
は
主

四

＇ ノ‘
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国際法上の国家責任における「過失J及び「相当の注意Jに関する衿察（ーー→ （湯山）

に
結
び
付
く
か
ど
う
か
を

体
の
意
思
の
方
向
の
観
念
に
適
し
た
内
容
を
欠
い
た
、
単
な
る
法
的
言
語
の
定
式
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
法
に
「
反
し
て
」
行
為
す
る
こ
と

が
適
切
で
あ
る
可
能
性
を
否
定
し
て
し
ま
う
。

7‘/）
 

[
7ー

S
p
e
r
d
u
t
i
は
批
判
し
て
い
る
。

ゆ
え
に
こ
の
理
論
は
理
論
的
一
貰
性
で
優
れ
て
い
て
も
実
際
上
は
時
代
遅
れ
で
あ
る
と

S
p
e
r
d
u
t
i
に
よ
れ
ば
、
貢
任
は
違
法
性
を
中
心
と
し
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
損
害
と
い
う
結
呆
と
も
結
び
付
い
て
い
る
と
い
う
。

責
任
の
対
象
と
責
任
の
理
由
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
責
任
の
対
象
は
そ
れ
に
よ
っ
て
法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
の
侵
害
が
生
じ
た

行
為
で
あ
る
が
、
責
任
の
理
由
は
当
該
行
為
に
よ
っ
て
害
さ
れ
た
法
的
社
会
的
秩
序
の
回
復
の
負
担
（
制
裁
ま
た
は
賠
償
）

に
負
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
間
接
責
任
（
私
人
の
行
為
に
対
す
る
責
任
）

__ J__. 

ノ‘

を
責
任
主
体

の
よ
う
に
、
他
人
の
行
為
に
責
任
を
負
う
こ
と
も
あ
る
。
ゆ
え

に
行
為
の
違
法
性
の
評
価
は
被
害
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
主
体
の
意
思
の
法
に
反
す
る
方
向
と
い
う
現
象
に
被
害
が
因
果
的

（
法
的
に
だ
け
で
な
く
社
会
的
に
も
）
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
違
法
行
為
の
正
当
化
事
由
を

認
め
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
彼
は
責
任
は
過
失
責
任
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
(
>

そ
こ
で
S
p
e
r
d
u
t
i

の
捉
示
す
る
過
失
概
念
は
、
そ
の
違
反
が
法
的
結
果
を
持
た
な
い
特
殊
な
義
務
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
法

秩
序
に
由
来
す
る
他
の
個
々
の
義
務
を
統
合
す
る
こ
と
、
及
び
当
該
個
々
の
規
範
が
定
め
ら
れ
た
実
際
的
目
的
の
実
現
を
確
保
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
」
義
務
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
国
際
法
上
の
個
々
の
義
務
に
反
す
る
行
為
の
遂
行
を
回
避
す
る
た
め
注
意
を
払
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
で
あ
る
。
例
え
ば
、
外
国
領
士
の
侵
犯
は
、
当
該
侵
犯
行
為
が
機
関
に
よ
っ
て
具
体
的
に
行
わ
れ
た
だ
け
で

は
な
く
、
侵
犯
で
あ
る
と
の
自
覚
を
伴
っ
て
、
す
な
わ
ち
他
国
に
損
害
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
に
そ
の
具
体
的
行
為
を
合
致

さ
せ
る
た
め
注
意
を
払
っ
た
な
ら
ば
侵
犯
を
回
避
し
え
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
初
め
て
違
法
と
評
価
さ
れ
る
。
個
々
の
義
務
違
反
に
過
失
に

関
す
る
義
務
が
結
合
し
て
違
法
（
故
意
過
失
に
よ
る
規
範
の
違
反
）
と
評
価
さ
れ
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
過
失
ほ
「
他
者
を
害
す
る
な
か
れ
」
の
定
式
に
要
約
さ
れ
、
他
の
義
務
に
対
す
る
「
補
完
的
義
務
」
と
し
て
存
在
す
る
が
、
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一
定
の
状
況
に
お
い
て
は
「
機
能
的
義
務
」
と
し
て
独
自
の
意
義
を
有
す
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
私
人
の
行
為
な
ど
、
主
体
の
行
為
に

因
果
関
係
に
お
い
て
由
来
し
な
い
が
社
会
的
に
有
害
な
事
態
に
関
し
て
課
せ
ら
れ
る
義
務
で
あ
る
。
国
家
は
そ
の
権
限
下
に
あ
る
個
人
か

ら
国
際
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
の
尊
重
を
得
る
た
め
注
意
を
行
使
し
な
か
っ
た
場
合
に
責
任
を
負
う
。
Anzilotti
は
過
失
に
類
似
し
た
「
特

別
の
内
容
」
の
義
務
の
違
反
と
し
た
が
、

S
p
e
r
d
u
t
i
は
過
失
こ
そ
が
「
特
別
の
内
容
」
の
義
務
で
あ
る
と
い
う
。
機
能
的
義
務
の
場
合
は
、

(80) 

補
完
的
義
務
の
場
合
と
異
な
り
、
そ
の
違
反
に
よ
っ
て
責
任
が
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
補
完
的
義
務
」
ま
た
は
「
機
能
的
義
務
」
で
あ

(81) 

る
過
失
は
、

A
g
o
の
い
う
よ
う
な
帰
属
の
条
件
で
は
な
く
、
行
為
の
違
法
性
の
評
価
に
属
す
る
と
い
う
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
Sperduti
の
見
解
を
継
承
し
た
の
が
L
uN
N
 atto
で
あ
る
。
彼
は
過
失
は
心
理
的
要
素
（
主
体
の
態
度
）
と
規
範
的

要
素
（
予
見
可
能
性
及
び
防
止
の
可
能
性
）
の
両
者
を
含
み
、
「
一
定
の
結
果
を
予
見
し
そ
の
回
避
の
た
め
の
行
為
を
と
る
義
務
を
定
め

つ
つ
心
理
的
現
実
の
法
的
平
面
へ
の
置
換
を
行
う
、
規
範
と
の
対
比
に
お
け
る
心
理
的
関
係
」
、
「
注
意
し
て
行
為
す
べ
き
義
務
に
反
す
る

(82) 

心
理
的
態
度
」
と
定
義
さ
れ
る
。

実
行
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
国
家
機
関
の
作
為
に
よ
る
違
法
行
為
の
場
合
、
国
際
法
規
範
の
課
す
行
為
義
務
の
違
反
と
と
も
に
、
過
失
に

要
約
さ
れ
る
、
注
意
し
て
行
為
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
一
般
的
義
務
の
違
反
が
存
在
し
、
違
法
性
は
義
務
に
反
す
る
具
体
的
行
為

(83) 

の
心
理
的
態
度
の
双
方
の
要
素
か
ら
な
る
と
い
う
。

と
行
為
者
(agente)

他
方
で
、
不
作
為
に
よ
る
違
法
行
為
の
場
合
、
あ
る
規
範
の
課
す
義
務
の
違
反
と
広
義
の
過
失
が
そ
こ
に
具
体
化
さ
れ
る
義
務
の
違
反

と
を
区
別
で
き
ず
、
違
法
性
は
後
者
の
義
務
の
違
反
か
ら
の
み
生
じ
る
と
い
う
。
行
為
義
務
に
反
す
る
意
思
の
態
度
（
過
失
）
が
違
法
性

の
認
定
の
た
め
つ
ね
に
必
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
責
任
は
客
観
的
で
は
な
い
。
作
為
に
よ
る
違
法
行
為
の
場
合
に
は
区
別
し
う
る
違
法

性
の
主
観
的
要
素
と
客
観
的
要
素
が
不
作
為
の
場
合
に
は
区
別
で
き
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
義
務
の
違
反
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
義
務
は
、
学
説
で
は
私
人
に
よ
る
行
為
を
防
止
す
る
義
務
の
違
反
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
が
、
実
行
で
は
様
々
な
分
野
（
外
国
・
外

六
四
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国際法上の国家責任における「過失J及び「相当の注意」に関する考察H(湯山）

五
国
家
の
「
擬
人
化
」
に
基
づ
く
過
失
責
任
論

れ
た
わ
け
で
は
な
い

584) 

国
人
の
保
護
、
中
立
国
の
義
務
や
相
隣
関
係
、
領
域
主
権
の
行
使
な
ど
）
に
お
い
て
、
（
私
人
の
行
為
に
限
ら
ず
）

六
五

の
実
現
を
防
止
す
る
た
め
注
意
し
て
行
為
す
る
義
務
で
あ
っ
て
、
国
家
が
創
出
し
た
ま
た
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
う
る
危
険
か
ら
生
じ
た
有

害
な
事
態
に
関
し
て
作
用
す
る
。
そ
れ
は
他
国
の
権
利
を
侵
害
す
る
行
為
（
事
実
）

の
発
生
を
回
避
す
る
た
め
通
常
の
状
況
に
お
い
て
十

分
な
注
意
を
払
う
義
務
で
あ
る
が
、
国
家
に
一
定
の
結
果
達
成
を
義
務
づ
け
る
の
で
は
な
い
。
結
果
達
成
の
た
め
の
防
止
、
監
督
ま
た
は

保
護
を
す
る
義
務
で
あ
り
、
結
果
の
達
成
は
義
務
の
目
的
で
あ
っ
て
内
容
で
は
な
い
。
ま
た
、
達
成
の
た
め
の
手
段
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
決

(85) 

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
具
体
的
状
況
に
照
ら
し
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
。

以
上
が
客
観
的
過
失
概
念
を
主
張
す
る
説
で
あ
る
。

S
p
e
r
d
u
t
i
は
抽
象
的
実
体
と
し
て
の
国
家
に
心
理
的
過
失
を
適
用
す
る
こ
と
の
困

難
か
ら
客
観
的
過
失
概
念
を
採
用
し
、

L
u
z
z
a
t
t
o
の
見
解
は
国
内
民
事
法
に
お
け
る
過
失
の
客
観
化
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
推
測
さ
れ

る
が
、
過
失
に
心
理
的
要
素
を
認
め
折
衷
的
で
あ
る
。
両
者
と
も
注
意
義
務
と
し
て
観
念
さ
れ
る
過
失
が
国
家
責
任
の
要
素
で
あ
る
と
主

(86) 

張
す
る
。

Anzilotti
の
私
人
の
行
為
に
対
す
る
責
任
の
理
論
を
修
正
し
た
上
で
受
け
人
れ
、
そ
れ
を
原
則
に
位
置
づ
け
て
過
失
責
任
理
論

を
構
築
し
た
。
ま
た
、
過
失
は
義
務
違
反
か
ら
独
立
し
た
責
任
の
要
素
で
な
け
れ
ば
、

A
g
o
の
よ
う
に
帰
属
の
条
件
と
す
る
も
の
で
も
な

く
、
違
法
性
の
主
観
的
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
過
失
に
心
理
的
要
素
を
残
し
た
た
め
、
完
全
に
抽
象
的
実
体
た
る
国
家
へ
の
過
失
の
適
用
の
問
題
を
免

(88) 

（
「
相
当
の
注
意
」
も
主
観
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
）
と
の
指
摘
が
あ
る
。

国
際
法
秩
序
に
お
け
る
主
体
の
位
置
付
け
と
国
家
の
概
念
に
関
す
る
独
自
の
理
解
に
基
づ
き
、
国
家
を
国
内
法
に
お
け
る
自
然
人
に
等

し
い
存
在
と
み
な
し
、
組
織
体
と
し
て
の
国
家
へ
の
心
理
的
過
失
の
適
用
と
い
う
問
題
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
の
が
、

I
L
C
の
国
家
責

一
定
の
有
害
な
事
態
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で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
国
際
法
上
の
「
国
家
」
を
国
内
法
上
の

「
法
人
」
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
と
ら
え
る
観
念
、
な
い
し
は
国
際
法
上

さ
ら
に
、

A
r
a
n
g
i
o
,
 
R
u
i
z
は、

任
条
文
草
案
の
特
別
報
告
者
(
-
九
八
七
ー
九
六
年
）

A
r
a
n
g
i
o
 ,
 
R
u
i
z
は
大
多
数
の
学
説
が
前
提
と
し
て
い
る
、
国
際
法
と
国
家
の
関
係
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
思
考
を
問
題
に
す
る
こ
と

か
ら
始
め
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
法
を
「
普
遍
的
社
会
の
憲
法
」
と
み
な
す
思
考
で
あ
り
、
国
際
法
と
国
内
法
の
関
係
を
国
家
法
と
そ
の

「
法
的
下
位
存
在
」
（
公
法
人
や
私
法
人
）

無
関
心
で
あ
る
ま
た
は
国
家
の
組
織
の
自
由
を
尊
重
し
、
外
的
側
面
の
み
を
規
律
す
る
と
い
う
思
考
で
あ
る
。

彼
は
こ
の
前
提
は
国
際
社
会
の
現
実
に
適
合
し
な
い
と
い
う
。
第
一
に
、
国
際
法
が
国
家
や
政
府
の
形
成
、
国
家
の
組
織
、
国
家
の
変

更
に
関
す
る
実
定
法
規
則
を
持
た
な
い
の
は
、
無
関
心
や
国
家
の
自
由
の
尊
重
を
示
す
の
で
は
な
く
、
国
際
法
が
国
家
に
関
し
て
何
も
語
っ

(89) 

て
い
な
い
こ
と
を
物
語
る
。
第
二
に
、
国
内
法
で
は
法
人
の
構
成
員
は
ま
ず
国
家
社
会
に
所
属
し
国
内
法
に
拘
束
さ
れ
る

属
が
法
人
へ
の
所
属
に
優
越
す
る
）

束
こ
そ
が
「
最
高
か
つ
本
来
的
」

で
は
な
く
国
際
法
が
成
立
す
る
前
か
ら
存
在
し
て
き
た
歴
史
的
現
実
で
あ
り
、
国
際
法
は
そ
の
よ
う
な
主
権
国
家
間
の
非
集
権
的
体
系
（
国

家
の
社
会
society
o
f
 States) 

で
も
あ
っ
た
A
r
a
n
g
i
o
,
 
R
u
i
z
の
見
解
で
あ
る
。

の
内
部
秩
序
の
法
と
の
関
係
に
あ
る
と
み
な
し
、
国
際
法
は
国
家
の
内
的
側
面
に
つ
い
て
は

（
国
家
へ
の
所

の
に
対
し
、
国
際
法
は
国
家
の
公
務
貝
や
国
民
に
つ
い
て
の
規
定
を
持
た
ず
、
国
民
は
国
家
へ
の
拘

(90) 

で
あ
る
。
第
三
に
、
国
際
法
の
歴
史
的
起
源
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
は
国
際
法
が
創
設
し
た
も
の

の
法
で
あ
っ
て
、
統
合
さ
れ
た
普
遍
的
社
会
の
公
法
で
は
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
、
国
際
法
は
特
殊
な

(sui

(91) 

generis)

法
体
系
で
あ
り
、
国
際
社
会
は
普
遍
的
な
法
共
同
体
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

一
般
的
な
「
国
家
」
の
理
解
を
も
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
「
集
合
的
実
体

(collective
entity)
」

の
「
国
家
」
を
国
内
法
上
の
「
国
家
」
と
同
一
視
し
前
者
を
後
者
の
外
的
側
面
と
と
ら
え
る
観
念
で
あ
る
。

彼
は
、
「
国
際
法
上
の
国
家
」
を
国
内
法
上
の
法
人
と
比
較
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
国
内
法
に
お
け
る
法
人
は
、
自
然
人
た
る
個

人
を
そ
の
構
成
員
と
し
、
個
人
間
の
法
的
関
係
の
法
的
な
手
段
と
し
て
存
在
し
活
動
す
る
。
こ
れ
は
法
秩
序
が
創
設
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、

六
六
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六
七

(real)
」
実
体
で
は
な
く
、
「
一
次
的
」
人
格
で
あ
る
。
他
方
で
、

際
法
で
は
、
主
権
国
家
こ
そ
が
「
所
与
の
人
格
」
「
現
実
の
実
体
」
「
一
次
的
人
格
」

と
同
じ
よ
う
に
国
際
法
は
国
家
を
前
提
と
し
て
い
る
。

(92) 

え
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
国
際
法
上
の

ユ
ニ
ー
ク
で
特
殊
な
法
体
系
で
あ
る
国

で
あ
る
。
国
内
法
が
自
然
人
を
前
提
と
し
て
い
る
の

そ
こ
で
、
主
権
国
家
は
組
織
構
造
に
お
い
て
も
法
人
と
は
異
な
る
。
国
内
の
法
人
は
法
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
そ
の
介
入
を
受
け
る
が
、

「
独
立
し
た
政
治
的
鰭
体
と
し
て
の
存
在
と
い
う
単
な
る
事
実
に
基
づ
い
て
存
在
す
る
」
「
歴
史
的
出
来
事
の
産

物
」
な
の
で
、
国
際
法
の
介
入
を
受
け
な
い
。
そ
し
て
、
国
内
法
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
法
人
と
は
異
な
り
、
国
際
人
格
と
し
て
の
国
家

で
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

は
国
際
法
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
組
織
は
「
事
実
の
構
造
」

こ
の
よ
う
な
「
事
実
的
実
体
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
国
家
へ
の
違
法
行
為
の

な
る
。

A
r
a
n
g
i
o
,
 
R
u
i
z
は
、
従
来
の
学
説
が
主
張
す
る
「
法
的
帰
属

(legal
attribution; 
i
m
p
u
t
a
t
i
o
n
 
juridique)
」

の

観

念

個

人

の

(94) 

行
為
及
び
意
思
の
国
家
へ
の
帰
属
は
法
規
範
の
作
用
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
ー
を
批
判
す
る
。

A
g
o
は
国
際
法
、

Anzilotti
は
国
内
法
と

い
う
違
い
は
あ
る
が
、
こ
の
観
念
は
、
国
家
を
法
人
と
み
な
し
、
法
人
は
自
ら
行
為
し
意
思
す
る
こ
と
は
で
き
ず
機
関
の
行
為
に
よ
っ
て

そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
「
法
的
帰
属
」

文
書
上
構
成
員

(agent)

の
理
論
で
は
、
法
人
の
帰
属
に
関
す
る
条
件
、
す
な
わ
ち
法
人
の
設
立

で
あ
る
者
が
権
限
の
範
囲
内
で
行
為
し
た
と
い
う
条
件
が
国
家
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
「
法
的
帰
属
」
概
念
を
A
r
a
n
g
i
o
,
 
R
u
i
z
は
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
第
一
に
、
国
際
法
は
国
家
の
設
立
及
び
組
織
に
関
し
て
積
極

的
で
は
な
い
の
で
、
国
家
機
関
の
権
限
を
規
定
す
る
国
内
法
規
則
は
、
法
人
の
設
立
文
書
が
国
内
法
の
法
的
補
完
で
あ
る
と
い
う
意
味
で

(95) 

の
国
際
法
の
補
完
で
は
な
い
。
第
二
に
、
帰
属
は
国
家
機
関
の
国
内
法
上
の
正
統
性
や
権
限
に
条
件
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。

代
わ
っ
て
彼
が
提
示
す
る
の
は
次
の
よ
う
な
帰
属
の
観
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
と

国
際
法
上
の
国
家
は

「
所
与
の
」
ま
た
は
「
現
実
の

（
国
際
人
格
と
し
て
の
）
国
家
の
組
織
の
間

「
帰
属
」
も
ま
た
、
従
来
の
理
解
と
は
異
な
る
こ
と
に

「
国
家
」
を
国
内
法
上
の
法
人
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
と
ら

22-2 -157 (香法 2002)



゜
、つ

ヽ
~

と
し

に
あ
る
の
は
事
実
的
関
係
で
あ
り
、
行
為
の
国
家
へ
の
「
付
属

(attachment;
a
p
p
a
r
t
e
n
a
n
c
e
)
」
を
言
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
判
断
は
解

釈
者
（
国
際
裁
判
官
や
政
府
の
外
交
担
当
者
）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
事
実
の
認
定
と
い
う
論
理
的
作
用
（
法
的
作
用
で
は
な
く
）
で
あ
る
。

(96) 

国
際
法
の
役
割
は
人
格
の
行
為
を
法
的
に
評
価
し
、
そ
こ
か
ら
結
果
を
導
く
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
付
属
」
と
い
う
作
用
が
行
わ
れ
る
の
か
？

国
家
の
「
行
為
」
に
は
多
数
の
自
然
人
が
関
係
す
る
の
で
、

(97) 

国
際
人
格
が
行
為
ま
た
は
意
思
し
た
と
結
論
づ
け
る
た
め
に
は
人
格
と
個
人
の
実
質
的
連
関
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
国
家
の
行
為
は
多

様
な
事
実
か
ら
な
り
、
し
か
も
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
国
内
法
か
ら
は
独
自
の
法
的
価
値
が
付
与
さ
れ
る
諸
事
実
の
複
合
的
性
質
を
有
す
る
。

一
部
の
学
説
は
「
私
人
」

の
行
為
や
「
内
部
の
下
位
の
機
関
」

の
行
為
に
よ
る
国
際
違
法
行
為
の
状
況
を
語
り
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
行

為
は
「
最
高
機
関
」
の
行
為
を
伴
わ
な
け
れ
ば
違
法
行
為
を
構
成
し
な
い
と
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
は
国
家
を
法
人
と
み
な
し
、

(98) 

人
」
や
「
内
部
の
下
位
の
機
関
」
を
国
際
法
の
観
点
か
ら
も
独
自
の
行
為
で
あ
る
と
の
評
価
を
与
え
る
も
の
で
誤
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

行
為
は
「
事
実
の
要
素
」
「
具
体
的
構
成
要
素
」
に
過
ぎ
ず
、
国
際
法
の
観
点
か
ら
は
全
体
と
し
て
単
一
の
行
為
と
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば

(99) 

な
ら
な
い
と
い
う
。

最
後
に
Arangio
,
 
R
u
i
z
が
「
過
失
」

の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
を
参
照
し
よ
う
。
彼
は
、
国
家
の
「
過
失
」
が
責
任
の
要

件
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は

I
L
C
草
案
（
第
一
読
）
三
一
条
（
不
可
抗
力
及
び
偶
発
事
態
）
及
び
そ
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
も
認
め
て
い
る

(100) 

と
述
べ
る
。

Arangio ,
 
Ruiz
に
よ
れ
ば
、
国
際
人
格
と
し
て
の
国
家
の
事
実
的
性
質
は
、
国
家
へ
の
故
意
ま
た
は
過
失
の
帰
属
が
国
内
法
ま
た
は
国

際
法
に
よ
る
法
的
帰
属
と
な
る
可
能
性
を
否
定
す
る
と
い
う
。
行
為
の
主
観
的
要
素
で
あ
る
故
意
過
失
の
問
題
は
、
国
家
の
行
為
の
帰
属

の
問
題
同
様
、
事
実
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
認
定
は
裁
判
官
な
ど
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
論
理
的
作
用
（
す
な
わ
ち
事
実
の
認
定
）

六
八

で
あ
る 「私

22-2 -158 (香法 2002)
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そ
の

六
九

い
く
つ
か
の
複
雑
な
フ
ァ
ク
タ
ー
、
す
な
わ
ち
公
務

「
内
面
的
態
度
」
は
、

そ
し
て
、
国
内
不
法
行
為
法
に
お
け
る
個
人
の
故
意
過
失
の
決
定
も
困
難
で
あ
る
が
、
国
家
の
故
意
過
失
の
認
定
は
一
層
困
難
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
国
内
法
上
の
法
人
と
し
て
の
国
家
と
同
様
に
複
雑
で
あ
る
ば
か
り
か
、
国
内
法
の
国
家
の
範
囲
を
越
え
て
い
る
が
ゆ
え
に
さ

ら
に
複
雑
で
あ
る
。
国
家
の
行
為
は
様
々
な
レ
ベ
ル
の
様
々
な
機
関
の
多
数
の
行
為
か
ら
な
る
の
で
、

下
級
公
務
員
の
行
為
や
心
理
的
態

度
が
そ
れ
自
体
国
家
の
行
為
や
心
理
的
態
度
を
具
体
化
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
で
国
家
の
過
失
の
決
定
は
大
き
な
困

難
を
有
し
て
い
る
が
、
責
任
の
条
件
と
し
て
の
過
失
の
有
無
や
程
度
の
問
題
は
違
反
さ
れ
る
国
際
法
規
則
の
内
容
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る

面）

法
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

以
上
が

A
r
a
n
g
i
o
,
 
R
u
i
z
の
見
解
で
あ
る
。
き
わ
め
て
特
異
な
見
解
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
れ
を
支
持
す
る
学
説
が
あ
る

の
も
事
実
で
あ
る
。
特
に
、

P
a
l
m
i
s
a
n
o
は
A
r
a
n
g
i
o
,
 
R
u
i
z
の
見
解
を
発
展
さ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は

A
r
a
n
g
i
o
,
 
R
u
i
z
の
主
張
す

る
国
家
の
事
実
的
観
念
、
並
び
に
国
家
の
行
為
及
び
意
思
は
全
体
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
を
出
発
点
と
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
国
内
法
が

「
一
次
的
人
格
」

た
る
自
然
人
の
外
形
的
行
為
と
内
面
的
態
度
を
識
別
す
る
よ
う
に
、
国
際
法
上
の
国
家
も
、
集
合
的
実
体
で
あ
る

と
し
て
も
、
実
体
視
し
て
そ
の
外
形
的
行
為
と
内
面
的
態
度
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。
国
家
の

国
内
法
に
お
け
る
自
然
人
の
心
理
的
態
度
を
決
定
す
る
方
法
を
国
家
に
類
推
し
て
、

員
個
人
及
び
集
団
の
心
理
的
態
度
、
政
治
的
及
び
行
政
的
決
定
並
び
に
社
会
的
確
信
を
条
件
づ
け
る
制
度
的
及
び
手
続
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
、

国
家
機
構
の
頂
点
に
あ
る
者
の
態
度
、
社
会
集
団
の
文
化
的
伝
統
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
傾
向
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

そ
し
て
、
「
主
体
の
意
思
の
担
う
方
向
と
違
反
の
あ
っ
た
規
範
の
規
定
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
」
と
定
義
さ
れ
る
過
失
も
こ
の
よ
う
な
方
法

(103) 

で
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
く
。

こ
れ
ら
の
説
は
、
国
際
法
の
国
家
の
生
成
・
組
織
に
対
す
る
消
極
的
態
度
、
国
際
法
の
発
達
の
歴
史
に
つ
い
て
は
傾
聴
す
べ
き
点
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
国
際
法
上
の
国
家
を
自
然
人
と
同
一
視
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
議
論
さ
れ
て
き
た
、
国
家
に
心

22-2 -159 (香法 2002)



他
方
で
、
視
点
の
転
換
を
主
張
し
た
の
が

Sperduti
で
あ
り
、
心
理
的
過
失
概
念
に
代
わ
っ
て
客
観
的
過
失
概
念
を
観
念
す
る
こ
と
で
、

「
国
家
」
の
「
過
失
」
と
い
う
矛
盾
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

A
r
a
n
g
i
o,
 
R
u
i
z
は
、
国
際
社
会
の
歴
史
及
び
構
造
の
特

殊
性
か
ら
、
「
国
家
」
を
国
内
社
会
に
お
け
る
「
自
然
人
」
に
比
す
べ
き
「
一
次
的
人
格
」
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
か
ら
「
国
家
」
が
「
自

「
過
失
」
を
復
活
さ
せ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

の
に
対
し
、

理
的
過
失
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
の
困
難
は
克
服
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
理
論
的
な
障
害
が
克
服
さ
れ
た
と
し
て
も
、
事
実
に
お
い

て
多
数
の
自
然
人
の
組
織
体
で
あ
る
国
家
の
意
思
や
行
為
を
一
個
の
自
然
人
の
よ
う
に
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
全
体
と
し
て
把
握
さ
れ
る
事
実
的
実
体
た
る
国
家
の
「
行
為
」
や
「
過
失
」
を
認
定
す
る
た
め
の
明
確
な
指
針
や

基
準
を
提
示
し
て
お
ら
ず
、
実
際
の
適
用
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
、
様
々
な
学
説
を
参
照
し
て
き
た
が
、
国
家
責
任
に
お
け
る
過
失
の
問
題
は
、

Sperduti
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
際
法
に
お
け

る
「
国
家
」

お
い
て
は
「
国
家
」
の
「
過
失
」
は
容
易
に
肯
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
現
代
に
入
っ
て
、

Anzilotti
や
A
g
o
は、

家
」
は
心
理
的
態
度
を
持
た
な
い
が
ゆ
え
に
、
直
接
「
過
失
」
を
負
い
う
る
存
在
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
「
国
家
」
の
過
失
を

そ
の
機
関
で
あ
る
自
然
人
の
過
失
と
観
念
し
た
。
そ
し
て
、
過
失
が
責
任
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
こ
と
を

Anzilotti
は
否
定
し
、

A
g
o

は
肯
定
し
た
。

Sperduti
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
、
国
家
は
国
際
法
秩
序
に
属
す
る
が
個
人
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
客
観
理
論
の

前
提
—
|
_
そ
れ
はG
r
o
t
i
u
s
以
来
の
加
担
理
論
を
否
定
す
る
意
義
を
有
し
た
ー
|
l
は
個
人
に
特
有
の
「
過
失
」
を
国
際
法
か
ら
排
除
し
た

， 
/¥. 

小

の
組
織
の
問
題
と
関
連
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
国
家
」
が
君
主
の
人
格
と
同
義
で
あ
っ
た

Grotius
に

括

「
法
人
」
と
し
て
の
「
国

A
g
o
は
、
帰
属
は
国
際
法
の
作
用
で
あ
る
こ
と
及
び
機
関
た
る
個
人
も
国
家
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
国
際
法
に

七
0
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然
人
」
で
あ
る
と
み
な
し
て
、

ゆ
え
に
「
国
家
」
に
過
失
を
帰
し
う
る
と
主
張
し
た
。

こ
れ
ら
の
論
者
の
議
論
に
お
い
て
、
「
過
失
」
は
単
純
な
「
心
理
的
過
失
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

Sperduti
や

L
u
z
z
a
t
t
o
は

明
確
な
客
観
的
過
失
概
念
を
採
用
し
た
が
、

Anzilotti
や

A
g
o
も
、
法
規
範
の
認
識
（
可
能
性
）

七

と
い
う
い
く
ら
か
規
範
的
な
過
失
概
念

を
採
用
し
、
純
粋
な
不
注
意
、
結
果
の
予
見
に
対
す
る
欠
如
と
い
っ
た

c
u
l
p
a
概
念
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

国
家
責
任
に
お
け
る
過
失
の
問
題
を
考
え
る
上
で
一
番
重
要
な
問
題
は
、
国
家
の
抽
象
的
も
し
く
は
集
合
的
実
体
ま
た
は
組
織
体
で
あ

る
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
で
あ
る
。
国
家
の
性
質
を
理
由
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
国
際
法
上
の
国
家
は
心
理
的
態
度
を
有
し
え
な
い
の
で
あ
れ

（
叫
）

ば
、
少
な
く
と
も
心
理
的
・
主
観
的
な
過
失
の
存
在
は
否
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

Anzilotti
や

A
g
o
を
は
じ
め
、
学
説
は
国
際
法
上
の
国
家
を
法
人
と
理
解
す
る
点
で
一
致
す
る
が
、

A
r
a
n
g
i
o
,
 
R
u
i
z
の
、
国
家
を
事
実

的
実
体
と
み
る
見
解
を
ど
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
よ
い
か
。
現
実
に
は
国
家
は
も
ち
ろ
ん
社
会
的
に
一
定
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
集
団
と
し

一
人
の
自
然
人
と
同
じ
意
味
で
実
在
す
る
人
格
で
は
な
い
。
多
数
の
自
然
人
の
集
合
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
法
人

す
な
わ
ち
権
利
義
務
を
帰
属
さ
せ
る
た
め
の
法
的
手
段
と
し
て
擬
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
法
の
世
界
に
お
い
て
一
個
の
人
格
と
し
て
観

念
的
に
存
在
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
法
の
平
面
で
は
自
然
人
と
同
等
の
法
的
人
格
を
獲
得
し
、
自
然
人
の
人
格
か
ら
の
類
推
に
よ
り
一
定
の

特
質
を
帰
せ
ら
れ
る
が
、
す
べ
て
の
特
質
を
備
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
具
体
的
事
実
・
実
態
に
適
合
す
る
範
囲
で
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う

(
A
g
o
や
A
r
a
n
g
i
o
,
 
R
u
i
z
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
自
然
人
」
も
ま
た
抽
象
化
さ
れ
た
人
格
で
あ
っ
て
、
具
体
的
存
在
と
の
間
に
は

(105) 

ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
わ
け
だ
が
）
。
自
然
人
に
固
有
の
不
注
意
と
い
う
精
神
的
状
態
ま
で
ア
プ
リ
オ
リ
に
備
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
も
し
真
に
そ
の
必
要
が
あ
れ
ば
、
法
は
擬
制
に
よ
っ
て
国
家
の
心
理
的
態
度
を
も
措
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る

(Jui) 

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、

K
e
l
s
e
n
は
独
特
の
議
論
に
よ
っ
て
国
際
責
任
が
客
観
的
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
が
、
法
人
の
刑
事
責

任
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
が
示
唆
的
で
あ
る
。
「
団
体
は
犯
罪
を
犯
し
え
な
い

て
実
在
し
て
い
る
が
、

）
」
と
、
う
原
則
は
、

云

soc1etas
n
o
n
 
potest 
d
e
l
m
q
u
e
r
e
 

-> 
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現
実
の
人
格
が
有
す
る
よ
う
な
m
e
n
s
rea 
(
主
観
的
要
素
、
犯
意
）
ま
た
は
有
責
性

(culpability)

を
構
成
す
る
精
神
状
態
を
持
ち
え

な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
決
定
的
な
理
由
で
は
な
い
。
近
代
刑
法
で
は
、

m
e
n
s
rea
を
要
件
と
し
な
い
絶
対
責

任
も
あ
る
。
法
が
法
人
の
機
関
が
悪
意
で
行
為
し
た
こ
と
を
条
件
と
し
て
法
人
に
刑
事
制
裁
を
定
め
る
な
ら
ば
、
法
人
は
犯
意
を
持
っ
て

い
る
と
言
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
法
人
へ
の
帰
責
(imputation)
は
、
自
然
の
現
実
の
描
写
で
は
な
く
、
法
的
構
成
(juristic
construction) 

(107) 

で
あ
る
」
。

(108) 

現
に
法
人
の
刑
事
責
任
を
定
め
る
国
内
法
も
あ
る
だ
け
で
な
く
、

て
も
そ
の
意
思
を
表
示
す
る
。
国
際
法
に
お
い
て
も
、

一
定
の
範
囲
で
国
家
の
心
理
的
態
度
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。

P
a
l
m
i
s
a
n
o
は
、
実

定
国
際
法
に
お
い
て
国
家
の
心
理
的
態
度
が
参
照
さ
れ
る
局
面
を
挙
げ
て
い
る
。
例
え
ば
、
条
約
は
国
家
の
意
思
の
合
致
で
あ
り
、
条
約

の
無
効
原
因
に
は
人
間
心
理
に
関
す
る
事
由
（
錯
誤
、
詐
欺
な
ど
）
が
存
在
す
る
。
慣
習
法
は
諸
国
家
の
確
信
（
黙
示
の
同
意
）
か
ら
な

る
。
領
土
紛
争
の
解
決
や
違
法
性
阻
却
事
由
と
し
て
国
家
の
同
意
ま
た
は
黙
認
が
言
わ
れ
る
。
強
行
規
範
の
成
立
に
お
い
て
諸
国
家
の
確

信
が
、
自
衛
と
復
仇
の
区
別
に
お
い
て
国
家
の
動
機
ま
た
は
意
図
の
役
割
が
参
照
さ
れ
る
。
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
例
か
ら
全
体
と
し
て
の

(100) 

国
家
（
機
関
で
は
な
く
）
に
自
然
人
が
有
す
る
心
理
的
態
度
が
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

国
家
の
「
意
思
」
に
関
し
て
い
え
ば
、
基
本
的
に
国
家
の
同
意
を
基
礎
と
し
て
国
際
法
が
生
成
さ
れ
る
以
上
、
国
家
の
意
思
を
特
定
す

る
こ
と
が
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
。
そ
こ
で
抽
象
的
実
体
た
る
国
家
の
意
思
が
擬
制
さ
れ
る
。
国
際
法
は
条
約
の
締
結
に
お
い
て
国
家
の

(llo) 

意
思
を
正
統
に
表
明
す
る
機
関
及
び
手
続
を
詳
細
に
定
め
て
い
る
。
慣
習
法
成
立
の
た
め
法
的
確
信
の
存
在
や
黙
認
と
い
っ
た
一
定
の
意

思
的
態
度
は
一
定
の
事
態
に
対
す
る
国
家
の
沈
黙
か
ら
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ゆ
え
に
、
「
国
家
」
や
「
法
人
」
の
心
理
的
態
度
を
現
実
に
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
法
秩
序
は
そ
れ
を
「
擬
制
」
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
え
よ
う
。
ど
の
よ
う
な
場
合
に
「
法
人
」
や
「
国
家
」
が
意
思
を
表
明
し
た
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
条
件
を
法
規
範
が
定
め
る
こ

一
般
に
法
人
は
契
約
を
締
結
す
る
な
ど
法
律
行
為
を
な
す
に
あ
た
っ

七
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て
い
た
不
可
抗
力
の
例
の
う
ち
、
国
家
の
公
務
員
と
し
て
行
為
す
る
個
人
の
自
己
ま
た
は
自
己
に
委
託
さ
れ
た
者
の
生
命
が
危
険
に
あ
る

状
況
で
こ
れ
を
救
う
た
め
行
為
し
た
事
例
は
、
「
遭
難
」
と
い
う
独
立
の
違
法
性
阻
却
事
由
と
し
て
定
式
化
さ
れ
た
。
ま
た
、
百
g
h
事
件

国）

で
は
、
警
察
官
に
よ
る
暴
力
が
正
当
な
職
務
の
執
行
と
み
な
さ
れ
て
適
法
と
さ
れ
、

英
国
・
パ
ナ
マ
仲
裁
裁
判
所
判
決
(
-
九
三
三
年
）

公
務
員
の
振
る
っ
た
暴
力
の
態
様
が
損
害
賠
償
額
に
反
映
さ
れ
た
米
国
・
メ
キ
シ
コ
一
般
請
求
委
員
会
の

G
a
r
c
i
a
a
n
d
 
G
a
r
z
a
事
件
判
決

（
一
九
二
六
年
）
の
よ
う
な
例
が
あ
る

C

い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
家
の
心
理
的
過
失
を
認
め
る
た
め
に
は
、
実
定
法
上
、
国
家
の
心
理
的
過
失
と
い
う
「
法
的
構
成
」
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
す
る
規
則
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ
の
方
法
を
規
定
す
る
規
則
が
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
前
者
に
関
し
て
は
、
実
定
法
上
国
家
の
過
失
が
参
照
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
個
別
の

状
況
に
過
失
が
要
素
と
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
、

る
こ
と
が
あ
る
。

I
L
C
草
案
に
規
定
す
る

家
の

と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
抽
象
的
な
い
し
集
合
的
実
体
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
そ
れ
ら
が
心
理
的

態
度
を
有
し
な
い
と
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
心
理
的
過
失
」
に
つ
い
て
も
、
法
規
則
が
そ
れ
を
擬
制
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
で
も
、
法
規
則
が
国

「
過
失
」

の
存
在
と
役
割
を
明
示
的
に
規
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
「
同
意
」
や
「
黙
認
」
と
は
異
な
り
、
心
理

的
過
失
す
な
わ
ち
意
思
の
緊
張
を
欠
い
た
不
注
意
と
い
う
状
態
を
推
論
に
よ
っ
て
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
、
国
際
法
規
範
が
一
定
の
事

実
を
国
家
の
心
理
的
過
失
と
み
な
す
と
定
め
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

か
り
に
国
家
の
心
理
的
態
様
を
措
定
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
際
、
違
法
行
為
を
行
っ
た
公
務
員
の
心
理
的
態
様
を
考
慮
に
人
れ
る
こ
と

も
妨
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
国
家
責
任
で
は
、
実
際
に
国
際
違
法
行
為
を
行
っ
た
個
人
た
る
機
関
の
人
的
事
情
が
考
慮
さ
れ

「
遭
難

(distress)
」

七

の
例
が
あ
る
。

A
g
o
が
機
関
た
る
個
人
の
過
失
の
消
極
的
限
界
と
し

一
般
的
に
国
家
責
任
が
過
失
責
任
を
本
質
と
し
て
い
る
か
ど

22-2 -163 (香法 2002)
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)
 

(
1
)
 

れ
た
秩
序
の
回
復
の
負
担
を
負
わ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、

任
を
負
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
「
事
変
の
責
め
は
何
人
に
よ
っ
て
も
負
わ
れ
な
い

実
定
法
規
則
に
お
い
て
国
家
の
心
理
的
過
失
の
定

こ
の
理
論
的
前
提
が
国
際
法
体
系
に
お
い
て

法
以
来
の
原
則
は
、

praestantur)
」
と
い
う
ロ
ー
マ

22-2 -164 

こ
の
過
失
責
仔
主
義
の
要
請
は
実
定
法
と
い
う
よ
り
も
理
論
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

G
r
o
t
i
u
s
が
過
失
責
任
の
原

則
を
主
張
し
た
の
は
、
主
体
の
意
思
自
由
を
尊
重
す
る
考
え
方
で
あ
り
、
主
体
は
意
思
し
た
行
為
及
び
意
思
に
瑕
疵
あ
る
行
為
に
の
み
責

い
か
な
る
法
体
系
で
あ
れ
、
責
任
の
観
念
に
内
在
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

S
p
e
r
d
u
t
i
が、

そ
こ
で
、

ゆ
え
に
被
害
が
主
体
の
意
思
の
結
果
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
前
提
か
ら
国

(lls) 

際
法
の
過
失
責
任
主
義
を
導
こ
う
と
し
た
の
も
理
解
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

も
妥
当
す
る
の
か
否
か
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

(casus 
a
 nollo 

責
任
と
は
侵
害
さ

義
が
存
在
す
る
か
否
か
、
あ
る
い
は
過
失
概
念
が
客
観
的
な
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

R. A
g
o
,
 L
a
 c
o
l
p
a
 
nell'illecito 
i
n
t
e
m
a
z
i
o
n
号
in
Scritti 
giuridici 
in 
o
n
o
r
e
 di 
Santi 
R
o
m
a
n
o
,
 
vol.3(1940), 
reprinted 
in 
ibid., 
Scritti 
sulla 

responsabilita internazionale degli Stati, 
vol.1 (
1
9
7
 00) ,
 p.274. 

(2)

潮
見
佳
男
「
民
事
過
失
の
帰
責
構
造
」
(
-
九
九
五
）
―
二
三
頁
。

(
3
)
 
H. Grotius, D
e
 ju
r
e
 belli a
c
 p
a
c
i
s
 libri 
tres(1625), bk.II, 
ch.xvii ,l. 

(
4
)
 
A
g
o
,
 L
a
 colpa, p.274. 

(
5
)
 
Grotius, op.cit., 
bk.II, 
ch.xvii, 2
0
 a
n
d
 21. 

(
6
)
 
I
b
i
d
 ;

 20. 

(
7
)
 
A
g
o
,
 L
a
 colpa, p.247. 
た
だ
し
、

A
g
o
が
引
用
す
る
の
は
、
「
国
王
及
び
統
治
者
は
、
盗
賊
及
び
海
賊
を
防
止
す
べ
き
で
あ
り
、
可
能
で
あ
る
場
合
に
そ

れ
を
な
さ
ず
、
救
済
を
付
与
し
な
か
っ
た
場
合
は
不
注
意
に
よ
り
責
任
を
負
う
」

(Grotius,
op.cit ;
 bk.II, 
ch.xvii, 
2
0
)

で
あ
る
。

Grotius, op.cit., 
bk.II `
 
ch.xxi, 
2
 ,
 
3
.
 

加
担
理
論
と
そ
れ
に
対
す
る
Triepel
や

Anzilotti
の
批
判
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
た
も
の
と
し
て
、
田
畑
茂
二
郎

う
か
も
検
討
さ
れ
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
四

（香法 2002)



(m空）了五森唸氾、ヤ巨り

「淫-<~~
巽

旦
吋

心
三

{
*
G
三
経
斗
弐
出
」

(
I
)

(: 
!
 .
 {I~)
迅
茫
纏
裟

i::.i::浸
u:~

□~,+J
三
＇
＃
冨
・
ベ
栞
ミ
三
〇
~
(
:

り
~:1:<)

゜

(0)) 

(
S
)
 

（二）

国
）

M
.
G
.
 C
o
h
n
,
 L
a
 theorie d

e
 la 

responsabilite intemationale, Recueil des cours, vol.68 (1939-II), p.242. 

+
<
咤
廷
苦
逓
「
岩
茫
心
←
品
E;:±1

』
（
走
＇
玉
笛

i
 f:2
乏

};.i)
11:~(i

汎口く
(4i二

三
呈
姿
蒻
貸
性
）
゜

~
\
淫
＇
寄
云
・
写
認
醤

Ill
1

 !
 I 1

 iー：
i

 1 I
 

11iffil(0 

岩
唸

盆
酬

膨
直

良
2
回
経
迅
旦
母
亡
心
痢
ti<

E;¼-起
(
:

I)
」
王
送
迅
委
芯
要
廿
’
釣
共
荘
糾
く
食

(I
f:2~< 1) 

ii 1<
冨

'
A
.
Favre, Fault as 

an E
l
e
m
e
n
t
 

「疑出太ミ別H↑」已W

of the 
Illicit 

Act, 
G
e
o
r
g
e
t
o
w
n
 L

a
w
 Journal, 

vol.52(1964), p.555; 
R. 

Pisillo-Mazzeschi, 
"
D
u
e
 diligence" e

 responsabilita internazionale degli 

stati (1989), 
p.30. 

炉
勾
王
豆
忍
！
呂
「
四
経
饂
出
旦
兵
亡
叫
認
芦
翠

J
『
年
翠
叫
匹
虚
誕
恐
ご
疇
鱈
亨
回
」

(
I
~
字

）
叫

均
1圏

芝
,

J.1::1謳
忌
ふ
痢
ざ
礼
瓜
出
縄
全
三
｛
祖

rm;~心
そ
や
G
~
漆
召
芸
定
（
益
-
<
~
正
fL.

G
~!;: 淀

旦
廿

叫
菜

匹
心

J)
如
益
:::;;:s..L.1±.'

ヤ
痢
水
菰
出
邁
姐
出
華

...J
¥-J 

::; 

心
は
宅
地
ふ
こ

..lj茫
涯
⇒

い
こ

t-,Q"

虚
）

A. 
Gattini, 

L
a
 
notion 

de 
faute 

a
 la 

lumi
さ
re

d
u
 
projet 

de 
convention 

de 
la 

C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
u
 
Droit 

International 
sur 

la 
responsabilite 

intemationale
、
E
H
L
,

vol.3(1992), 
pp.26

豆
66.

回
Ill'E.

J
i
m
e
n
e
z
 
de 

Arechaga, 
International 

Responsibility, 
in 

M
.
 S

~
rensen(ed.), M

a
n
u
a
l
 of 

（コ）

「ざ窓」

（臼）

Public International l
a
w
(
!
 968), p.535; 

I. 
Brownlie, System of the L

a
w
 qf'Nations: 

State 
Responsibility, 

part 
1(1983), p.150. 

Zouch, 
Wolff, 

Pufendorf, 
Burlamaqui, Calvo, 

Phillimore, 
Hall.(.-ri

勾
゜

⇔
勾

Pufendorf
ゴ

廷
-
<
G
咽
蕊
臣
訳
汀
恨
ぐ
口

'patientia
全
華
世
め
ご

心
心

2
ゃ

,
,I. 仁

紋
溢
さ
知
芭
笞
如
心
ぐ
心
勾
シ
で
゜

A
g
o

曹
L
a
colpa, p.274; 

Pisillo-Mazzeschi, "
D
u
e
 diligence" e

 responsabilita, p.29. 

E. 
de Vattel, 

Droit des gens, 
o
u
 principes d

e
 la 

loi 
naturelle(1758), bk.II, 

ch.vi, 
73-77. 

姿
唸

盆
・

宕
彰

野
IH

(~ 皿
ゴ

Vattel
さ
迅
<
勾
⇒

ヤ

c
回
{
~
~
ふ
峠
恒
ゃ
に
平
こ
心
全

,'.£§1
{
恙
臣
逹

S
甜
芯
迂
如
湮
冤
ヤ
心

i
)
心
や
回
｛
約
置
出

G
誤
奇
狡
咲
訳
赳
,
_
_
)
,

翌
-d<G

習
王
后
砦
起

S
臣
詞
如
口
簑
⇒
ャニ

心亡為りこ1-菰悩三C1迅送日

ぼ
）

ふ
令
ぐ
心

..:l.j
シ
ぐ
醤
卓
太
江
⇒

\J~
 心゚

H. 
Tricpcl, 

¥liilkerrecht 
u
n
d
 Landesrecht(1899), p.324. 

Triepel
要

蓮
ご

日
思

心
令

追
い

¥J,

ャ
8..L'.::'一

'
(
~
武怜恩

J
志
□
湮
毎
+
<
牲
嘉
邸
・
母

i
薇

以
忘

縄
芸

I
H
(
拿

(i
.f2<+1) 

.
 fill]~ ゚

（に）

沼）虚
）

そ
豆
苺
「
「
担
-
<
~
こ
淀
旦
吋
心
三
｛
臼
弐
ビ
」

R
G
D
I
P
,
 vol.13(1906), p.13; 

ibid., 
C
o
u
r
s
 de droit international (French trans. 

b
y
 G. Gide! of 3rd Italian ed.), 

vol.1(1929). p.468. 

旦
い
こ

A
g
o
,
 L

a
 colpa, p.274; 

Pisillo-Mazzeschi
、
"
D
u
e
diligence" e

 responsabilita, 
pp. 34-35. 

Anzilotti 
G
三
｛
怜
址
ユ
埠
翌
唇

G
涵く：：：：心

⇒
ヤ
,

+
<
蹂
玉
こ
「
回
｛
州
恥
＃
出
臣
縄
→
挙
叶
迅
・
唱
兵
傘
:J!r.m

」
羊
益
坦
母
癖

I
1

 
0

 IT~"> (i 
]
 
0

 Q
 :) ITT,<~o 

D. 
Anzilotti. 

Teoria 
generate 

delta 
responsabilita 

de/lo 
Stato 

net 
diritto 

internazionale, 
part 

I
 

(1902), 
reprinted 

in 
ibid., 

Scritti 
di 

diritto 

internaziona/e pubblico, 
vol. I

 
(1956), p.83; 

ibid., 
L
a
 responsabilite 

internationale des Etats 
a

 raison 
des d

o
m
m
a
g
e
s
 soufferts 

par des 
etrangers, 

(NOON迅如）S91 
|zー斜

坦
に



I
b
i
d
 ;
 L
a
 responsabilite, 
p
.
2
8
5
.
 
同
旨
、

ibid.,
Teoria, 
p
p
.
1
2
1
 
a
n
d
 135. 
Anzilotti
は
帰
属
に
は
①
行
為
者

(
a
g
e
n
t
)

に
お
け
る
法
的
権
利
義
務
を
有

す
る
能
力
と
②
行
為
者
と
帰
属
が
主
張
さ
れ
る
行
為
と
の
関
係
と
い
う
二
つ
の
条
件
が
必
要
で
あ
る
が
、
①
は
国
家
の
人
格
で
あ
れ
ば
当
然
満
た
さ
れ
、
②

は
、
国
際
法
は
国
家
に
よ
っ
て
の
み
違
反
さ
れ
る
の
で
、
国
家
自
身
の
行
為
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
国
家
の
活
動
に
結
び
付
く
関
係
（
直
接
責
任
）
及
び
他

国
の
行
為
に
つ
い
て
は
当
該
他
国
と
の
連
合
ま
た
は
従
属
関
係
（
間
接
責
任
）
が
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

I
b
i
d;
 L
a
 responsabilite, p
.
2
8
6
.
 

(21) 

(22) 

(20) 

ゆ
え
に
個
人
に
関
し
て
の
み
そ
れ
ら
を

I
b
i
d
 ;
 p
.
2
8
7
.
 
同
旨
、

ibid.
,
 Co

u
r
s
,
 p
p
.
4
9
6
 ,
 
4
9
7
.
 

「
故
意
と
過
失
は
、
そ
の
後
の
適
切
な
意
味
に
お
い
て
心
理
的
事
実
と
し
て
の
意
思
の
存
在
の
形
式
を
意
味
し
、

語
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

Ibid.,
C
o
u
r
s
,
 p
.
4
9
8
.
 

Anzilotti

の
過
失
概
念
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

Anzilotti
は
過
失
を
心
理
的
態
度
（
意
思
の
欠
如
）
と
し
た
が
、
よ
り
正
確
に
は
法
的
義

務
に
反
す
る
こ
と
の
認
識
（
ま
た
は
認
識
可
能
性
）
と
い
う
規
範
的
要
素
を
含
む
も
の
と
し
て
把
握
し
て
お
り
、
当
時
の
刑
法
学
説
に
お
け
る
過
失
概
念
と

の
近
似
性
が
認
め
ら
れ
る
。
G
.
P
a
l
m
i
s
a
n
o
,
 
C
o
l
p
a
 d
e
l
l
'
o
r
g
a
n
o
 
e
 c
o
l
p
a
 
dello 
stato 
n
e
l
l
a
 
r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
a
 
i
n
t
e
m
a
z
i
o
n
a
l
e
:
 
s
p
u
n
t
i
 
critici 
di 
teoria 
e
 

prassi, 
C
o
m
u
n
i
c
a
z
i
o
n
i
 e
 studi, v
o
l
.
1
9
/
2
0
(
1
9
9
2
)
,
 p
p
.
6
5
2
 ,
 
6
5
4
,
 n.78. 

(23)

百
ilotti,
L
a
 responsabilite, p
.
2
8
7
.
 

(24) 
Ibid. ,
 p.

2
8
8
.
 
同
旨
、

ibid.,
T
e
o
r
i
a
,
 p
p
.
1
2
9
 ,
 13
0
.
 

(25)

婦
属
が
国
内
法
に
よ
る
と
い
う
考
え
は
の
ち
に
変
更
さ
れ
る
が
、

Anzilotti
の
理
論
的
前
提
と
し
て
、
国
際
法
と
国
内
法
を
そ
れ
ぞ
れ
自
律
し
た
法
秩
序

と
み
る
二
元
論
の
立
場
が
あ
り
、
ま
た
国
家
が
何
か
と
い
う
問
題
及
び
国
家
の
内
的
組
織
は
国
家
の
国
内
事
項
で
あ
っ
て
国
際
法
は
こ
れ
に
関
与
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
。
P
a
l
m
i
s
a
n

。,op.cit ；
 p
.
6
3
8
,
 n
.
3
2
;
 P.
＇M. D
u
p
u
y
,
 D
i
o
n
i
s
i
o
 Anzilotti a
n
d
 the L
a
w
 o
f
 International R
e
s
p
o
n
s
i
b
i
l
i
t
y
 

o
f
 States, 
E
J
I
L
,
 v
o
l
.
3
(
1
9
9
2
)
,
 
p
.
1
4
4
.
 
こ
の
よ
う
な
論
理
を
突
き
詰
め
れ
ば
、
国
家
が
過
失
を
有
す
る
か
否
か
は
国
内
法
の
問
題
と
な
り
、
国
際
法
は
答
え

ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、

P
a
l
m
i
s
a
n
o
,
op.cit., 
p
.
6
3
8
.
 

(26)

一
九
0
―
一
年
の
論
考
で
は
、
立
法
機
関
、
船
舶
に
よ
る
行
為
な
ど
具
体
的
事
例
毎
に
検
討
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
て
、
そ
の
中
で
公
務
員
の
行
為
に
つ

い
て
二
つ
の
例
を
設
け
て
検
討
し
て
い
る
。

Anzilotti,
T
e
o
r
i
a
,
 p
.
1
2
6
.
 ま

た
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
公
務
員
の
「
選
任
に
お
け
る
過
失
(
c
u
l
p
a
in e
l
i
g
e
n
d
o
)
」

)
 
I
b
i
d
 ;
 L
a
 responsabilite, p
p
.
2
8
9
 ,
 
9
0
;
 ibid., 
T
e
o
r
i
a
,
 p
p
.
1
3
2
 ,
 
1
3
5
.
 

7
 

(
2
 

「
監
督
に
お
け
る
過
失

(
c
u
l
p
a
in 
v
i
g
i
l
a
n
d
o
ま
た
は
c
u
l
p
a
in 
c
u
s
t
o
d
i
e
n
d
o
)
」
を
主
張
す
る
説
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
過
失
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
過
ぎ

な
い
、
と
い
う
の
は
、
最
高
位
の
機
関
に
は
適
用
し
え
な
い
し
、
公
務
員
選
任
に
関
す
る
近
代
国
家
の
シ
ス
テ
ム
に
適
合
し
な
い
と
す
る
。

Ibid.,
L
a
 

responsabilite, 
p
p
.
2
8
7
 ,
 
88. 
ま
た
、
国
家
が
完
全
な
規
制
の
自
由
を
有
す
る
国
家
と
公
務
員
の
関
係
の
現
実
に
適
合
せ
ず
、
逆
に
国
家
が
公
務
員
に
実
効
的

七
六

22-2 -166 （香法 2002)
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M
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"
D
u
e
 

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
及
ぽ
し
え
な
い
場
合
に
は
過
失
は
な
い
こ
と
に
な
っ
て
不
都
合
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

Ibid.,
T
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o
r
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,
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1
3
3
 ,
 13
4
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Ibid., 
L
a
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e
s
p
o
n
s
a
b
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l
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e
,
 
p
.
2
9
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後
に
執
筆
し
た
概
説
書
で
は
、
「
機
関
一
般
の
故
意
ま
た
は
過
失
」
を
措
定
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
過
失
概
念
の
確

実
性
は
失
わ
れ
、
国
家
の
意
思
が
形
成
さ
れ
行
為
が
決
定
さ
れ
る
複
雑
な
プ
ロ
セ
ス
を
考
え
れ
ば
こ
の
よ
う
な
過
失
を
探
求
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。

Ibid.
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s
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5
0
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5
0
1
.
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p
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n
s
a
b
i
l
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蕊
p
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.
2
9
0
,
 
2
9
1
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ibid., 
T
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o
r
i
a
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 p.
1
3
7
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ibid., 
C
o
u
r
s
,
 p
.
5
0
1
.
 

I
b
i
d
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r
i
a
 ,
 p.
1
3
5
.
 

S
c
h
o
e
n
や
S
t
r
u
p
p

の
見
解
で
あ
る
が
、
作
為
と
不
作
為
の
区
別
が
明
確
で
は
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。

I
b
i
d
.
,
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u
r
s
,
 p
p
.
S
O
I
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5
0
2
 ̀

 

A
n
z
i
l
o
t
t
i

に
よ
れ
ば
、
こ
の
注
意
は
、
具
体
的
に
は
私
人
の
行
為
を
抑
止
し
処
罰
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
私
人
の
行
為
を
禁
じ
る
立
法
、
抑
圧
の
た
め
の

司
法
、
防
止
の
た
め
の
行
政
の
活
動
と
い
う
国
家
活
動
の
は
ぼ
す
べ
て
に
関
わ
る
複
雑
な
義
務
で
あ
る
。
学
説
は
、
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
義
務
の
内
容
を
確

定
す
る
の
に
よ
り
単
純
な
「
過
失
」
す
な
わ
ち
国
家
の
意
思
の
探
求
を
好
ん
だ
と
い
う
。
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d
 ;
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r
i
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,
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.
1
3
7
-
1
3
8
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r
s
,
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.
5
0
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 ,
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0
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帰
属
は
国
際
法
規
範
の
適
用
の
結
果
で
あ
る
が
、
国
家
と
機
関
の
関
係
を
特
定
す
る
た
め
に
国
内
法
に
「
反
致
」
す
る
こ
と
も
で
き
、
国
内
公
法
が
（
加

害
行
為
を
行
っ
た
）
個
人
に
国
家
の
行
為
を
な
す
権
限
を
付
与
し
て
い
る
場
合
に
は
帰
属
が
推
定
さ
れ
る
と
し
た
。

I
b
i
d;
 p
.
4
6
9
.
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国
際
規
範
は
、
一
定
の
機
関
の
意
思
及
び
行
動
を
国
家
の
意
思
及
び
行
動
と
し
て
評
価
し
て
い
る
と
し
て
、
国
家
元
首
、
外
務
大
臣
、
外
交
使
節
、
領

事
と
い
っ
た
個
別
機
関
や
国
際
連
盟
な
ど
の
集
団
的
機
関
の
例
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
国
際
法
が
帰
属
の
た
め
の
条
件
を
定
め
て
い
る
例
と
し
て
、
信
任
状
や

全
権
委
任
状
を
挙
げ
て
い
る
。
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5
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2
5
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.
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.
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の
責
任
論
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客
観
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
危
険
責
任
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
と
し
て
、
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l
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g
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c
e
"
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 r
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4
3
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u
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y
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.
1
4
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な
お
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S
c
e
l
l
e

は
国
家
責
任
に
危
険
責
任
の
考
え
方
（
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
国
家
危
険
理
論
）
を
導
入
し
、
国
家
責
任
の
基
礎
を
国
家
機
関
の
客
観
的
瑕

疵
で
あ
る
役
務
過
失

(
f
a
u
t
e

d
e
 
s
e
r
v
i
c
e
)

と
す
る
立
場
か
ら
以
下
の
よ
う
に
A
n
z
i
l0
 tti

説
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
説
は
国
家
の
人
格
性
と
い
う
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
に
依
拠
し
、
機
関
の
行
為
を
国
家
の
行
為
と
み
な
す
が
こ
れ
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
、
機
関
の
行
為
は
個
人
の
活
動
で
し
か
な
く
、
危
険
責
任

の
方
が
機
関
の
行
為
に
国
家
が
責
任
を
負
う
こ
と
を
適
切
に
説
明
で
き
る
。
客
観
理
論
は
、
公
務
員
の
行
為
を
す
べ
て
国
家
の
行
為
と
み
な
す
の
で
、
戦
争

C
f
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d
 .. 
C
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(56) 

(57) 

(55) 

(53) 

(54) 

(52) 

の
議
長
で
あ
っ
た
A
g
o

は
草
案
に
取
り
上

B
g
K
事
件
(
-
九
0
四
）

や
日
本
軍
が
日
中
戦
争
中
に
米
国
軍

法
二
元
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

P
a
l
m
i
s
a
n
o
,
op.cit., 
p
.
6
4
5
.
 

Ibid. ,
 L

e
 delit, 
p
p
.
4
6
5
 ,
 
4
7
3
.
 
A
g
o
は
、
帰
属
を
決
定
す
る
の
は
国
内
法
で
あ
る
と
い
う
説
や
国
際
法
で
あ
る
が
国
内
法
に
よ
る
帰
属
に
従
う
と
い
う
説

（
と
も
に
主
と
し
て
A
n
z
i
l
o
t
t
i

説
）
を
批
判
す
る
。
こ
れ
ら
の
説
に
よ
れ
ば
国
内
法
に
違
反
す
る
機
関
の
行
為
は
国
家
に
掃
属
し
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ

の
帰
結
は
権
限
躁
越
行
為
の
帰
属
を
認
め
る
実
行
と
矛
盾
す
る
。
A
g
o

は
、
国
際
法
は
国
家
の
内
的
組
織
を
事
実
の
デ
ー
タ
と
し
て
前
提
と
す
る
に
過
ぎ
ず
、

国
内
法
上
違
法
な
行
為
も
国
家
に
帰
属
す
る
と
主
張
す
る
。

I
b
i
d;
 p
p
.
4
6
9
 ,
 
4
7
2
.
 

I
b
i
d
 ;
 p
p
.
4
7
3
、4
7
6
.

I
b
i
d
 ;
 p
p
.
4
7
5
 ,
 
4
8
6
;
 
ibid. ,
 L

a
 c
o
l
p
a
,
 
p
p
.
2
8
5
 ,
 
2
8
7
.
 
な
お
、
「
碑
吟
義
の
過
失
」
と
は
、
機
関
が
「
結
果
の
予
見
の
欠
如
に
よ
り
、
当
該
違
反
を
回
避
し
え

た
で
あ
ろ
う
行
為
と
は
異
な
る
行
為
を
意
図
し
た
」
こ
と
で
あ
る
。

Ibid.,
p
.
2
9
6
.
 

法
秩
序
は
他
人
の
行
為
に
よ
る
責
任
や
間
接
責
任
の
よ
う
に
、
両
者
の
帰
属
を
異
な
る
主
体
に
帰
せ
し
め
る
こ
と
が
あ
る
（
こ
の
よ
う
な
責
任
を
「
客

観
責
任
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
）
が
、
国
際
責
任
で
は
そ
の
よ
う
な
責
任
は
存
在
し
な
い
と
す
る
。

I
b
i
d;
 L
e
 delit, 
p
p
.
4
8
6
 ,
 
4
8
7
;
 
i
b
i
d
 ;
 L
a
 c
o
l
p
a
,
 

p
p
.
2
8
7
 ,
 
2
8
8
.
 

な
お
、

A
g
o

は
、
責
任
に
は
被
害
国
に
賠
償
を
得
る
権
利
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
と
制
裁
を
課
す
権
能
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
の
二
種
類
が
あ
る

と
し
て
い
た
。

I
b
i
d;
 L
e
 delit, 
p
.
4
2
5
;
 
ibid., T
h
i
r
d
 R
e
p
o
r
t
 o
n
 S
t
a
t
e
 R
e
s
p
o
n
s
i
b
i
l
i
t
y
,
 /
L
C
 Y
e
a
r
b
o
o
k
,
 
1
9
7
1
,
 v
o
l
.
2
,
 p
a
r
t
 
1, 
p
2
0
8
 `
 
p
a
r
a
.
3
6
.
 

Ibid. ,
 L

e
 delit, 
p
p
.
4
8
7
 ,
 
4
9
1
;
 
ibid., L
a
 c
o
l
p
a
,
 p
p
.
2
8
8
 ,
 
2
9
3
.
 

客
観
論
者
は
こ
の
注
意
は
違
反
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
義
務
の
内
容
に
過
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
が
、
客
観
理
論
の
前
提
を
維
持
し
た
説
明
で
あ
っ
て
、

「
責
任
が
過
失
が
な
く
て
も
、
過
失
を
し
な
い
義
務
に
反
す
る
行
為
か
ら
生
じ
る
」
と
い
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
。

Ibid.,

L
e
 delit, 
p
p
.
4
9
1
 ,
 
4
9
2
;
 

i
b
i
d
 ;
 L
a
 c
o
l
p
a
,
 p
p
.
2
9
3
 ,
 
2
9
4
.
 

(58)

た
と
え
ば
、
ロ
シ
ア
艦
隊
が
日
本
軍
艦
と
誤
認
し
て
英
国
漁
船
を
砲
撃
し
た
D
o
g
g
e
r

艦
p
目
a
y
号
を
撃
沈
し
た
事
件
(
-
九
三
七
）
な
ど
。

(59) 
I
b
i
d
 ;
 L
e
 delit, 
p
p
.
4
9
2
 ,
 
4
9
7
;
 
i
b
i
d
 ;
 L
a
 c
o
l
p
a
,
 p
p
.
2
9
7
 ,
 
3
0
1
.
 

(60) 
I
b
i
d
 ;

 L
e
 delit, 
p
p
.
4
9
7
 ,
 
4
9
8
.
 
別
の
論
文
で
は
、
私
人
行
為
に
よ
る
責
任
の
場
合
の
注
意
の
程
度
に
つ
い
て
は
、
ハ
ー
グ
法
典
化
会
議
の
議
論
な
ど
を
参

照
し
て
、
保
護
を
要
す
る
人
物
の
場
合
を
別
と
し
て
、
最
軽
過
失
を
否
定
す
る
（
軽
過
失
c
u
l
p
a
l
e
v
i
s

で
な
け
れ
ば
違
法
と
は
な
ら
な
い
）
一
般
的
傾
向
が

あ
る
が
、
明
確
な
基
準
は
な
く
具
体
的
事
例
ご
と
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
機
関
の
行
為
に
よ
る
責
任
に
つ
い
て
は
一
般
的
結
論
を
導
く
こ
と

に
慎
重
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

I
b
i
d;
 L
a
 c
o
l
p
a
,
 p
p
.
2
9
4
-
2
9
7
 a
n
d
 3
0
1
-
3
0
2
.
 

(
6
1
)
G月
c
i
a
A
m
a
d
o
r
草
案
の
行
き
詰
ま
り
を
受
け
て
草
案
の
作
業
計
画
を
議
論
し
た
小
委
員
会
（
六
二
年
設
置
）

八
〇

22-2 -170 (香法 2002)
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(
6
 

,-、,—～へ

68 67 66 
-、、

9 、

65 
''  

64 

P
a
l
m
i
s
a
n
o
,
 op.cit., 
p
p
.
6
5
6
 ,
 
6
5
8
 

で、
Ibid., T
h
e
 D
u
e
 D
i
l
i
g
e
n
c
e
 R
u
l
e
,
 p
.
1
2
 

S
u
b
 ,
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 o
n
 State R
e
s
p
o
n
s
i
b
i
l
i
t
y
.
 /
L
C
 Y
e
a
r
b
o
o
k
,
 
1
9
6
3
,
 vol.2, 
p
.
2
2
 00 .
 C

f
.
 
R. A
g
o
,
 First R
e
p
o
r
t
 o
n
 S
t
a
t
e
 R
e
s
p
o
n
s
i
b
i
l
i
t
y
,
 
ibid., 
1
9
6
9
,
 vol.2, 

p
.
1
4
4
.
 
p
a
r
a
.
9
1
.
 
こ
の
小
委
員
会
委
員
で
客
観
責
任
論
を
と
る
J
i
m
e
n
e
z
d
e
 A
r
e
c
h
a
g
a

の
批
判
に
対
し
、
過
失
が
責
任
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
か
を
予
断
す

る
も
の
で
は
な
い
と
し
つ
つ
も
、
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
必
要
の
あ
る
多
く
の
例
が
あ
る
と
反
論
し
た
。

Ibid.
,
 19
6
3
,
 vol.2, p
.
2
3
6
.
 

A
g
o
が
小
委
員
会
の
報
告
と
し
て
提
出
し
た
議
論
す
べ
き
論
点
の
中
の
「
行
為
が
違
法
で
な
い
状
況
」
に
は
不
可
抗
力
及
び
偶
発
事
態
は
含
ま
れ
て
い

な
い
。A

g
o
は
偶
発
事
態
の
例
と
し
て
、
劣
悪
な
気
象
条
件
で
位
置
を
誤
っ
た
航
空
機
、
船
舶
ま
た
は
国
境
警
備
兵
に
よ
る
外
国
領
域
の
侵
犯
、

も
の
と
特
定
さ
れ
て
い
な
い
外
交
封
印
袋
の
捜
索
、
外
交
・
領
事
職
員
が
所
有
し
て
間
も
な
い
住
居
を
そ
れ
と
知
ら
ず
に
軍
当
局
が
行
っ
た
徴
用
、
射
撃
場

に
誤
っ
て
入
っ
た
外
国
人
の
射
殺
、
孤
立
し
た
高
山
に
お
い
て
気
象
な
い
し
無
線
連
絡
の
障
害
に
よ
り
停
戦
の
事
実
を
知
ら
ず
に
行
っ
た
砲
撃
の
事
例
な
ど

を
挙
げ
て
い
る
(
]
A
g
o
,
 E
i
g
h
t
h
 r
e
p
o
r
t
 o
n
 S
t
a
t
e
 
R
e
s
p
o
n
s
i
b
i
l
i
t
y
,
 /
L
C
 Y
e
a
r
b
o
o
k
,
 
1
9
7
9
,
 vol.2, p
.
6
2
,
 p
a
r
a
.
1
3
8
.
 

こ
の
よ
う
な
見
解
と
し
て
、

Gattini,
L
a
 n
o
t
i
o
n
,
 p
p
.
2
6
 00, 2
7
1
;
 
ibid., 
S
m
o
k
i
n
g
/
N
o
 S
m
o
k
i
n
g
:
 
S
o
m
e
 R
e
m
a
r
k
s
 o
n
 t
h
e
 C
u
r
r
e
n
t
 P
l
a
c
e
 o
f
 F
a
u
l
t
 in 
t
h
e
 

!
L
C
 D
r
a
f
t
 A
r
t
i
c
l
e
s
 o
n
 the S
t
a
t
e
 R
e
s
p
o
n
s
i
b
i
l
i
t
y
,
 E
J
I
L
,
 vol. I
 
0
(
1
9
9
9
)
,
 p
p
.
4
0
 I
 ,4
0
 2. 

C
f
.
 
Barile, 
op.cit., 
p
p
.
6
9
 ,
 
7
0
;
 B
.
 C
o
n
f
o
r
t
i
,
 
Diritto 
i
n
t
e
r
n
a
 n
 io
n
a
l
e
 ,
 

4
t
h
 rev. 
ed.(I 9
9
5
)
,
 p
.
3
4
8
.
 

A
g
o
草
案
．
ニ
一
条
（
不
可
抗
力
）
一
項
は
次
の
と
お
り
。
「
国
際
義
務
の
要
求
す
る
こ
と
と
合
致
し
な
い
国
家
の
行
為
の
国
際
的
違
法
性
は
、
国
家
に
帰

属
す
る
行
為
の
行
為
者
が
他
の
方
法
で
行
朽
す
る
こ
と
が
絶
対
的
に
不
可
能
で
あ
る
場
合
は
、
阻
却
さ
れ
る
」
つ
同
じ
く
三
二
条
（
偶
発
事
態
）
の
条
文
は
、

「
国
際
義
務
の
要
求
す
る
こ
と
と
合
致
し
な
い
国
家
の
行
為
の
国
際
的
違
法
性
は
、
後
発
す
る
外
在
的
か
つ
予
見
可
能
な
要
素
に
よ
り
、
国
家
に
帰
属
す
る

行
為
の
行
為
者
が
そ
の
行
為
が
国
際
義
務
に
合
致
し
て
い
な
い
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
場
合
は
、
阻
却
さ
れ
る
」
。

!
L
C

3
)
 

(
6
 

2
)
 

(
6
 Y

e
a
r
b
o
o
k
,
 
1
9
7
9
,
 vol.2, part 
1, 
p.66. 

Pisillo ,
 
M
a
z
z
e
s
c
h
i
,
 "
D
u
e
 d
i
l
i
g
e
n
c
e
"
 e
 
re~ponsabilita, 

p
.
6
7
.
 

Ibid., 
"
D
u
e
 d
i
l
i
g
e
n
c
e
"
 e
 r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
a
,
 
p.69. 
不
可
抗
力
に
関
す
る
判
例
で
は
誠
実
に
な
さ
れ
た
合
理
的
錯
誤
は
免
責
事
由
と
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の

不
可
抗
力
を
心
理
的
過
失
の
な
い
こ
と
と
同
一
視
で
き
な
い
と
い
う
。

I
b
i
d;
 T
h
e
 D
u
e
 D
i
l
i
g
e
n
c
e
 R
u
l
e
,
 p
.
1
3
.
 

な
ら
な
い
か
？

げ
ら
れ
る
べ
き
論
点
を
ぷ
し
た
中
て
、

realize 

ノ＼ (fault) 

責
任
の
主
観
的
要
素
に
関
連
し
て
「
そ
の
行
為
が
貨
任
の
主
題
と
な
っ
た
機
関
の
側
の
過
失

客
観
責
仔
と
広
義
の
過
失
に
関
す
る
責
任
。
過
失
の
程
度
の
問
題
」
を
挙
げ
た
（
強
調
は
筆
者
）
。

R
e
p
o
r
t
b
y
 R
.
 A
g
o
,
 C
h
a
i
r
m
a
n
 o
f
 t
h
e
 

そ
の
よ
う
な

が
な
け
れ
ば

22-2 -171 （香法 2002)



(80) 

最
終
草
案
二
三
条
一
項
は
、
「
国
家
の
国
際
義
務
に
合
致
し
な
い
国
家
の
行
為
の
違
法
性
は
、
行
為
が
不
可
抗
力
、
す
な
わ
ち
状
況
に
お
い
て
義
務
の
履

行
を
実
質
的
に

(materially)

不
可
能
に
す
る
、
国
家
の
統
制

(control)

を
超
え
た
抵
抗
不
可
能
な
力

(irresistible
force)

ま
た
は
予
見
し
な
か
っ
た

事
態
(
u
n
f
o
r
e
s
e
e
n
e
v
e
n
t
)
の
発
生
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
阻
却
さ
れ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

U
N

`
 
G
A
O
R
,
 5
6
t
h
 Sess. ｀
 
S
u
p
p
.
 I 
O
(
A
/
5
6
/
1
0
)
(
2
0
0
1
)
,
 

p.183. 

知
す
る

が
主
観
的
要
素
を
導
入
す
る
も
の
で
、

で
は
こ
の
文
言
は
削
除
さ
れ
た
。

J.

C
r
a
w
f
o
r
d
,
 S
e
c
o
n
d
 R
e
p
o
r
t
 o
n
 State Responsibility, A
/
C
N
.
4
/
4
9
8
/
A
d
d
.
2
(
1
9
9
9
)
,
 p
.
2
2
 a
n
d
 p.65, para.260. 

Pisillo ,
 
M
a
z
z
e
s
c
h
i
の
ま
と
め
に
よ
る
。

Pisillo
,
M
g
 zeschi, T
h
e
 D
u
e
 D
i
l
i
g
e
n
c
e
 R
u
l
e
,
 p.12. 

な
お
、
特
別
報
告
者
C
r
a
w
f
o
r
d
は
、
第
一
読
草
案
の
「
国
家
が
義
務
に
合
致
し
て
行
為
す
る
こ
と
ま
た
は
行
為
が
義
務
に
合
致
し
て
い
な
い
こ
と
を
了

こ
と
を
実
質
的
に
不
可
能
に
す
る
、
そ
の
統
制
を
超
え
る
抵
抗
不
可
能
な
力
ま
た
は
予
見
し
な
か
っ
た
外
在
的
な
事
態
」
と
い
う
定
義

”
法
の
不
知
は
許
さ
ず
＂
と
い
う
原
則
と
矛
盾
す
る
の
で
、
「
了
知
」
を
削
除
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
最
終
草
案

(
k
n
o
w
)
 

A
.
 R
o
s
s
,
 A
 T
e
x
t
b
o
o
k
 o
f
 International L
a
w
:
 
G
e
n
e
r
a
l
 P
a
r
t
(
1
9
4
7
)
,
 p
.
2
5
6
;
 
Barile, op.cit., 
p.65. 

E. 
Vitta, 
L
a
 responsabilita 
internazionale 
dello 
Stato p
e
r
 atti 
legislativi(1953), 
p.41; 
Morelli, 
op.cit ；
 p
.
3
4
5
;
 
M
・
S
p
i
n
e
d
i
,
 
R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
a
 

• 

v
o
l
.
2
7
(
1
9
9
1
)
,
 p

・
7.
他
方
で
、
公
務
貝
の
過
失
を
国
家
の
過
失
と
す
る
A
g
o
説
を
維
持
す
る
も
の
と

intemaz10nale, in 
E
n
c
i
c
l
o
p
e
d
i
a
 giuridica 
T
r
e
c
c
a
m
,
 

し
て
、

A.
C
a
r
l
b
a
c
h
,
 
Le p
r
o
b
l
e
m
 d
e
 la f
a
u
t
e
 et s
a
 p
l
a
c
e
 d
a
n
s
 la 
n
o
r
m
e
 d
u
 droit international (1962), p.98. 

例
え
ば
、

Conforti,
op.cit ;
 p
p
.
3
4
5
 ,
 
348. 

G
.
 Sperduti, Sulla c
o
l
p
a
 in diritto intemazionale, C
o
m
u
n
i
c
a
z
i
o
n
i
 e
 studi, vol.3(1950), p
p
.
8
1
-
8
4
.
 

こ
の
よ
う
な
心
理
的
概
念
と
し
て
の
過
失
は
、
自
身
の
義
務
の
違
反
の
意
図
ま
た
は
義
務
に
関
す
る
不
注
意
を
意
味
す
る
と
い
う
。
Ibid.,
p
p
.
8
4
 ,
 
86. 
A
g
o
 

の
過
失
理
論
に
お
け
る
過
失
の
倫
理
的
理
解
も
批
判
さ
れ
て
い
る
。

I
b
i
d;
 p.89. 

Ibid ;
 p
p
.
9
3
-
9
5
.
 
こ
の
よ
う
な
客
観
責
任
を
絶
対
責
任
と
同
一
視
す
る
見
方
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
客
観
責
任
の
下
で
も
、
不
可
抗
力
な

ど
義
務
の
履
行
を
不
可
能
に
す
る
事
由
が
存
在
す
れ
ば
責
任
を
免
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

Ibid., 
p
p
.
9
1
'
9
2
 a
n
d
 9
6
 ,
 
98. 
「
坤
史
元
的
碑
会
務
」
と
し
て
は
、
行
為
の
結
果
に
対
す
る
認
識
と
い
う
、
義
務
違
反
（
客
観
的
要
素
）
に
付
加
さ
れ
る
主
観
的

要
素
で
あ
る
が
、
「
機
能
的
義
務
」
と
し
て
は
、
自
ら
の
不
作
為
に
よ
っ
て
具
体
的
な
有
害
な
事
態
（
義
務
の
対
象
に
属
す
る
事
態
）
の
実
現
が
可
能
に
な

る
と
の
認
識
す
な
わ
ち
主
観
的
要
素
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
義
務
の
内
容
で
も
あ
る
と
い
う
。

Ibid;
 p.99, n.34. 
ま
た
、
行
為
の
不
法
行
為
（
補

(79) 

(77) 

(78) 

(76) 

(74) 

(75) 

(72) 

(73) 

(71) 

(70) 
Ibid. 
｀
 
p.91 

Ibid., pp. 006, 8
7
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(88) 

(87) 
＾ 86 

,,..---._ 

85 (84 

S
p
e
r
d
u
t
i
に
あ
っ
て
は
、
私
人
の
行
為
は
国
家
の
行
為
と
は
因
果
関
係
が
な
く
、
そ
れ
に
国
家
が
責
仔
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
の
価
値
判
断
に
基
づ
い
て

責
任
が
導
か
れ
る
な
ど
、
「
他
人
の
所
為
に
よ
る
責
任
」
ま
た
は
代
位
責
任
に
近
づ
く
傾
向
が
あ
る
。

L
u
z
z
a
t
t
o
は
、
私
人
の
行
為
に
対
す
る
責
任
で
は
な

不
作
為
に
よ
る
責
任
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

Pisillo ,
 
M
a
z
z
e
s
c
h
i
,
 "
D
u
e
 d
i
l
i
g
e
n
c
e
"
 e
 responsabilita, p. 7
9
;
 
ibid., 
T
h
e
 D
u
e
 D
i
l
i
g
e
n
c
e
 R
u
l
e
,
 p.14. 

＜ ヽ 又
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

D
i
l
i
g
e
n
c
e
 R
u
l
e
,
 p
.
1
3
 

(83) 

(81) 

(82) 
Pisi110 ,
 
M
a
z
z
e
s
c
h
i
は

Ibid., 
p
.
1
0
2
 

完
的
義
務
）
と
事
態
の
不
法
行
為
（
機
能
的
義
務
）
と
い
う
区
別
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、

適
切
な
結
果
的
事
態
に
よ
る
不
法
行
為
（
爆
撃
に
よ
り
付
随
的
に
生
じ
た
衛
生
施
設
の
担
害
な
ど
）

な
お
、

Pisillo ,
 
M
a
z
z
e
s
c
h
i
は
純
粋
に
客
観
的
な
義
務
違
反
と
し
て
過
失
を
観
念
す
る
学
説
も
紹
介
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

J¥ 

言
r
n
a
t
i
o
nミ
l
p
u
b
l
i
c
'
8
t
h
 e
d
.
(
1
9
2
2

ご
ol.l,
part 
l, 
p
.
5
1
5
;
 
G
.
 Salvioli, 
L
e
s
 r
e
g
l
e
s
 g
e
n
e
r
a
l
e
s
 d
e
 la 
p
a
i
x
,
 R
e
c
u
e
i
l
 d
e
s
 c
o
u
r
s
,
 
v
o
l
.
4
6
(
1
9
3
3
 ,
 
I
V
)
,
 p
.
9
6
;
 

H. A
c
c
i
o
l
y
,
 P
r
i
n
c
i
p
e
s
 g
e
n
e
r
a
u
x
 d
e
 la 
r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
e
 i
n
t
e
m
a
t
i
o
n
a
l
e
 d
'
a
p
r
e
s
 la 
d
o
c
t
r
i
n
e
 et 
la j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
,
 ibid., 
v
o
l
.
9
6
(
1
9
5
9
 ,I) ,
 p.

3
6
9
.
 
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
「
過
失
」
概
念
は
独
立
の
要
件
と
し
て
無
意
味
で
あ
り
、
実
質
的
に
客
観
理
論
に
等
し
い
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、

Pisillo
,
 
M
a
z
z
e
s
c
h
i
,
 "
D
u
e
 

d
i
l
i
g
e
n
c
e
"
 
e
 r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
a

、
p
p
.
4
9
,
 
5
0
 a
n
d
 7
2
;
 
ibid., 
T
h
e
 D
u
e
 D
i
l
i
g
e
n
c
e
 R
u
l
e
,
 p. I
 3. 
Cf. 
J
i
m
e
n
e
z
 d
e
 A
r
e
c
h
a
g
a
,
 op.cit ；

 p
.
5
3
5
.
 
そ
の
こ
と
か
ら
考

え
る
と
、
「
心
理
的
ー
規
範
的
過
失
」
説
も
客
観
的
過
失
概
念
を
提
示
し
つ
つ
も
、
過
失
責
任
主
義
を
維
持
す
る
た
め
に
は
主
観
的
性
格
を
維
持
せ
ざ
る
を

P. 
F
a
u
c
h
i
l
l
e
.
 
Traite 
d
e
 d
r
o
i
t
 

R
.
 L
u
z
z
a
t
t
o
,
 R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
a
 e
 c
o
l
 p
a
 in 

diritto 
i
n
t
e
m
a
z
i
o
n
a
l
e
,
 R
D
I
,
 v
o
l
.
5
1
 (
1
9
6
8
)
,
 p
p
.
6
5
 ,
 
6
8
.
 
た
だ
し
、

L
u
z
z
a
t
t
o
の
過
失
理
論
に
あ
っ
て
、

S
p
e
r
d
u
t
i

の
よ
う
な
国
家
の
組
織
性
の
考
慮
は
希
薄
で
あ
る
。
国
際
法
で
は
過
失
か
ら
規
範
的
要
素
を
除
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
。

Ibid., 
p
p
.
6
7
-
6
8
.
 
A
g
o
と
同
様
に
、
作
為
に
よ
る
違
法
行
為
の
場
合
に
過
失
が
要
素
で
あ
る
こ
と
の
論
証
と
し
て
、
機
関
た
る
個
人
の
錯
誤
の
免
責
に
関

す
る
実
行
に
依
拠
す
る
。
た
だ
し
、
実
行
で
は
錯
誤
の
免
責
可
能
性
が
不
明
な
場
合
に
も
賠
償
が
支
払
わ
れ
た
事
例
が
存
在
し
、
当
該
実
行
か
ら
過
失
に
依

ら
な
い
保
障
義
務
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。

I
b
i
d;
 p
.
8
5
.
 

A
l
a
b
a
m
a
号
事
件
仲
裁
判
決
、

Trail
S
m
e
l
t
e
r
事
件
仲
裁
判
決
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
コ
ル
フ
海
峡
事
件
判
決
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

L
u
z
z
a
t
t
o
,
 
op.cit ;
 p
p
.
6
9
 ,
 
84. 
た
だ
し
、
現
段
階
の
国
際
法
で
は
、
外
国
人
保
護
な
ど
個
々
の
分
野
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
注
意
義
務
の
存
在
が
認
め
ら

れ
る
も
の
の
、
一
般
条
項
と
し
て
権
利
の
濫
用
を
禁
止
す
る
規
則
は
存
在
せ
ず
、
国
際
社
会
の
構
造
も
そ
れ
を
認
め
る
ま
で
に
い
た
っ
て
い
な
い
と
い
う
。

「
心
理
的
ー
規
範
的
過
失
」
と
呼
ん
で
い
る
。

P
i
s
i
l
l
o
-
M
a
z
z
e
s
c
h
i
,
"
D
u
e
 d
i
l
i
g
e
n
c
e
"
 
e
 responsabilita, 
p
.
7
2
;
 

ibid., 
T
h
e
 
D
u
e
 

こ
の
よ
う
な
区
別
に
よ
っ
て
事
態
の
不
法
行
為
と
貞
の
か
つ

と
の
区
別
が
難
し
く
な
る
と
い
う
。

Ibid.
,
 p.
1
0
1
.
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6
)
 

(
9
 

0
)
 

(
9
 

国
家
及
び
政
府
が
実
効
性
の
原
則
に
よ
っ
て
正
統
化
さ
れ
る
の
は
、
国
際
法
が
国
家
や
政
府
の
正
統
化
に
関
す
る
規
則
を
持
た
な
い
こ
と
を
意
味
す
る

と
し
？
G
.
 A
r
a
n
g
i
 01
 R
u
i
z
,
 L
'

誓
言
s
le 
s
e
n
s
 d
u
 droit d
e
s
 g
e
n
s
 et la n

o
t
i
o
n
 d
u
 droit 
international, 
O
Z
o
R
,
 v
o
l
.
2
6
(
1
9
7
6
)
,
 p
p
.
2
7
1
 
a
n
d
 3
2
5
.
 
な

お、

A
r
a
n
g
i
o
,
 
R
u
i
z
の
国
際
法
主
体
論
に
関
す
る
主
著
と
し
て
、

Ibid.,
G
l
i
 enti s
o
g
g
e
t
t
i
 d
e
l
l
'
o
r
d
i
n
a
m
e
n
t
o
 i
n
t
e
r
n
a
z
i
o
n
a
l
e
(
1
9
5
1
)
.
 

国
内
の
法
人
の
社
員
は
国
内
法
と
法
人
の
設
立
文
書
に
よ
っ
て
二
重
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
が
、
国
際
法
の
場
合
、
国
家
の
公
務
員
は
国
家
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
に
服
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
。

I
b
i
d;
 T
h
e
 N
o
r
m
a
t
i
v
e
 
R
o
l
e
 o
f
 t
h
e
 
G
e
n
e
r
a
l
 
A
s
s
e
m
b
l
y
 o
f
 t
h
e
 
U
n
i
t
e
d
 
N
a
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 t
h
e
 
D
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 

P
r
i
n
c
i
p
l
e
s
 o
f
 F
r
i
e
n
d
l
y
 R
e
l
a
t
i
o
n
s
,
 R
e
c
u
e
i
l
 d
e
s
 c
o
u
r
s
,
 v
o
l
.
1
3
7
(
1
9
7
2
 ,IlI) ,
 p.

6
5
1
;
 
ibid., L
'
E
t
a
t
,
 p
.
3
1
4
.
 

(91) 
Ibid., 
T
h
e
 N
o
r
m
a
t
i
v
e
 R
o
l
e
,
 p
p
.
6
4
6
，6
6
0
.
 

(92)

国
際
法
上
の
国
家
の
範
囲
は
必
ず
し
も
国
内
法
上
の
政
府
機
構
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
国
際
法
は
か
つ
て
君
主
・
領
主
間
の
法
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
現
在
も
政
府
（
広
義
の
政
府
・
国
内
法
上
の
狭
義
の
国
家
）
の
関
係
を
規
律
す
る
法
で
あ
り
、
国
際
法
上
の
国
家
は
究
極
的
に
は
「
権
力
」
で
あ
る

と
い
う
。

Ibid.,
L
'
E
t
a
t
,
 p
p
.
2
9
7
 a
n
d
 3
3
0
.
 

品）

I
b
i
d
.
'
S
e
c
o
n
d
 R
e
p
o
r
t
 o
n
 State R
e
s
p
o
n
s
i
b
i
l
i
t
y
,
 
/
L
C
 Y
e
a
r
b
o
o
k
,
 
1
9
8
9
,
 vol.2, 
p
a
r
t
 
1
 ̀

 pp
.
5
0
 ,
 
5
1
,
 para. 1
7
2
;
 
ibid., 
L
'
E
t
a
t
,
 p
p
.
3
2
7
 ,
 
3
2
s
.
 

rmt: “m」

な
い
し
「
前
法
的
」
存
在
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
国
際
人
格
と
し
て
の
国
家
を
法
人
と
み
な
す
た
め
に
は
、
国
際
共
同
体
の
存
在
を
必
要
と
す

る
と
い
う
。

I
b
i
d;
 p
.
3
1
4
.
 

(94)

彼
に
よ
れ
ば
、
帰
属
に
は
「
行
為
の
帰
属
」
（
他
人
の
行
為
を
主
体
に
帰
属
さ
せ
る
）
と
「
結
果
の
帰
属
」
（
他
人
の
行
為
や
自
然
の
行
為
の
法
的
結
果

を
帰
属
さ
せ
る
）
が
あ
り
、
前
者
は
事
実
問
題
で
あ
っ
て
、
後
者
の
み
が
法
的
作
用
で
あ
る
と
い
う
。
後
者
は
国
内
法
で
は
子
の
行
為
に
対
す
る
監
督
者
の

責
任
や
動
物
飼
主
の
責
任
、
土
地
工
作
物
責
任
が
そ
う
で
あ
る
と
い
う
。

Ibid.,
L
'
E
t
a
t
,
 p
p
.
3
2
6
 ,
 
3
2
8
;
 
ibid., 
S
e
c
o
n
d
 R
e
p
o
r
t
 ̀

 p.
4
9
,
 n
.
4
0
5
.
 

(95) 
Ibid., 
S
e
c
o
n
d
 R
e
p
o
r
t
,
 p
.
5
1
,
 p
a
r
a
s
.
1
7
3
 ,
 17
4
.
 
な
お
、
別
の
論
文
で
は
以
下
の
三
点
を
挙
げ
る
。
①
国
際
法
は
帰
属
に
関
す
る
規
則
を
持
た
な
い
。
国
家

間
関
係
の
成
立
以
来
、
帰
属
を
実
現
す
る
規
範
の
成
立
を
確
認
で
き
な
い
。
②
国
際
人
格
と
し
て
の
国
家
は
事
実
的
実
体
で
あ
り
、
行
為
者
と
行
為
の
関
係

は
法
規
則
に
依
拠
し
な
い
具
体
的
事
実
で
あ
る
。
③
国
際
法
に
お
い
て
国
家
の
公
務
員
は
人
格
を
有
し
な
い
の
で
「
他
人
の
行
為
の
帰
属
」
を
観
念
す
る
必

要
が
な
い
。

I
b
i
d;
L
`
 Etat, 
p
p
.
3
2
4
 ,
 
3
2
5
.
 

I
b
i
d
 ;

 S
e
c
o
n
d
 R
e
p
o
r
t
,
 p
.
5
1
,
 
p
a
r
a
.
1
7
5
;
 
i
b
i
d
 ;

L
。
Etat,
p
p
.
3
2
5
 ,
 
3
2
8
.
 1---i 
L
C
草
案
（
第
一
読
）
の
帰
属
に
関
す
る
諸
条
文
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
コ
メ

ン
ト
し
て
い
る
。
帰
属
は
事
実
認
定
で
あ
る
が
、
国
内
・
国
際
法
を
含
む
基
準
に
従
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
草
案
は
原
則
と
し
て
帰
属
の
基
準

と
し
て
国
内
法
を
参
照
し
て
い
る
が
、
事
実
上
の
機
関
や
権
限
躁
越
行
為
の
場
合
は
国
内
法
規
定
へ
の
参
照
は
排
除
さ
れ
る
。
草
案
の
規
定
は
現
実
に
は
国

家
の
構
造
に
影
響
せ
ず
、
現
存
す
る
国
家
の
事
実
の
構
造
を
受
容
し
記
述
す
る
の
み
で
あ
る
。
草
案
は
、
行
為
者
個
人
と
国
家
の
事
実
的
組
織
と
の
間
の
事

9
)
 

(
8
 

八
四
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L. 
Ferrari 
B
r
a
v
o
,
 
Diritto 
i
n
t
e
r
n
a
z
i
o
n
a
l
e
 
e
 diritto 
i
n
t
e
r
n
o
 
nella 
s
t
i
p
u
l
a
z
i
o
n
e
 
d
e
i
 
trattati (
1
9
6
4
)
,
 
p
.
1
5
4
;
 

Lattanzi, G
a
r
a
n
z
i
e
 d
e
i
 diritti d
e
l
l
'
u
o
m
o
 n
e
t
 diritto 
i
n
t
e
r
n
a
z
i
o
n
a
l
e
 g
e
n
e
r
a
l
e
(
l
 9
8
3
)
,
 p
.
1
1
7
.
 

(103) 
P
a
l
m
i
s
a
n
o
,
 op.cit., 
p
.
6
8
2
.
 
た
だ
し
、
過
失
の
一
般
的
役
割
に
つ
い
て
は
実
定
法
の
解
釈
を
越
え
た
メ
タ
法
的
ま
た
は
倫
理
的
考
慮
で
あ
っ
て
確
定
的
な

結
論
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
個
別
の
法
規
範
毎
に
過
失
が
違
法
行
為
の
存
在
と
結
果
に
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
関
係
す
る
か
を
確
認
し
て
ゆ

く
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

I
b
i
d;
 p
.
6
9
9
.
 

(104)

国
内
民
事
法
に
お
い
て
は
、
「
過
失
」
概
念
は
客
観
化
さ
れ
た
注
意
義
務
の
違
反
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「
法
人
」
の
「
過
失
」
は
問
題
と
さ

れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
法
人
の
不
法
行
為
責
任
は
使
用
者
責
任
の
法
理
に
よ
っ
て
追
及
さ
れ
る
（
た
だ
し
、
ド
イ
ツ
法
で
は
使
用
者
責
任
が

有
用
で
な
い
た
め
履
行
補
助
者
の
過
失
の
法
理
が
活
用
さ
れ
る
）
。
従
っ
て
法
人
の
過
失
の
立
証
を
要
し
な
い
。

Cf.
B
r
o
w
n
l
i
e
,
 op.cit., 
p
.
3
8
.
 
し
か
し
、
近

年
は
、
ド
イ
ツ
の
「
組
織
体
の
過
失
」
法
理
や
日
本
の
企
業
体
責
任
論
の
よ
う
に
、
企
業
に
匝
接
、
不
法
行
為
の
要
件
を
適
用
す
る
理
論
が
認
め
ら
れ
つ
つ

あ
り
、
過
失
の
客
観
化
が
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
促
し
た
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
参
照
、
神
田
孝
夫
「
企
業
の
不
法
行
為
責
任
に
つ
い
て
」

「
不
法
行
為
責
任
の
研
究
j

(
一
九
八
八
）
四
三
頁
。

(105)

民
事
法
学
説
に
あ
っ
て
は
、
「
法
人
実
在
説
（
有
機
体
説
及
び
組
織
体
説
）
」
と
「
法
人
擬
制
説
」
の
議
論
が
あ
り
、
法
人
の
行
為
能
力
及
び
不
法
行
為

能
力
に
関
し
て
代
表
説
（
機
関
説
）
と
代
理
説
の
対
立
の
形
で
表
れ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
法
人
が
自
然
人
と
同
じ
精
神
状
態
を

持
つ
存
在
と
し
て
「
実
在
」
す
る
の
か
否
か
、
過
失
の
よ
う
な
自
然
人
の
心
理
的
状
態
を
も
「
擬
制
」
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
民
法
上
の
法
人
の

本
質
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
石
本
雅
男
『
法
人
格
の
理
論
と
歴
史
』
(
-
九
四
九
）
、
川
島
武
宜
「
法
的
構
成
と
し
て
の
「
法
人
」
」
『
川
島
武
宜
著
作

(102) 

(101) 
Ibid., p
p
.
5
2
 ,
 
5
3
,
 p
a
r
a
s
.
1
7
7
 ,
 17
9
 

(100) 
Ibid., S
e
c
o
n
d
 R
e
p
o
r
t
,
 p
p
.
4
8
 a
n
d
 5
0
,
 p
a
r
a
s
.
1
6
5
 a
n
d
 170. 

実
的
因
果
関
係
を
決
定
す
る
事
実
の
基
準
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
。

八
五

Barile, 
op.cit ;
 p
p
.
3
0
 
a
n
d
 
64; 
'.T-1 

こ
の
こ
と
は
条
約
締
結
権
限
を
規
定
す
る
条
約
法
条
約
七
条
も
同
様
で
あ
る
と
い
う
。

I
b
i
d
 ;
 p
p
.
5
1
-
5
2
,
 p
a
r
a
.
1
7
6
.
 

(97)

国
家
と
公
務
貝
（
機
関
）
の
関
係
は
、
自
然
人
と
そ
の
器
官
と
の
関
係
の
よ
う
な
有
機
的
な
関
係
で
あ
る
と
い
う
。

Ibid.,
L
'
E
t
a
t
 `
 
p
.
3
1
3
 

(98) 
Pisillo ,
 
M
a
z
z
e
s
c
h
i
は、

A
r
a
n
g
i
o
,
 
R
u
i
z
が
私
人
の
行
為
も
国
家
の
複
合
的
行
為
に
よ
る
責
任
と
し
た
点
に
つ
い
て
、
社
会
的
集
団
の
連
帯
性
の
観
念
を

想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

Pisillo
,
 
M
a
z
z
e
s
c
h
i
,
 "
D
u
e
 d
i
l
i
g
e
n
c
e
"
 e
 responsabilita, p
.
2
2
7
.
 

(99) 
A
r
a
n
g
i
o
-
R
u
i
z
,
 
L
'
E
t
a
t
,
 
p
p
.
3
1
4
-
3
2
0
.
 
こ
の
こ
と
は
条
約
の
締
結
に
も
該
当
し
、
憲
法
に
反
す
る
国
家
の
同
意
が
有
効
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
全
体
と

し
て
の
国
家
の
態
度
が
同
意
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

22-2 -175 （香法 2002)



集
」
第
六
巻
(
-
九
八
―
-
）
七
0
頁
。

(106) 
K
e
l
s
e
n
の
国
際
責
任
論
で
は
、
「
中
心
的
帰
属
」
と
「
周
辺
的
帰
属
」
の
概
念
が
著
名
で
あ
る
。
前
者
は
行
為
が
国
家
の
行
為
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
で

あ
り
、
こ
れ
は
国
家
法
秩
序
の
作
用
に
よ
っ
て
婦
属
が
行
わ
れ
、
国
家
機
関
と
し
て
行
為
す
る
個
人
の
過
失
は
考
慮
さ
れ
な
い
。
「
周
辺
的
帰
属
」
は
国
家

に
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
国
際
法
秩
序
の
作
用
に
よ
る
が
、
こ
こ
で
も
過
失
は
考
慮
さ
れ
な
い
。
H
•Kelsen, 
U
n
r
e
c
h
t
 
u
n
d
 

U
n
r
e
c
h
t
s
f
o
l
g
e
 i
m
 Volkerrecht, N
 oR
,
 vol.12(1932), 
p.537. 
も
、
っ
一
っ
眸
り
御
柊
的
な
の
は
、
法
人
の
人
格
化
を
排
し
、
団
体
の
責
任
は
団
体
の
構
成
員
全
員

に
よ
っ
て
負
わ
れ
る
と
い
う
集
団
責
任
の
観
念
で
、
国
家
の
国
際
責
任
に
お
い
て
、
構
成
員
全
体
（
す
な
わ
ち
国
民
）
に
着
目
す
る
と
、
そ
の
責
任
は
サ
ン

ク
シ
ョ
ン
が
向
け
ら
れ
る
者
の
過
失
に
基
づ
か
な
い
の
で
絶
対
責
任
で
あ
る
。
他
方
で
、
国
家
の
機
関
と
し
て
行
為
し
た
個
人
に
と
っ
て
は
、
国
際
法
が
機

関
の
過
失
を
責
任
の
条
件
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
K
e
l
s
e
n
の
見
解
は
つ
ね
に
明
瞭
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い

(ibid.,

Principles o
f
 International L
a
w
(
l
9
5
2
)
 ｀
 
p.114.)
が
、
四
六
年
の
著
書
で
は
、
機
関
の
過
失
が
条
件
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
現
代
法
の
責
任
は
法

の
義
務
づ
け
る
予
防
の
欠
如
（
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
）
に
よ
り
責
任
を
負
わ
せ
て
お
り
、
国
際
法
の
責
任
に
お
け
る
機
関
の
過
失
も
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
で
あ
っ

て
結
局
絶
対
責
任
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
国
際
法
で
は
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
な
く
と
も
国
家
が
責
任
を
負
う
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
三
条
の
よ
う

な
例
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

Ibid.,
G
e
n
e
r
a
l
 T
h
e
ミ
y
o
f
F
w
a
n
d
 State(I945), p.361. 

(107) 
Ibid. ,
 pp. I
 

04-105• 

K
e
l
s
e
n
は
、
人
格
化
さ
れ
た
法
秩
序
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
共
同
体
で
あ
る
「
法
人
」
を
実
在
視
す
べ
き
で
な
い
と
述
べ
る
。
「
法

人
」
が
権
利
や
義
務
を
有
す
る
、
あ
る
い
は
行
為
す
る
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
比
喩
で
し
か
な
く
、
現
実
に
は
共
同
体
の
構
成
員
が
権
利
や
義
務
を
負
い
、
法

人
の
機
関
と
し
て
行
為
す
る
個
人
が
行
為
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
な
お
、

K
e
l
s
e
n
に
あ
っ
て
は
「
自
然
人
」
も
ま
た
法
的
概
念
で
あ
る
。

Ibid.,
p
p
.
9
6
 a
n
d
 191. 

(108)

実
用
主
義
的
刑
法
観
に
立
つ
英
米
法
は
一
九
世
紀
以
降
法
人
の
刑
事
責
任
を
認
め
て
き
た
。
英
国
で
は
、
当
初
、

m
e
n
s
rea
を
要
件
と
し
な
い
パ
プ
リ
ッ

ク
・
ニ
ュ
ー
サ
ン
ス
や
制
定
法
犯
罪
な
ど
に
つ
い
て
代
任
責
任
に
基
づ
い
て
法
人
の
刑
事
責
任
を
肯
定
し
た
が
、
や
が
て
法
人
の
代
表
者
（
役
員
）
の
行
為
・

意
思
を
法
人
の
行
為
・
意
思
と
み
な
す
と
い
う
構
成
（
分
身
理
論
ま
た
は
同
一
視
理
論
）
を
と
る
こ
と
で
m
e
n
s
rea
を
要
件
と
す
る
制
定
法
犯
罪
及
び
コ

モ
ン
・
ロ
ー
上
の
一
般
的
犯
罪
に
拡
大
さ
れ
た
。
米
国
（
連
邦
及
び
大
多
数
の
州
）
で
は
、
代
位
責
任
の
考
え
方
が
と
ら
れ
、
犯
罪
と
さ
れ
る
行
為
が
法
人

の
た
め
に
な
さ
れ
、
機
関
の
権
限
内
で
行
わ
れ
る
限
り
で
被
用
者
の
い
か
な
る
行
為
に
も
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
（
た
だ
し
被
用
者
の
具
体
的
行
為
に
つ
い

て
actus
reus
及
び
m
e
n
s
r
e
a
の
両
要
件
の
具
備
が
必
要
）
。
た
だ
し
、
法
人
の
有
す
る
m
e
n
s
rea
の
性
質
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
「
団
体
は
罪
を
犯
し

え
ず
」
の
原
則
が
支
配
的
で
あ
っ
た
大
陸
法
系
の
諸
国
に
お
い
て
も
、
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
法
人
処
罰
を
認
め
る
国
が
増
え
て
き
た
。
日
本
の
学
説
に
お
い
て
は
、

法
人
の
刑
事
責
任
否
定
説
か
ら
肯
定
説
へ
の
変
化
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
の
主
要
な
争
点
は
、
第
一
に
法
人
の
実
質
と
犯
罪
能
力
（
法
人
の
「
行
為
」

が
存
在
及
び
倫
理
的
な
意
思
決
定
の
可
能
性
が
存
在
す
る
か
否
か
）
、
第
二
に
刑
事
責
任
の
本
質
（
倫
理
的
非
難
か
抑
止
・
予
防
か
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、

八
六

22-2 -I 76 （香法 2002)



国際法上の国家責任における 「過失」及び「相当の注意」に関する考察(-)(湯山）

八
七

企
業
組
織
体
の
社
会
的
実
在
を
前
提
に
企
業
の
刑
事
責
任
を
認
め
る
企
業
組
織
体
責
任
論
も
主
如
さ
れ
て
い
る

3

板
倉
宏
「
企
業
体
と
刑
事
責
任
」
『
合
業

犯
罪
の
理
論
と
現
実
』
（
／
九
七
五
）
―

-
0
貞
、
西
田
典
之
「
団
体
と
刑
事
罰
」
『
基
本
法
学

2
ー
ー
§
団
体
』

(
-
J
L
八
一
―
^
）
・
パ
五
九
頁
、
真
鍋
毅
「
英
米
に

お
け
る
法
人
刑
事
責
任
の
「
確
立
過
程
」
に
つ
い
て
」
『
井
上
正
治
拇
士
還
暦
記
念
・
刑
事
法
学
の
諸
相

(r)』（
1

九
八
三
）
ー
じ
八
頁
、
板
倉
「
法
人

の
犯
罪
能
力
と
法
人
処
罰
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
・
刑
法
の
争
点
(
-
九
八
七
）
・
-
三
頁
、
京
藤
哲
久
「
法
人
の
刑
事
責
任
ー
ー
＇
序
論
的
考
察
」
松
尾
・
芝
原

編
『
刑
事
法
学
の
現
代
的
状
況
』
（
／
九
九
四
）
八
五
貝
、
関
哲
夫
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
法
人
処
罰
を
め
ぐ
る
峨
論
」
『
鈴
木
義
男
先
生
古
希
祝
賀
・
ア
メ

リ
カ
刑
事
法
の
諸
柑
』
（
：
九
九
六
）
八
二
貝
、
「
特
集
・
法
人
処
罰
論
の
今
日
的
視
点
」
刑
法
雑
誌
四
〗
巻
一
号
(
1
1
0
0
:
)
、
高
山
久
美
子
「
法
人
処

罰
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

．． 

―
-
八
号

(
`
-
0
o・ 

一
）
七
一
頁
。

な
お
、

J
0r
g
e
n
s
e
n
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
企
業
の
被
用
者
の
行
為
及
び
犯
罪
の
主
観
的
要
素
を
企
業
の
そ
れ
と
み
な
す
「
同
〗
性
理
論
」
を
採
用
す
る
の

が
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
、
カ
ナ
ダ
、
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
の
”
集
団
的
知
識
＂
を
企
業
に
と
っ
て
の
犯
罪
の
、
じ
観
的
要
素

と
す
る
「
帰
責
理
論
」
を
と
る
の
が
オ
ラ
ン
ダ
及
び
米
国
で
、
こ
の
ほ
か
に
イ
タ
リ
ア
で
は
法
人
を
実
在
視
し
て
刑
法
を
適
用
し
て
い
る
と
い
う
e

N
.
H
.
B
.
 

J
$
 rg
e
n
s
e
n
,
 

T
h
e
 R
e
s
p
o
n
s
i
b
i
l
i
t
y
 o
f
 States f
o
r
 I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 C
r
i
m
e
s
(
2
0
0
0
)
,
 p.75. 
な
お
、

J
0
r
g
e
n
s
e
n
は
そ
こ
か
ら
「
法
の
一
般
原
則
」
と
し
て
国
家
の
刑

事
責
任
の
可
能
性
を
議
論
し
て
い
る

C

(109) 
P
a
l
m
i
s
a
n
o
,
 op.cit., 
p
p
.
7
0
6
 ,
 
7
1
0
.
 
ま
た
、
侵
略
の
要
件
と
し
て
の
侵
略
の
意
図
に
も
言
及
し
て
い
る
。

Ibid.
｀
 
p
.
7
3
9
.
 

(llo) 
A
n
z
i
l
o
t
t
i
の
見
解
（
注

(35)
）
参
叫
ま
た
、

C
o
n
d
o
r
e
l
l
i
は
、
条
約
法
条
約
七
条
こ
項
及
び
四
六
条
に
関
し
て
、
国
家
の
自
己
組
織
の
自
由
に
国
際
法

が
加
え
た
例
外
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

L.
C
o
n
d
o
r
e
l
l
i
,
 L
'
i
m
p
u
t
a
t
i
o
n
 a
 I'Etat d
 `
 
u
n
 fait 
i
n
t
e
m
a
t
i
o
n
a
l
e
m
e
n
t
 illicitc: 
s
o
l
u
t
i
o
n
s
 c
l
a
s
s
i
q
u
e
s
 et 
n
o
u
v
e
l
l
e
s
 

t
e
n
d
a
n
c
e
s
,
 R
e
c、

uei/
d
e
s
 c
o
u
r
s
 ,
 vo
l
.
1
8
9
(
1
9
8
4
 ,
 
V
I
)
,
 
p
p
.
3
4
 ,
 
36. 

(111)

拙
稿
・
前
掲
一
七
九
頁
で
は
、
サ
テ
ノ
ス
フ
ァ
ク
シ
ョ
ン
に
関
し
て
単
純
に
国
家
の
よ
う
な
実
休
に
精
神
的
損
害
は
存
在
し
な
い
と
述
べ
た
が
、
こ
の

見
解
は
修
正
す
る
。
た
だ
し
、
国
家
の
精
神
的
損
害
に
つ
い
て
も
、
何
を
も
っ
て
国
家
が
精
神
的
損
害
を
感
又
け
た
か
を
定
義
す
る
法
規
則
の
有
無
が
確
認
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
拙
稿
は
サ
テ
ィ
ス
フ
ァ
ク
シ
ョ
ン
は
実
質
的
に
残
余
的
救
済
手
向
予

J

し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
主

張
す
る
も
の
で
あ
る
。

(112)

最
終
草
案
二
四
条
、

A
/
5
6
/
1
0
,
p. l
 
00 
9. 

コ
メ
ン
タ
リ
ー
で
は
、
遭
難
の
状
況
に
あ
る
政
府
航
空
機
ま
た
は
船
舶
に
よ
る
他
国
の
領
空
侵
犯
ま
た
は
領
海
侵

犯
の
実
行
の
ほ
か
、
病
気
を
理
由
に
抑
留
し
て
い
た
工
作
員
を
帰
還
さ
せ
た
R
a
i
n
b
o
w

W
a
r
r
i
o
r
号
事
件
仲
裁
判
決
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

I
b
i
d;
 
para. I. 

な
お
、
不
可
抗
力
に
関
す
る
二
三
条
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
で
は
、
航
空
機
の
損
傷
も
し
く
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
喪
失
ま
た
は
悪
天
候
に
よ
る
領
空
侵
犯
の
例
を

挙
げ
て
い
る
。

I
b
i
d:
 p
p
.
I
 005,l00 6, 
para.5. 
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(113) 
R
I
A
A
,
 vol.3 `
 
p
.
1
4
3
9
.
 

(114) 
Ibid., vol.4 `
 
p
.
1
1
9
.
 Cf. M
a
l
l
e
n
事
件
、

ibid;
p
・
1
7
3
.
 

(lls) 
B
i
n
 
C
h
e
n
は
、
過
失

(fault)

は
違
法
行
為
に
等
し
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
責
任
に
お
け
る
過
失
の
原
則
は
完
全
に
余
計
な
も
の
ま
た
は
意
味
の

な
い
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
十
分
に
は
発
展
し
て
い
な
い
違
法
行
為
の
概
念
に
あ
る
―
つ
の
要
素
を
明
ら
か
に
す
る
か
ら
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
行
為
の
自
由
の
要
素
で
あ
る
」
と
し
て
、
過
失
責
任
の
原
則
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
「
過
失
は
意
思
に
従
属
す
る
と
言
う
際
、
行
為
は

本
質
的
に
意
思
の
表
明
で
あ
る
…
…
。
換
言
す
れ
ば
、
違
法
行
為
は
違
法
行
為
者
の
自
由
意
思
か
ら
生
じ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
。
さ
ら
に
、
「
可

能
性
は
保
護
義
務
の
制
限
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
義
務
の
制
限
で
あ
る
」
と
し
て
、
意
思
と
は
独
立
し
て
生
じ
ま
た
は
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

越
え
た
事
態
す
な
わ
ち
不
可
抗
力

(vis
m
a
j
o
r
)

に
は
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
に
過
失
責
任
原
則
の
反
映
を
見
よ
う
と
す
る
。

B
.
C
h
e
n
 `
 
G
e
n
e
r
a
l
 Principles 

o
f
 Law a
s
 A
p
p
l
i
e
d
 b
y
 International C
o
u
r
t
 a
n
d
 T
r
i
b
u
n
a
l
s
(
1
9
8
7
)
,
 p
p
.
2
1
9
 a
n
d
 2
2
3
.
 
し
か
し
な
が
ら
、
注

(86)
で
紹
介
し
た
Pisillo
,
 
M
a
z
z
e
s
c
h
i
の
見

解
の
よ
う
に
、
た
と
え
意
思
自
由
の
観
念
に
基
づ
く
過
失
責
任
の
原
則
が
責
任
の
観
念
に
内
在
し
て
い
る
と
し
て
も
、
国
家
に
適
用
し
う
る
よ
う
に
過
失
概

念
を
客
観
的
な
も
の
と
し
て
構
成
す
る
な
ら
ば
、
過
失
責
任
主
義
の
実
体
を
失
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

¥
＼
 

J

J

 

〔
未
完
〕

22-2 -178 (香法 2002)


